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凡例 

 

1.テキストとして用いたカントの著作は主に Felix Meiner の Philosophische Bibliothek(PhB 

版)であるが、『1789-1794 年の書簡』(Kants Briefwechsel Band II,1789-1794.)、『オプス・ポ 

ストゥムム』(Opus postumum)については、アカデミー版カント全集(Kant‟s gesammelte  

Scriften, herausgegeben von der Königlich Preuβischen Akademie der Wissenschaften, Berlin) を

参照した。 

『オプス・ポストゥムム』の引用に関しては、略号 Op.の後に巻号をローマ数字で、ペ 

ージ数をアラビア数字で記した。 

 

2.アカデミー版カント全集からの引用で現代ドイツ語表記と異なっている単語があるが、

原文の表記に従う。 

 

3.引用文献が日本語によるものの場合、歴史的仮名遣いは現代仮名遣いに修正した。 

 

4.[  ]での挿入は、原書のままの挿入である。（  ）での原語の挿入は、翻訳書にはな

いものを筆者が挿入した。 
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はじめに                 

 

1. 本論のテーマ 

 本論は、カント(Immanuel Kant)の『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』（以下、

三批判書）ならびに『たんなる理性の限界内の宗教』（以下『宗教論』）『オプス・ポストゥ

ムム』第 7 束、第 1 束（以下『遺稿』）に於ける神と人間に関わる議論を検討する中で、批

判期から晩年に至るまでのカントの宗教思想を抽出することを目的としている。カントの

宗教思想は理性宗教あるいは理性信仰の名の下にその議論が出尽くしている感もあるが、

それは主として三批判書に於けるカントの思想的到達点を論じるものであり、晩年のカン

トの宗教思想に留意したものではない。本論は批判期のカントの考えを論じると同時に、

それだけでは語り尽くせない晩年期すなわち『宗教論』以降の思想をも議論の対象に入れ

る中で、カント宗教思想の展開を見ていくものである。とりわけ『宗教論』『遺稿』に於い

て論じられる私たち人間と神の関係は、カント理解に通底する理性宗教の地平を超えた豊

かな宗教思想を提示するものであると考える。 

 

2. 論証方法と主たる論点に関して 

 カントの宗教思想に関する文献・論文はカント研究に関する他の領域に比べれば世界的

に尐数ではあるが、それでも本論と研究領域が重なるものは数多く存在している。必然的

に本論は、先に記したテキストを基本としながら、自らの主張を先行研究との議論・対話

を進めていく方法をとっている。当然のことながら先行研究には、自らの考えに沿うもの

もあれば、反面それに真っ向から対立するものも見られる訳であるが、双方の議論を検討

していく中で自らの主張を再考していくことは、結果的に本論に於ける主張の妥当性なら

びに精度を高めたものであると考えている。 

 さて、詳細は第 1 章以降の議論に譲ることになるが、本論の主たる論点に関して概略を

示しておきたい。本論はカント宗教思想の展開を見るものであるが、論点は、大きく分け

て三つに分かれるものである。一つ目は第 1 章から第 4 章までで論じられる理性宗教に関

する議論である。ここでは、三批判書を基本テキストとしながら一般的に理性宗教として

論じられるカントの思想的地平を検証する。議論の方向は基本的には先行研究と同質のも

のではあるが、特徴として、カントが三批判書全体で一つの体系を構築しようとしていた

のではないかという視点の下、自らの論を展開することが挙げられる。 

すなわち『純粋理性批判』に於いて導出される神は、私たち人間にとって消極的であり、

理念としてある神であった。理論理性はこの神概念を積極的に論じることができないので

あるが、この弱点を『実践理性批判』は実践理性の働きを通じて補い、私たちに積極的に

神を提示するに至る訳である。言わば『純粋理性批判』と『実践理性批判』の相互関係に

基づく神の導出ということになるのであるが、こうした視点はシュヴァイツァー(Albert 

Schweitzer)が「宗教哲学的プラン(religionsphilosophischen Plans)」1として論じているところ

と同質のものと言えるだろう。しかし、いわゆる「理性の事実」のみに基づいた実践理性

の働きによる神の導出は果たしてどの程度信頼性に足る議論になり得るのであろうか。勿

論、カント宗教思想を論じる上で、実践理性の働きを無視することはできないのであるが、

「理性の事実」の一言のみで全てを論じていくのはあまりにも議論が性急すぎないかとい
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う疑問も当然のことながら生じてくる。コーヘン(Hermann Cohen)が Kants Begründung der 

Ethik の中で多くの紙幅を割いて、なぜ実践理性の働きがアプリオリなものとして考えられ

るのか論じているのは、空間や時間のアプリオリ性の導出ほど実践理性に関しては容易で

はないことを見ていたからではないだろうか。2こうした議論を踏まえつつ、本論ではカン

トが『純粋理性批判』と『実践理性批判』だけでなく『判断力批判』を加えて、人間の道

徳性に基づく神を導出しようとしたと考えるのである。それは、美や目的を通じて見出さ

れた人間の道徳性が、「理性の事実」のみに依拠する道徳的な人間を補強する役割を担って

いるとするものである。それ故に本論は三批判書が一つの体系を為して、道徳的存在とし

ての人間を導出し、カントの理性宗教の地平を構築しているものと考える。 

 次の論点は根元悪思想に関してである。本論では第 5 章の議論にあたるものである。根

元悪思想は『宗教論』第一編にて登場するものであるが、私たち人間の根元的な弱さにつ

いて議論が為されている。先の理性宗教の思想的地平を踏まえるのであれば、根元悪思想

は私たち人間が道徳的存在であることを根底から覆すものであると言えるだろう。そして

その議論は、理性宗教が依拠する基盤を壊すものと考えられるのである。根元悪思想を巡

って先行研究では数多くの議論が為されている訳であるが、その思想を否定的に捉えたも

のが散見される。トレルチ(Ernst Troeltsch)は、カントの宗教思想がキリスト教との妥協を

図ったとして3、バルト(Karl Barth)は、理性宗教における謎として否定的に論じている。4確

かに、『宗教論』のみを単独で取り上げるとするならば、三批判書との思想的な乖離は見ら

れるだろう。しかし、『宗教論』を契機としてカントの新たな思想的発展が見られるとする

ならば、むしろ積極的にその内容を吟味すべきではないだろうか。デスプランド(Michel 

Despland)が、『宗教論』をカント晩年の宗教思想のスタートと考えるのは、大いに注目す

べき議論なのである。5
 

根元悪思想が切り拓く、新たなカントの宗教思想の地平は、人間の弱さゆえの神の出現

と言ってよいだろう。三批判書で論じられている神は、私たち人間の道徳的側面、すなわ

ち強さ・自律ゆえの神なのである。そこでの神は、人間の強さ・自律を担保するために補

助的に導出された神に他ならない。当然のことながら補助的な神と人間との積極的な交わ

りは必要とされない訳である。しかし、根元悪思想は、私たち人間が神と関わらざるを得

ないことを論じているのではないだろうか。そして、晩年のカント宗教思想は根元悪思想

を端緒とする人間の弱さ・不完全さを根底に置きながら、人間と神の関係が論じられてい

ると考えるのである。 

 最後の論点は、『遺稿』の神概念がどのようものか、ということである。すなわち、三批

判書（とりわけ『実践理性批判』）や『宗教論』に於ける神概念とどのように異なり、また

重なり合うのか、について論じていくものである。本論では第 6 章と第 7 章の内容に当た

るものである。仮に『遺稿』の神概念が三批判書の議論の中に包摂されるのであれば、先

の根元悪思想はカント宗教思想の中での異端ということにもなるし、逆に『宗教論』の神

概念との類似性を見せるのであれば、理性宗教では語り尽くせないカント晩年の宗教思想

を表わすものとなるだろう。 

 『遺稿』に関する議論を進めていく上で重要な点は、定言命法の議論をどのように捉え

るかということであろう。ヴィマー(Reiner Wimmer)
6やフェルスター(Eckart Förster)

7は、『遺

稿』に於ける定言命法に関する議論を自律の相から探っている。勿論、こうした視点に立
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つことによってカント三批判書から晩年に至るまでの宗教思想の一貫性は確保されるので

あるが、『遺稿』に於ける定言命法の議論は、義務を命じる完全者としての神と義務を課さ

れる不完全者としての人間を中心に為され、更にはここから私たち人間と神の積極的な関

わりに至るものと考えられる。私たち人間を不完全者と捉える視点は、三批判書に於ける

自律の相よりも、『宗教論』に於いて論じられた根元悪に象徴される弱さを兼ね備えた人間

像に近しいと言えるのではないだろうか。アディッケス(Erich Adickes)
8やスミス(Norman 

Kemp Smith)
9がそれぞれの議論の中で、『遺稿』で論じられている神概念が三批判書に於け

る議論とは位相の異なるものとして論じているのは、むしろ晩年のカントの宗教思想は理

性宗教という概念では語り尽くせないということを表わすものであろう。 

 それでは、『遺稿』に於いて論じられる神概念とはどのようなものであろうか。ウェッブ

(Clement C.J.Webb)は、『遺稿』に於ける神を、神の内在論の視点から捉えている。10確かに

『遺稿』には神の内在を想起させる議論も多くみられるが、単なる内在論では『遺稿』の

神概念を理解する上で重要な「神は私の中に、私の周りに、そして私の上にある[ein Gott in 

mir um mich und über mir]」11という議論が理解できないのではないだろうか。その点、ノ

アック(Hermann Noack)が、『遺稿』の神概念が内在論の様相を呈するのは、独断的な神概

念による支配を避けるためであり、カントは内なる神と同時に外なる神をも視野に入れて

論じているとしているのは妥当な判断と言えるだろう。12こうした議論を踏まえるのであ

れば、カントが『遺稿』に於いて論じようとした神概念は、人間の内なる神と人間の外な

る神、そしてここから推論できる人間と神の関係は人間の自律かつ他律の相と考えること

ができるのではないだろうか。 

 さて、上記のように論じられる『遺稿』の神概念ではあるが、それは半ば理念的に語ら

れる故に、具体的な人間との関わりが見えにくいのも事実である。そうした中で同じくカ

ント晩年の宗教思想を表わすものとして論じられる『宗教論』とりわけ第三編の神概念と

の比較が有用であると考える。『宗教論』第三編は「教会論」とも称されるのであるが、単

に教会に関する議論のみならず、人間と神の関係、ならびに期待される社会像を具体的に

論じている。 

 根元悪思想が巣くう私たち人間は、個人であれ集団であれ、自らの力のみではその悪を

克服し、自らの善い素質を引き出すことはできない。自らの善い素質（原像、内なる神）

を育て、引き出す為に、超越者（外なる神）との積極的な関わりが求められるのである。

カントによって Mitwirkung（共働）と表わされるその関係は、私たち人間と神の交わりの

中で最高善を実現させていく必要があることを論じているものと言えよう。そしてこの神

との関係は、人間が不完全者故に自律ではなく、とはいえ内在する神（人間の善い素質）

を引き出すということで他律でもないのである。この人間の自律かつ他律の様相は、先の

『遺稿』に於ける“um mich”の神（関係の神）との類同性が見てとれよう。 

 以上、本論の主な論点 3 点を挙げ、議論の骨格を見てきた訳であるが、これらの議論を

通じて、カントが理性宗教の範疇に留まらず、私たち人間と神の積極的な交わりを期待し、

その交わりこそが人間さらには社会の成長をもたらすことを見ていたことが分かるのでは

ないだろうか。 

 

3. 日本のカント宗教思想研究と本論の意義 
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 日本に於けるカント宗教思想研究に関する文献は、外国のものと比すれば極めて限定さ

れる。主だったものとして量義治、宇都宮芳明、石浜弘道のものが挙げられる。その中で

も本論と同様に『遺稿』までを対象とし、カント晩年の宗教思想を考察しようとするもの

は、量義治の『批判哲学の形成と展開』ならびに石浜弘道の『カント宗教思想の研究――

神とアナロギア』以外に存在しないのではないだろうか。 

 石浜の議論は『遺稿』の神が理神論の神ではなく、かといってキリスト教の神でもなく、

カント独自の神概念に基づくものとしている点で本論の主張と重なるものである。しかし、

そうした独自の神が「その新しさにおいてではなく、その力強さにおいて他のこれまでの

著作を圧倒するもの」13「彼［カント――引用者］のこれまでの著作を踏まえつつも（中

略）これまでの立場を心情的に徹底させた」14と論じるのみで、『遺稿』の神概念が具体的

にどのようなものなのか見えにくいのである。 

一方、量の議論は『遺稿』独自の神概念を導出することを試みるものである。量は『遺

稿』の神概念は「自律即神律・神律即自律」15で表わされると論じている訳であるが、そ

れは『遺稿』で論じられた定言命法は、神が人間に内在することを表わすものであり、神

と人間が不一不二であることを示すものである。神と人間が一体でありながらも独立して

いるとする議論は、本論の議論と重なりあう部分もあり興味深いのであるが、『遺稿』独自

の神概念の具体的な諸相をキリスト教神学に於ける三位一体論や｢エレミア書｣の記述の中

に求める節16もあり、カントの独自の宗教思想がキリスト教思想の論理の中に回収され、

その独自性が見えなくなると、危惧を覚えるのである。 

 本論は、三批判書、『宗教論』そして『遺稿』に於ける神概念の異同を議論の対象として、

理性宗教のみでは語り尽くせない晩年のカント宗教思想を論じる訳であるが、『遺稿』で理

念的に論じられている神概念を『宗教論』の議論を通じて具体的に形づくることを試みて

いる。最終的に結論として導出される「関係の神あるいは Mitwirkung（共働）の神」は、

日本では今までにあまり語られることのなかったカントの最終的な神概念であり、私たち

人間と神の豊かな関係を表わすものと言えるのではないだろうか。 

執筆するに当たり、日本大学大学院教授の石浜弘道先生と日本大学名誉教授の小坂国継

先生には大変お世話になった。この場を借りてお礼を申し上げたい。 
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第 1 章 カントと神の存在証明の問題 

 

第 1 節 はじめに――両批判を神の存在証明の視点から見る 

 カントの著書、『純粋理性批判』ならびに『実践理性批判』は様々な切り口から論ずるこ

とが可能である。例を挙げていくならば『純粋理性批判』に関しては「数学や自然科学的

認識が如何に基礎づけられるのか」や、それに付随して「アプリオリな総合判断は如何に

して可能であるか」といった認識論に関する論点が考えられる。『実践理性批判』であれば、

定言命法すなわち、質料的な実践的原理ではなく、ただ形式の上から意志の規定原理を決

めるようなことが如何にして可能なのか、などを一つの切り口として論じることができよ

う。上記に挙げた例において、前者はカントの認識において「コペルニクス的転回」と言

われ、後者はカントの倫理学における重要な点を為している。本章も両批判をある一つの

視点を以って論ずることになるが、その中心的視座を神の存在証明に置きたい。 

 周知のように、神の存在証明はカントによって初めて試みられたことではない。一つ例

を挙げるならば、中世の哲学者アンセルムス (Anselmus)に始まる神の存在論的証明

(ontologischer Beweis)は 17 世紀の哲学者デカルト(René Descartes)さらにはライプニッツ

(Gottfried Wilhelm Leibniz)らに影響を与えている。アンセルムスによる中世から近代の哲学

者に影響を与えた神の存在論的証明の議論の骨組みは次のようなものである。 

 

  それよりも大なるものは何ものも決して考えられ得ないような或るものが、たしかに 

知性のうちには存在することを承認するであろう。蓋しこれを彼が聞く時に彼はそれ 

を知解し、彼が知解するものは何であっても、知性のうちに存在するからである。ま 

たそれよりも大なるものが決して考えられ得ないようなそのものが、ただ知性のうち 

にしか存在しないことは、たしかに不可能である。何となれば知性のうちにだけは、 

たしかに存在するとすれば、それは実像のうちにも亦存在すると考えられることが出 

来るからである17
 

 

敷衍して言うのであれば、上記引用は、ある不完全なものが存在する反面で、ある完全な

ものが存在しないのは矛盾しているということを表わしている。不完全なものすら存在す

るということであれば、完全たるものは当然のことながら存在しなければならない。とい

うのもそうでなければ完全とは言えないからである。神は私たち人間が考え得る中で最も

完全なものである。故に神は存在すると考えるのである。こうした論理が神の存在論的証

明には含まれていると言えよう。 

 後に詳しく見るがカントが論じた神の存在証明は存在論的証明に基づくものではない。

むしろカントはそれを否定している。それでは何を以って神の存在を証明するのであろう

か。その鍵となるのは理性の働きといってよい。理論理性は人間の認識に関わり、実践理

性は人間の行為に関わるという点でそれぞれ違いはあるが、理性が持つ本性は同じものと

言えるだろう。それは常に無制約なものを求めるということである。 

   

   悟性が諸規則を介して諸現象を統一する能力であるとすれば、理性は悟性の諸規則を 

諸原理のもとに統一する能力である18
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理性は原理の能力として、一切の特殊についての認識の大前提を求め、その先に究極的な

無制約者を見ている。これは理論理性についてのことであるが、実践理性も同様に無制約

者を捉えようとしている。 

 

  理性は純粋実践理性として、実践的に＝制約されたもの（傾向性［性向］や自然の必 

  要にもとづくもの）にたいして、同様に無制約的なものを求める19
 

 

カントのいう無制約的なものとは神と考えることができるだろう。既存の証明法ではなく、

理性の働きをもとにして如何にカントは神の存在へと迫るのかを『純粋理性批判』ならび

に『実践理性批判』の両批判書を俯瞰しながら探っていきたい。なお本章は以下のように

構成される。まず理論理性の働きとその限界を「純粋理性の弁証論的推論について」を確

認しながら論じることとなる。次に、「純粋実践理性批判の分析論」そして「純粋実践理性

の弁証論」を見ていくこととなる。このようなプロセスを通して、カントがどのような段

階を踏みながら、神の存在証明へと至るのかを確認していくことが本章の課題である。 

 さて、ここで神の存在証明を検討するに当たり、本題に入る前に何故に両批判書を取り

扱うのかにも触れておきたい。周知の通り、カントは『純粋理性批判』を上梓する以前の

所謂、前批判期にも神の存在証明に関して論じている。1762 年にカント 38 歳の若さにて

上梓された『神の存在証明の唯一の可能な証明根拠』と題する論文は、その題目から推測

されるように、この問題に関し、カントとしては一定の完成を見ているように思われる。

しかし、時間を置いて再度同じ問題を扱うことになったのはいかなる理由によるものであ

ろうか。ウッド(Allen W.Wood)は『カントの合理神学』の中で次のように述べる。 

 

  カントの本当の目的は神学を破壊することではなく、むしろ独断的な神学を批判的な

それにとってかえることである。つまり自己満足的な思弁的方法による合理神学を、

人間理性の避けられないが絶えまなく続く解決できない問題についての批判的吟味へ

と変更することである20
 

 

ヒューム(David Hume)らイギリス経験論者による独断的合理論への批判といった思想的

争いの中で、カントが既存の神学ではなく、理性の再吟味を踏まえて、新たな神学を再構

築しようとしたものと考えられる。この神学の再構築において『純粋理性批判』と『実践

理性批判』の両批判は絶対的な役割を果たすものとして位置づけることができるだろう。 

 

第 2 節 理論理性の働きと別の可能性――純粋理性の弁証論的推論について 

 理性の働きは原理の能力として、特殊を概念によって普遍として認識する。カントはこ

の特殊から普遍を導く方法を三段論法とし、定言的三段論法、仮言的三段論法、選言的三

段論法の三種を以って推理を行う。 

 

  もろもろの三段論法の形式は、それが諸カテゴリーの例にならってもろもろの直観の

総合的統一に適用されると、特殊なアプリオリな諸概念の根源を含むであろうという

ことである。われわれはこれらの概念を純粋理性概念あるいは超越論的理念と呼ぶこ
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とができる21
 

 

 三種の三段論法に倣う形でカントは超越論的理念を三つの部類に分ける。第一は思惟す

る主観の絶対的統一、第二は現象の諸系列の絶対的統一、そして第三に思惟一般全ての対

象の制約の絶対的統一である。それぞれ魂、世界そして神といった究極的に無制約なもの

へと続くとされる。以下、簡単ではあるが、順番にそれぞれの推理を確認していきたい。 

 

(1)純粋理性の誤謬推理 

 一つ目の思惟する主観の絶対的統一とは、我思うという統覚の論理的命題から出発して、

この自我を客観的存在者すなわち実体と考えようとするものである。 

 

 主語として以外に思惟されえないものは、主語として以外には実存在もしない、だか 

ら実体である。さて思惟する存在者は単にそのような存在者として考察されると、そ 

れは主語として以外には思惟されえない。それゆえ、思惟する存在者はまた主語とし 

てのみ実存在する、すなわち、実体としてのみ実存在する22
 

 

さて、上記引用の前半部分は思惟するものを論理的な意味で捉えることができよう。一方

で後半部分は実在的な意味で述べている。ここに思惟という概念の混同が行われ、誤解が

生じている（媒概念曖昧の虚偽）。カントは、思惟する主観の絶対的統一を求め、そこから

これまでの哲学者が試みているように主語さらには魂の実在の証明を紹介した。理性の立

場から吟味すると、思惟主観というものに制限されたものとなったことを論じている。 

 

(2)純粋理性の二律背反 

 第二の現象の諸系列の絶対的統一とは、私たちが理性を諸現象の客観的総合に適用し、

現象を総合する場合に求められる絶対的総体性（世界概念、宇宙論的理念）を探るもので

ある。世界の現象の多様を総合する場合、以下の四つの問題が想定される。 

 

  超越論的理念の第一の抗争 

定立  世界は時間において始まりをもち、空間に関しても限界のうちに囲まれてい 

    る 

反定立 世界はいかなる始まりももたず、空間におけるいかなる限界ももたない、む 

しろ世界は時間に関しても空間に関しても無限である 

 

超越論的理念の第二の抗争 

  定立  世界におけるおのおの合成された実体は単純な諸部分から成り立ち、そもそ 

      も単純体、あるいはこの単純体から合成されているもの以外の何ものも実存 

在しない 

  反定立 世界におけるいかなる合成された物も単純な諸部分からは成り立たず、世界 

のうちにはそもそもいかなる単純体も実存在しない 
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  超越論的理念の第三の抗争 

  定立  自然の諸法則に従う原因性は、世界の諸現象がことごとくそこから導出され 

      うる唯一の原因性ではない。諸現象の説明のためにはまだ自由による原因性 

を想定することが必要である 

反定立 いかなる自由もなく、世界のうちにあるすべてはもっぱら自然の法則に従っ 

    て生起する 

 

超越論的理念の第四の抗争 

定立  世界の部分として、そうでなければ世界の原因として端的に必然的な存在者 

    である何かが世界には属している 

反定立 いかなる端的に必然的な存在者も、世界のうちにも世界の外にも、世界原因 

としてはそもそも実存在しない23
 

 

先に述べたように、純粋理性の二律背反とは現象としての客観の絶対的統一を求めたと

きに起こり得る矛盾である。しかし、現象の系列全体というものがどうして究極的前提と

いう意味を持ち得るのであろうか。第一の二律背反を例として考えるならば、空間や時間

は感性界に於いてのみ考えられるものであり、反面で世界そのものは、感性界における枠

組みで捉えられるものではない。それ故に定立と反定立の並び立つ土台、すなわち問題の

立て方自体に誤りがあるということであり、問いそのものが無効ということが言えるだろ

う。 

 反面で、この純粋理性の二律背反の問題において、第三の二律背反に関しては、他の二

律背反とは異なる視点から考えることも可能である。感性界のうちに自由な原因があるか

どうかは、確かに今までの議論に沿っていけば追求することのできない課題となるが、仮

に現象界以外の世界があることを想定した場合、現象界の因果性に囚われない世界を想定

することができる。無論、想定ができるだけで確実なことではない。言わば消極的な自由

の証明として論ずることが可能とされるのである。 

 

  現象界としての自然に関する限り、定立の主張は何の根拠も持つことはできない。定

立の主張がその根拠を得て来るのは、実践的自由という問題が登場してくることによ

っているのである24
 

 

  第三の二律背反について言うならば、われわれはもとより現象界に関しては自然因果

律の正しさを否定することはできない。しかしカントによれば、物自体の働きとして

自由な原因性を認めるということは決して不可能ではない25
     

 

実践的自由とは思弁理性と現象界の中で論じられるものではなく、実践理性と叡智界の領

域で語られるべきものである。こうして見ていくと、純粋理性の二律背反論は、現象を総

合する場合に求められる絶対的総体性の議論と、現象界と叡智界の問題が混在していると

捉えることができよう。 
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(3)純粋理性の理想 

 第三に理性は選言的推理によって概念の分類を完成するためにそれ以外に何も必要とし

ない分類の集合を求める。選言的推理とは A は b であるか c であるかのいずれかである。

A は b である。ゆえに A は c ではない、というものである。さてこの選言的推理はあるも

のを肯定したり否定したりすることによって成り立つ推理である。あるものを否定すると

いうことはより大きなものに制限を加えていく作業であると言える。その作業を続けてい

くならばある絶対的なものに到達し得ると考えられよう。カントはこの絶対的なものを神

と捉え、三つの証明を行う訳であるが、それは存在論的証明と宇宙論的証明そして物理神

学的証明と呼ばれるものである。 

 まず、存在論的証明であるが、冒頭にも触れたが、これは概念から存在を証明する方法

である。一切の経験を捨象し、全くアプリオリに推論を行ってみせるこの証明は、例えば、

三角形は三つの角を有するという命題があり、これは単なる概念にも関わらず経験的対象

として三角形を認識したかのように思いこむものである。ここには論理的述語と実在的述

語の混同があり、神は全能である、の「である」がいつの間にか「がある」と同一視され、

「神がある」にすり変わるのと同一の論理が見られる訳である。 

 次の宇宙論的証明は現実に存在するものから神の実在性を推論する方法であるが、これ

は何かが存在する以上、絶対的に必然的な存在者が存在するという感性界において適用さ

れる因果律を前提として、証明が組み立てられている。因果律は感性界においてのみ意味

を有するにすぎないにも関わらず、宇宙論的証明においては因果律を感性界を超越するた

めに利用するという飛躍が行われているのである。 

一方、物理神学的証明は一定の経験、すなわち現存する世界の諸物についての経験、そ

の性状、秩序が確実に最高実在体の現実に存在することを確信せしめる論拠を与えないか

どうかと論じるものであるが、一定の経験を前提とする以上、それは先の宇宙論的証明の

枠から出るものではないのである。以上を見ていく限り、純粋理性の理想においても絶対

的総体性、絶対的存在者の存在を証明することは不可能という結論に至ると言えるだろう。 

 さて、これまで純粋理性の弁証論的推論について見てきた訳あるが、何故に事細かく見

てきたかというと、理論理性による魂や世界や神の証明の不可能が逆に別の視点をもたら

すからである。理論理性の弁証論の意義はまさにここにあると言ってよいだろう。すなわ

ち理論的立場からどうしても証明することのできない絶対的存在者を、別の立場から復活

させることはできないかという議論が展開されていくのである。それは絶対的存在者すな

わち神に対して道徳論的証明が唯一可能であるということを示唆するものと言ってもよい。 

 

  さて私は次のように主張する。すなわち、神学に関する理性の単に思弁的使用のすべ

ての試みはまったく不毛であり、その内的性質に関しては空虚であり虚無であるが、

しかし理性の自然的使用の諸原理はまったくのところいかなる神学にも到らず、した

がって、道徳的諸法則が根底に置かれない場合には、ないし手引きとして用いられな

い場合には、どこにも理性の神学はありえない、と主張するのである26
 

 

  理性は、その単に思弁的使用においては、このそれほど大きな意図、すなわち、最上

の存在者の現存在に到達するという意図にはとうてい不十分だけれども、理性は次の
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ような点において極めて大きな効用をもっている。それは、もし最上の存在者の認識

がどこか他の源泉から汲みだされうるとすれば、最上の存在者の認識を修正する点、

この認識を自己自身と、ならびにおのおのの叡智的意図と合致させる点、根元的存在

者の概念に反しているであろうすべてのものから、およびもろもろの経験的制限のす

べての混入から純化する点である27  

 

純粋理性の弁証論的推論は神学において最も重要な消極的使用法といってよい。カントも

この後述べるように超越論的神学は「われわれの理性の恒常的な検閲者」28であり、そし

て欠陥を修正しながら神の存在証明を図るのが実践理性なのである。 

 さて、上記において語られている実践理性や道徳法則がカントによって論じられている

のは『純粋理性批判』における「純粋理性の基準」の中ではなかろうか。カントはこの「基

準論」において、理論理性の限界を改めて示すと同時に、そうは言うものの理性がその本

性として到達すべき目標を別の理性の働き（実践理性）に託すのである。 

 

  理性は自分がそれに対して大きな関心を呼び起こされざるを得ない或る対象を予感し

ますが、理性がこれに近づこうとして思弁の道を踏み出すと、この対象は理性の姿を

見て袖をひるがえして逃げ去ります。しかし理性にはなお残された唯一の道がありま

す。それはすなわち純粋理性の実践的使用の道であり、理性はおそらくそこによりよ

き幸運を期待できるのです29
 

 

理論理性がその証明を止めざるを得なかった魂の不死、自由、神の存在の諸証明は実践理

性の課題として引き継がれることになるといってよいだろう。「基準論」の趣旨もそこにあ

るように思われる。但し、そこで為されている論証は議論不足の感があるのは否めず、や

はり、理論理性からの課題を実践理性が引き継ぎ、検討していくのは、『実践理性批判』の

役割となると考える。それではどのような方法を以ってカントは理性が本来持ち得る課題

へと迫るのであろうか、次の段階として『実践理性批判』とその中で注目すべき議論に着

目しながら検討を進めていきたい。 

 

第 3 節 神の存在を証明する媒介としての道徳法則と最高善 

道徳法則と一口に語るのは簡単なものの、その法則をどのように導出していくのかを考

えることは容易ではない。道徳法則の基礎に人間の自己の利益を置くこともできれば、そ

もそも人間には公共心や他者への愛が備わっているものと考えることもできる。カントは

そうした中で最も純粋な形で道徳法則を定義したと言ってよいだろう。私たち人間の行為

が道徳的であるのは道徳法則そのものによるのである。公共心や他者への愛が道徳的行為

をもたらすものであるとしてもその根底に感情的な快などがある可能性は否定できない。

カントはそのような道徳的行為を仮言命法(hypothetischer Imperativ)に基づくものとして退

ける。カントはあくまで道徳法則を一切の前提を抜きにして「～しなければならない」と

いう定言命法(kategorischer Imperativ)による道徳的行為を追求するのである。 

さてこの道徳法則を可能にする原理は一体何処に存在するのであろうか。その手がかり

は、『実践理性批判』に於いて純粋実践理性の分析論と純粋理性批判の分析論の比較が為さ
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れている箇所に見出される。 

 

われわれがこの分析論と『純粋思弁理性批判』の分析論とを比較すると、両者の間に 

ある著しい対照が浮かび出てくる。後者にあっては最初に与えられた出発点は原則で 

はなくて純粋な感性的直観（空間および時間）であり、それがアプリオリな認識を、 

といってもたんに感官の対象についてのアプリオリな認識を、可能にしたのであった。 

（中略）それゆえ、経験の諸対象を超えるヌーメノンとしての諸事物については、思 

弁理性にあらゆる積極的な認識が不可能とされたのであったが、これはまったく当然 

のことである。――とはいえ、ヌーメノンを思考することが可能であり、実際さらに 

それは必然的であることさえ確かならしめることについては、うまくいった30
 

 

ここで記されているヌーメノンの思考とは、『純粋理性批判』の純粋理性の二律背反第三ア

ンチノミーにおいて導出された、人間の自由の消極的可能性であり、この自由の概念は純

粋な実践的法則の基礎となり得るものである。消極的ではあるとはいえ自由の可能性が導

き出されたことは私たち人間を叡智的存在へと誘うものといえよう。そして消極的な自由

は、私たちの良心や義務の念などと相まって、感性界に依拠しない人間の有り様すなわち

積極的自由による道徳的存在としての人間へと質的に変化していくものと考えられる訳で

ある。 

 

  すなわち、あらゆる経験的なものにとらわれることなくみずから意志を定めうること 

をあきらかにする、――しかもこのことを、純粋理性がわれわれのもとで実際に実践 

的［行為遂行的］であることをあかしする事実を通じて、いいかえれば道徳性の原則 

における自律、すなわち純粋理性が意志を行為へと定めるという事実を通じて示すの 

である31  

 

上記議論は所謂カントのいう「理性の事実」に関するものであるが、「理性の事実」とは、

私たち人間のアプリオリな道徳性を基礎づけるものと考えられる。宇都宮芳明は、その著

書『カントと神』の中で『実践理性批判』の内容に言及しながら「理性の事実」に全幅の

信頼を寄せつつ、次のように議論を展開している。 

 

  つまりカントは、『道徳形而上学の基礎づけ』で解明不可能とされた事柄を、ここで改 

めて「理性の事実」という形で提示するのであって、これは同時に、道徳法則に従っ 

て生きなければならないというカントの根源的な道徳意識が、もはやその背後にまわ 

って問うことのできない根源的な「事実」であることも伝えている。この根本事実の 

承認は、カントの理性信仰によると見るほかはないが、しかしまた逆に、この根本事 

実こそが、つまりカントの根源的な道徳意識こそが、カントの理性信仰が生じてきた 

起点であって、カントの全実践哲学は、この基盤の上に構築されるのである32
 

 

私たちが神をはじめとする超越的な対象を論じるに当たって、カントが思弁によるので

はなく、実践理性に頼らざるを得ないことを論じていることが看取される訳であるが、一
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方で議論を進めていかねばならないことは、道徳法則が私たちの理念とされる神や魂の不

死といった絶対的な制約者にどのように繋がるのであろうかということである。その答え

は道徳法則を押し進めていったその先にある対象、すなわち最高善に関する議論の中にあ

るといってよいだろう。 

最高善は徳福一致の状態を指すのであるが、その議論は古くはアテナイ期の哲学者アリ

ストテレス(Aristotelēs)の著書『ニコマコス倫理学』から始まり、カントが『実践理性批判』

の中でも述べている、エピクロス学派、ストア学派に至るものである。しかし、カントの

考える最高善はエピクロス学派、ストア学派のように人間一人の一生の中で到達されるも

のではない。カントは人間の一生を超えてひたすら道徳法則に従い続けること、そしてそ

の先にある幸福に相応しくなることを最高善の定義として考えている。こうした最高善を

追求する営みの過程に、理論理性においては、到達不可能であった絶対的存在（魂、自由、

神）を見出すのである。 

   

道徳法則にたいする尊敬を通じて必然的に最高善をめざすことと、そのことから生じて

くる最高善の客観的実在性を前提とすることは、こうして、実践理性の要請を通じて、

思弁理性が課題として提起したが解決することができなかった諸概念へとたどりつく
33

 

 

 さて、これまでの議論を踏まえて、次に私たち人間が超越的な対象に至る為の手段とし

ての最高善の構成要件を詳しく確認することになるのであるが、そこに進む前に一つ留意

しておかねばならないことがあると考える。先に「理性の事実」が私たち人間の道徳性を

アプリオリに証明するものと記した訳であるが、宇都宮が主張するように果たしてそこに

全幅の信頼を寄せることが果して可能なのだろうか、ということである。私たちは空間の

中に立ち現われる事物を捉える際に、それを三次元の相の中で把握する。また、私たちの

生活は常に時間に支配されており、こうした感覚がおそらく万人に共有できるものとして

考えられる。言わば『純粋理性批判』の中で議論された空間と時間、そしてそこに関わる

理論理性は私たちにとって広く遍く妥当するものとして捉えることが可能であると言える

だろう。 

 反面で、私たち人間の道徳性はどのようにして担保されるのであろうか。人間の良心や

義務の念に依拠することは、確かに私たちの感性的影響からの自由を垣間見せるものでは

あるが、しかし、万人が常に良心的に行動し得るか、ということを問うていくならば、容

易に批判に曝される可能性を持ち、その基盤は脆弱なものとして映るのもまた事実なので

はないだろうか。 

 ヘルマン・コーヘン(Hermann Cohen)は、カントのいう「理性の事実」を根底では、肯定

的に捉えながらも、その議論の脆弱性を意識しながら次のように論じている。 

 

  超越論的として導出される自由の理念の基礎付けは、確かに超越論的方法によって導 

かれる。しかし、自然法則を裏付ける超越論的原理のように自由における方法は認識 

を基礎づけるのを確立するのと同じ手段が与えられるとは言えない。（中略）これら［空 

間や時間――引用者］には事実、感性的な基本的な形で実現する法則がある。人は同   
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  じ方法でそのような形式的条件としての自由を考えようとする。（中略）この予想は幻 

想である34
 

 

    人は「自由の理念」だけを確かに道徳法則の可能性の為に想定し、人はそれ故予期せ 

ぬうちに、分析的な道徳法則をある種の「理性の事実」としてみせかける[hinstellen]
35

 

 

コーヘンは、空間や時間のアプリオリ性と同様に自由（積極的自由）を見ることに疑問を

呈し、また続けて単に｢理性の事実｣のみに依拠した、道徳的存在としての人間を批判的に

捉えているものと考えられる。勿論、先にも述べたが、コーヘンは｢理性の事実｣そのもの

を否定的に捉えていた訳ではなく、ただ義務や尊敬の念のみから導出される｢理性の事実｣

に纏わる議論に関して、その危うさを顧慮していたものと思われるのである。 

 

  私たちは道徳法則の演繹を義務の概念からきちんと分けること、――それは決定的な 

意味を持つ、を考えてみる[ins Auge zu fassen]ことが肝要である。（中略）義務は心的 

な人間の範囲の下で生じるのである36
 

 

  道徳法則の分析的発展は｢人間の原理｣の下で述べられる定言命法が目的思考 

[Zweckgedanken]を含むということを示した37
 

 

コーヘンの主張は｢理性の事実｣は、単に義務の念からのみ考えられるべきではなく、人間

を目的の相から捉えることによってその論証が可能とするものであると言えよう。 

 勿論、本章は、『純粋理性批判』と『実践理性批判』の連関の中から、神の証明を論じる

ものであり、目的の視点からの考察を意図していないが、「理性の事実」を巡る無用な批判

に耐えうるためにもコーヘンの議論に留意すべきであると考えるのである。 

 

第 4 節 神の存在証明の問題――純粋実践理性の弁証論を検討する 

 前節で述べたように、道徳法則ならびにその対象である最高善は、私たちに理論理性が

解決し得なかった課題を克服する材料を提示する。それでは最高善の議論を更に深めるこ

とにより、理論理性においては到達不可能であった課題が可能なものとして、如何に立ち

現われてくるのかを確認していく。 

 最高善を構成する二つの要素とは徳と幸福である。幸福の欲求が徳に向かうかといえば

そうではないし、徳の格率が幸福を生み出すかといえばそういう訳でもない。カントにと

って、エピクロス学派とストア学派の最高善に関する議論が不調に映るのは、私たち人間

の一生に於いて最高善を追求したことによるものであろう。エピクロス学派のように幸福

を前提にすれば、自ずと人間の傾向性が頭を擡げてくるであろうし38、ストア学派のよう

に徳を前提としたとしても私たち人間が一生道徳法則に従うということは不可能であると

思われる。カントにとって両学派の乗り越えを可能にしたのは私たち人間が理性的存在、

しかも実践理性に従い無制約的なものを求めることができる存在であるという視点である。 

 

この結合［徳と幸福――引用者］は、とはいえ、アプリオリなものとして、したがっ 
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て実践的に必然的なものとして認識され、それゆえ経験から導出されたものとしては 

認識されることはなく、したがって最高善の可能性はいかなる経験的原理にももとづ 

かないのであるから、（中略）最高善を意志の自由によって生み出すことはアプリオリ 

に道徳的に必然的である39
 

 

注目すべき点は意志の自由という文言に顕著なように、実践的理性的存在者としての人間

という点であろう。しかし、意志が自由であるからと言って私たち人間が道徳法則に従い

続ける、すなわち道徳法則に従い続けるという心術(Gesinnung)を持ち続けることは完全に

可能なのであろうか。 

 

善への進行において自らの志操が揺らぐことがないという確信は、被造物にとっては、

それだけでは不可能であるように思われる40
 

 

そこでカントが最高善実現のために前提とするのが魂の不死(Unsterblichkeit der Seele)であ

ると言ってよいだろう。私たち人間の魂が永遠に生きながらえることを以ってして、道徳

法則に従い続けるということを可能にする訳である。魂の不死によって私たち人間が実践

的理性的存在としてあることが担保されると考えられるのである。 

 

被造物の分に応じたことといえば、それはただ試練をくぐり抜けたかれの志操の意識 

のみであろう。そしてそれは、かれがこれまで务悪から道徳的＝改善への進歩の道を 

歩んできたことと、それによって揺るぎなき決意を自覚するにいたったことからして、 

今後も絶えずこの道行きが続くことを希望し、かれの生存がどこまで続こうと、その 

生をさらに超えてまでも続くことを、希望する41
 

 

さて、カントによる魂の不死の導出は、その最高善思想が以前の最高善思想とは質の異

なるものであることを示すものであり、カントの独自性を表わしているものと言えよう。

しかし、魂の不死によって、私たち人間が如何にして道徳法則に従い続けることができる

のかということに十分答えていないのではないか、という疑念が湧いてくるのではないだ

ろうか。そうした疑問に対し、宇都宮芳明は、キリスト教思想に依拠しながら、カントの

最高善思想の根底にあるものに着目し、カントの思想の補強を行っていくのである。 

 

キリスト教の福音書の道徳が、実はカント自身が立脚している道徳であることは明ら

かであろう。カントにとって道徳法則は神聖であり、有限な人間は現世においてそれ

に合致した道徳的完全性に達したとうぬぼれてはならず、謙抑でなければならない。

人間は道徳的完成にむけて無限に努力しなければならないのであり、そのために心の

不死が要請されたのである42
 

 

確かにピエティスムス信仰を持つ両親に育てられ、父母に対する敬意と感謝は生涯消える

ことがなかったカントのその人生の背景を念頭に置けば、道徳的進行の道程にキリスト教

の教義やその思想の影響が現れてきたとしても納得することができる。また、詳細は他に
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譲るが、カントの晩年の著作と言える『たんなる理性の限界内の宗教』を見れば分かるよ

うに、そこで展開されるカントの議論は、キリスト教思想の派生形として見ることも可能

なのである。そうは言うものの、カントの宗教思想はキリスト教思想に収斂されることの

ない独自性を含んでおり、宇都宮が論じるようにキリスト教の福音書の道徳にカントが完

全に立脚しているとまでは言いきることはできないだろう。とりわけカントが批判期に論

じている自律的な人間と神との関わりは、キリスト教思想に見られる神への従属とは全く

相いれない考えであると言えるのではないだろうか。ともあれ、前節で論じた「理性の事

実」の議論同様、何故私たち人間が道徳的存在であり得るのかという疑問は、『純粋理性批

判』と『実践理性批判』の枠内では解消されるものではなく、人間を目的の視点から捉え

る議論を待たねばならないと考えるのである。 

 さて、議論を戻すのであれば、最高善の第一要素である道徳を保証する為の魂の不死は

論じられた。しかし、幸福についてはというとまだ何も論じられてはいない。幸福とは最

高善実現のための第二の要素でもある。実のところ、道徳よりも幸福を担保することの方

が難しい。というのも幸福は自然法則に適合するものであるからである。43 カントは幸

福について次のように定義する。 

 

  幸福とは、この世界における理性的［存在］者にとってその存在の全体について一切

のことがその希望と意志のとおりになるといった状態であり、それゆえ、自然がこの

［存在］者の全目的に、またこの［存在］者の意志の本質的決定根拠に、一致するこ

とにもとづいている44
 

 

自然とは感性界を指すものと考えられる。最高善は道徳と幸福が一致することによって形

成されるが、道徳は叡智界に属するものと言えよう。こうした互いに位相の異なるものが

如何にして厳密な一致をなし、最高善の要件を満たすのであろうか。カントはその要件を

満たすものとして、その一致の根拠を見出していく。 

 

  この連関の根拠、すなわち幸福と道徳性との厳密な一致を含む、全自然の原因であり

ながらしかも自然とは別のものが存在することもまた要請される45
 

 

このような存在とは一体如何なるものであろうか。それは神以外に考えられない。このよ

うにしてカントは、道徳法則に従う理性的実践的存在としての人間から、その対象として

の最高善を通じて神の存在証明を図るのである。このことは実践理性の働きを通じて理論

理性が課題として提起していたことに辿りついたとも言えるだろう。 

 

  思弁理性の諸理念一般に（それらと実践的なものとの関係を介して）客観的実在性を

与え、他の場合には思弁理性にはあえてそれが可能であると主張することもなしえな

かったような概念にたいする権限を思弁理性に認めるのである46
 

 

カントの議論を仔細に見ていくのであれば、いくつかの疑問点や不明点は挙げられつつ

も、『純粋理性批判』の純粋理性の弁証論的推論における課題は、『実践理性批判』の純粋
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実践理性の弁証論に引き継がれたと言ってよいだろう。ここで見てきたことは、理論理性

が頓挫せざるを得なかった課題の解決を実践理性が図ったということと考えられるのであ

る。 

 

第 5 節 独断論を避ける道徳神学の地平 

 シュヴァイツァー(Albert Schweitzer)はその著書の中で『純粋理性批判』に於ける理論理

性の働きと、『実践理性批判』での実践理性の働きの相互連関性に着目し、「宗教哲学的プ

ラン」の名の下、議論を展開している。 

 

  悟性の認識［すなわち自然科学的認識］を完成せんとする理性が、心理学的、宇宙論 

  的および神学的諸領域において被制約的なものに対して無制約的なものを求めること 

によって、造り出した理念が問題となる。批判的観念論によってここに均衡状態に保 

たれているこれらの理念は、理性の理論的使用に対してそうであったような蓋然的実 

在性から脱し、理性の実践的使用によって、この使用に相応した客観的実在性に達す 

べきである47
 

 

 勿論、先に触れたコーヘンの議論を踏まるならば「理性の事実」に由来する神の存在証明

には、果たして私たち人間が必然的に道徳的存在なのか、あるいは何故、道徳的存在とし

てあり続けることができるのか、という疑問や批判に曝される可能性があることも無視で

きない。しかし、仮にそうであったとしても、私たち人間のアプリオリな道徳性が如何に

担保されるのかという視点に常に配慮しつつ、議論を展開していくのであれば、理論理性

と実践理性の相互関係による神へのアプローチは、独断論に陥ることなく、一定の説得力

を以って私たちに神の存在を語りかけることができるのではないだろうか。 

冒頭で、カントは神の存在論的証明に見られるような思弁に基づく神学ではなく、新た

に神学を再構築していくことを考えている旨を記したが、カントは理性を二つの視点から

捉えることによって、独断論を斥け、既存の証明法ではない形で、神学的諸問題に取り組

んだと言えるだろう。実践理性という道徳に関わりながら無制限者に向かうカントの道徳

神学は、私たち人間にとって神の存在を検討する上での、新たな地平を切り開くものであ

ると考えられるのである。 
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第 2 章 美と叡知界 

 

第 1 節 はじめに――感性界と叡智界の媒介、シュヴァイツァーとカッシーラーの議論を

踏まえて 

1788 年に『実践理性批判』を公刊したカントは、それから僅か二年後の 1790 年に第三

の批判書である『判断力批判』を完成し、出版した。『判断力批判』は『純粋理性批判』に

おいて着目された理論理性と、『実践理性批判』においてその働きが論じられた実践理性と

の媒介である判断力について扱うものと一般的に見なされている訳であるが、その媒介の

過程で美、道徳に関する議論、ひいては神についての議論が立ち現われ、その内容は実に

豊富なものとなっている。宇都宮芳明は、『判断力批判』の主題について「神がこの書物の

主題の一つである」48と論じているが、本章においても『判断力批判』を宗教思想として

のアプローチを以って考察していきたい。そのように考えるのも『純粋理性批判』から始

まるカントの三批判書は、カントによる神の展望の企てがそれらの根底にあるように思わ

れるからである。 

シュヴァイツァーは『純粋理性批判』と『実践理性批判』における理性の働きについて

論じ、「宗教哲学的プラン」の名の下、理性の理論的使用ならびに実践的使用の区別、そし

てそれらの統一的使用について述べているが49、シュヴァイツァーのこのプランは、神、

自由、魂の不死の証明というカントの『純粋理性批判』以来の課題を、理論理性と実践理

性の相互関係に着目することによって解決することを目論んでいるものと考えられる。 

しかし、その反面で『純粋理性批判』と『実践理性批判』の二批判書において、カント

の論じた上記課題が解消されるとなると、『判断力批判』の役割は何処にあるのであろうか

ということが疑問として挙がる。実のところ、シュヴァイツァーも、自ら提示した理論理

性と実践理性の相互関係には限界があるとして、『判断力批判』に注目し、自身の議論を展

開している。彼は、「この関心［実践的――道徳的関心――引用者］が、思弁的領域に誕生

はしたがそこに国籍を有しない理念に対して、実践的領域において住民権を付与するので

ある」50と論じ、実践理性が私たち人間を神に導くことを述べつつも、そこには理論理性

に対する顧慮が見られないため、『実践理性批判』に見る神へと至る道は不十分なものとし

て捉えるのである。そして彼は「『判断力批判』はふたたび古い軌道にもどってゆく。すな

わち、実践理性が、理論的考究の領域においてすでに視野に入ってきた諸理念に実在性を

与えることになるのである」51と述べ、「古い軌道」すなわち『純粋理性批判』における理

論理性が感性界と関わりあいながら世界を捉えようとした地点に戻り、『判断力批判』の中

で感性界と叡智界との結びつきを展望しようとするのである。 

このように見ていく限りシュヴァイツァーの主張は『判断力批判』をまさに感性界と叡

智界を繋ぐ媒介として捉え、私たち人間に神を展望させる働きを担っているものと考える

ことができる。しかし、その議論には大きな弱点があることも見過ごすことはできない。

その弱点は彼が『判断力批判』の美感的判断力を軽視して解釈していることにあると思わ

れる。 

 

世界の美的把握は世界の悟性的評価と世界の道徳的――理性的評価との間をどの程 

度まで媒介するのか、という問題――が『美的判断力批判』の腹案においては顧慮さ 
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れてもいないしまた解決もされていない52
 

 

シュヴァイツァー自身が「カントは美的判断力をば美と崇高の関係において記述し、ま

た経験が示すとおりに、美的判断力と悟性および実践理性との連関を証示した」53と論じ

つつも、最終的に『判断力批判』の重点は目的論的判断力にある、と解釈する点に、彼の

美感的判断力軽視の姿勢が見てとれよう。ここでは目的論的判断力について論じる余裕は

ないが、彼の論じるように『判断力批判』が美という感性界のものとの関わりを失くして

しまうのであれば、当初意図された感性界と叡智界の媒介の役割は消失してしまうと考え

られるのである。 

一方、カッシーラー(Ernst Cassirer)は、「自然の考察と自由の考察とが相互に全く新しい

関係に入るような、或る否定しえぬ現象が存在する。これが芸術的把握の現象である」54と

論じ、美が感性界に基礎を置くものとし、また美が感性界と叡智界を結ぶ媒介であること

を示唆している。『判断力批判』を媒介の役割を持つものとして捉えた場合、カッシーラー

の主張に共感を覚えるものである。シュヴァイツァーは、神に近づく手段として『純粋理

性批判』と『実践理性批判』の相互関係に注目し、その関係の弱点を『判断力批判』に於

いて補おうとしたが、美感的判断力を軽視したことにより、感性界と叡智界の間にある「見

渡しえぬ裂け目(unübersehbare Kluft)」を結合することはできなかったと思われる。 

さて、本章は感性界と叡智界の媒介という視点に立って進められる故、必然的に『判断

力批判』の美感的判断力を基礎に置きながら、進められることになる。全体を通じては、

カントが如何にして感性界と叡智界を結びつけ、最終的には神を展望するようになるのか

を見ていくことになるが、まずは今一度、『純粋理性批判』と『実践理性批判』の間にある

相互関係では解決されなかった「見渡しえぬ裂け目」を確認していく必要があるだろう。

そこにはカントが『判断力批判』を上梓せねばならなくなった理由、すなわち、これまで

のカントの議論における理性の働きとその限界が見てとれると考えるからである。次節に

於いては、『実践理性批判』を取り上げ、神の展望に向けたカントの思想の前進とその限界

を確認していきたい。 

 

第 2 節 『実践理性批判』に見る、理性の働きとその限界 

『実践理性批判』は、『道徳の形而上学の基礎付け』と並び、カントの倫理学を語る上

で基本的なものとなっている。カントの倫理学の特徴は、私たち人間が囚われがちな自愛

の念や必需(Bedürfnis)を徹底的に排し、人間が如何にあるべきかを純粋に提示することに

ある。 

  

ある実直な人間が義務を無視することさえできれば避けられたはずの人生の最大の不 

幸のうちにあったときでも、かれが自分の人格のうちの人間性の尊厳を保ち、それを 

尊敬したという自覚、したがってかれは自分自身にたいして自分を恥じたり、自己吟 

味の内なる目にびくついたりする理由をもたないという自覚が、そうした人間を支え 

るということはないだろうか55
 

 

『実践理性批判』の中で、カントは多くの具体例を用いながら、私たち人間のあるべき
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姿について論じているが、上記引用からも分かるように、その思想の根底にあるのは、私

たち人間自身が内面に持つ道徳性への尊敬なのである。カントが論じる道徳法則は人間の

内面から導出されるものと言ってよい。それでは、こうした経験によらない、アプリオリ

な尊敬は何から生まれるものなのであろうか。カントはその根源を人間の理性に置くので

ある。理性が私たちの内面にあるという事実（「理性の事実 Faktum der Vernunft」）を以っ

て、人間というものが規定されるのである。道徳法則は理性より演繹されたものと捉えて

よいだろう。 

 

道徳法則はいわば純粋理性の事実として、われわれがアプリオリに意識しており、し 

かも必当然的に確実な事実として、たとえ仮にその法則が厳格に遵守されたいかなる 

実例も経験のうちに数え上げることができないとしてみても、なお断固として与えら 

れているのである。それゆえ、道徳法則の客観的実在性は、いかなる演繹によっても 

証明できないし、（中略）したがってアポステリオリに証明できるものでもないのだが、 

それにもかかわらずそれはそれ自身だけですでに確固として存立しているのである56
 

 

ここでは『純粋理性批判』において、かろうじて消極的にその働きが認められた理性が、

実践理性に引き継がれて積極的な位置づけを確保していることを見ることができよう。『純

粋理性批判』で展開された理論理性と実践理性との関係に於いて、「実践理性の優位(Primat 

der reinen praktischen Vernunft)」とも言える状況は『実践理性批判』全体を通じて確認する

ことができるのである。 

さて、理性に基づき道徳法則を展開する『実践理性批判』であるが、その議論の展開は

倫理学の範疇に留まるものではなく、宗教の領域、すなわち神の存在を展望することに至

る。カントが『実践理性批判』に於いて神の存在を論じるに当たり、自ら出発点にするの

は、私たち人間が感性界と叡智界に跨る両義的存在と言うことである。感性界における人

間は、感官における己の満足に無関心ではいられない。先に述べたような、自愛の念や必

需に対して、理性によって無関心にさせられる人間というものは、人間のそもそもの有り

様からして矛盾していると言えよう。その矛盾を克服し、カントが自らの道徳観を提示で

きたのは、最高善の概念を導入したことによると言ってよいだろう。最高善は道徳と幸福

の一致した状態を指すものであるが、道徳と幸福は私たち人間の両義的な有り様に上手く

合致するものと考えられる。道徳は、人間の幸福が担保されることによって実現されるも

のなのである。 

しかし、一方で道徳と幸福の両方を追求することは感性と理性の分裂を更に助長するこ

とにならないのかという疑念も湧いてくる。確かに、感性界と叡智界に跨る人間故に、双

方の追求は人間存在を引き裂いてしまうか、はたまたストア派、エピクロス派が陥ったよ

うにどちらか片方に引きずられてしまうのではないかと懸念されるのである。ここで留意

しなければならないことは、カントが幸福をどのように捉えているかということであろう。

私たちは得てして、幸福というと自らがこの世に於いて快や悦びを得ることと考えがちで

あるが、カントのいう最高善における幸福は私自身の幸福だけではなく、また私たちが一

生涯で得ることのできる幸福だけでもないのである。 
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道徳は本来、われわれがいかにしてわれわれを幸福にするかということの教えではな 

くて、われわれがいかにして幸福にふさわしくなるべきかということの教えである57
 

 

先にも述べたが、カントの考える幸福は、私たち人間の感性的側面に顧慮したものである。

しかし、私たち人間の両義的存在という特性上、そうした幸福のみに依拠することは、人

間本来の性質を損なうことにもなるのである。カントは、このような幸福観を基礎とした

上で、実践理性の要請として、「魂の不死」と「神の存在」を言及するに至るものと考えら

れる。『実践理性批判』に於いて、カントは道徳法則を通じて（実践理性に基づく）神に至

る実践理性信仰という地平に辿りついたと言えよう。これによって『純粋理性批判』に於

ける理論理性の限界を実践理性が乗り越え、二批判書の相互関係による神の存在の展望が

可能になったとも考えられるのである。しかし、同時にカントが神への通路としている道

徳法則の存在の基盤は果たして盤石なものなのであろうかという疑念も湧いてくるのであ

る。 

私たち人間が本当に道徳的存在、すなわち理性的存在であるのかどうか、ということに

ついては、自らを尐し反省して見れば分かることであろう。私たちの内に渦巻く様々な欲

望、あるいは自愛の念などを自覚すると、自らが道徳的存在であることの疑わしさに気づ

かされる。また、何ら証明もなく一方的に私たちは理性によって道徳的存在とされるので

ある、と強弁されても、それを納得することは難しいだろう。しかし、その反面で良心の

呵責などという言葉に表されるように、傾向性や自愛の念などから自由な私たちの存在を

感知することもできるのである。こうしたことから改めて確認されるのは、私たち人間は

感性界と叡智界に跨る両義的存在なのである、ということではなかろうか。両義的存在の

地平を以って『実践理性批判』を考察するならば、そこでのカントの議論は、些か叡知的

存在としての人間に偏重しているのではないかと疑問に思うのである。確かにカントは、

「定言命法(kategorischer Imperativ)」58を見れば顕著なように、私たち人間を感性界に属す

るものとも見ている。だが、カントによる道徳法則、さらには道徳的存在としての人間の

強調は、感性界との関係を乖離させるものとして映るのである。舘煕道は、『純粋理性批判』

と『実践理性批判』の内容を踏まえながら、その著書『理性の運命』の中で、カント道徳

論が不徹底であることの所以として、カントに於いては人間の二重性が顧慮されていない

ことを見ている。 

 

もとより人間の事実はかかる一面的偏向を許さず、むしろ両面の性格が同じ権能を持 

っているのだから、すでに我々が語った如くその二重性格の故にこそ道徳的無上命法 

が道徳的自由の根拠にならねばならなかったが、これを自由の原理として展開するた 

めに、不知不識に人間理性の可想的自発的一面のみが偏重されたのである59
 

 

ヘルマン・コーヘン(Hermann Cohen)は、人間の良心や義務の念からのみ導出される「理性

の事実」を批判的に捉え、さらに一歩踏み込んで、私たち人間を目的の思考から検討する

ことを主張している。 

 

  究極的に制限された意味において、道徳法則は理性の事実である。意識の保証された 
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事実としてではなく、むしろ倫理的な分析の出発点として、この原理に帰する観察の 

想定は私たちに役立つ60
 

 

  どの人間も道徳的世界の中でいつも同時に目的として顧慮されなければならない。と 

いうのも道徳的存在としての人間は究極目的[Endzweck]だからである61
 

 

「理性の事実」を抑制的に捉え、アプリオリな道徳的存在としての人間を確立する際に、

目的思考を持ち出すことは、正にカントが何故『判断力批判』を上梓したのかという疑問

に繋がるところがあり、コーヘンの議論は大いに参考になるものである。 

さて、これまでの議論を踏まえていくのであれば、カントの二批判書を以って、神の展

望について論じていくことに限界があることが分かるだろう。そしてこの限界を克服する

ために、カントは『判断力批判』を上梓したものと考えることはできないだろうか。『判断

力批判』で、カントが試みたことは二批判書で行ったのとは異なる方法で感性界と叡智界

を結びつけることである。言い方を変えれば、『実践理性批判』とは違う方法で道徳を基礎

付け、神を展望すると言うことである。次節に於いては、『判断力批判』の美感的判断力が、

どのようにして感性界と叡智界を媒介しているのかについて検討していく。 

 

第 3 節 『判断力批判』に見る媒介の方法 

カントによって、1790 年に出版された『判断力批判』は、感性界と叡智界とに分断され

た世界をもう一度統一する役割を担っている。結局のところ『純粋理性批判』と『実践理

性批判』に於いて試みた人間観の提示、すなわち感性界と叡智界に跨る両義的存在として

の人間から、道徳法則を通じた理性的存在へと到る道程は、第 1 節にて論じた「見渡しえ

ぬ裂け目」に直面せざるを得なかったのである。『判断力批判』に課されたことは、上記二

批判書の方法ではない形で道徳的・理性的存在としての人間を導出すること、更にはその

先にある神を展望することにあったと考えられる。 

さて、カントが『判断力批判』を書き進めるに当たって着目した点は極めて素朴なもの

である。そもそも『純粋理性批判』で試みた感性――悟性形式の世界把握が私たち人間に

とって全てのものであろうか、と自らが以前に提示した世界の切り取り方に疑問を呈する

のである。そうした中でカントは悟性と理性の間の中間項としての判断力を提示する訳で

あるが、判断力の中でも今回の批判に於いて重要な働きを示す反省的判断力を次のように

捉えている。 

 

自然の諸形式はきわめて多様であり、普遍的な超越論的自然概念の変様もいわばそれ 

だけ多数ある。（中略）きわめて多様な自然の形式とそれほど多くの自然諸概念の変 

様は、これらの法則［規定的判断力――引用者］によって規定されないままで残され 

る。このように自然の諸形式と自然諸概念とは、きわめて多種多様であるから、これ 

らの形式や変様の［規定の］ためにもやはり諸法則がなければならない62
 

 

短い文章の中に、多様や多数そして多種多様という言葉が散りばめられていることに、カ

ントがこれまで行ってきた方法では世界を捉えきることができないと自ら考えている様子
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が見てとれる。カッシーラーは、『判断力批判』の新しさについてこう述べている。 

 

特殊を普遍に従属させることや、たんに普遍的認識を特殊に適用することには、もは

や関心を示さない。これらは『純粋理性批判』（とりわけ悟性概念の図式性に関する章）

において、「規定的判断力」の根本特徴として教えられた事柄である。こうしたことと

は反対に、全く別の関係の型が表現されるのである63
 

 

カッシーラーは、『判断力批判』に於けるカントの、世界に対するアプローチが既存のもの

と異なることを強調しているが、それでは、カッシーラーの言うように、反省的判断力を

用いて、世界を把握すると私たちにはそれはどのようなこととして表れるのであろうか。 

世界を把握するに当たって、認識という方法は一般的に私たちに受け入れやすいもので

ある。人間は、自らに広がる外界を認識という方法で把握する。しかし、カントによれば、

認識は規定的判断力のなせる業であり、私たちは自らの直観形式と悟性を以って世界を自

然科学的に切り取るだけのことでしかない。そうした中で、カントは、別の世界の把握の

仕方、すなわち反省的判断力に基づく世界把握の方法を提示する。反省的判断力は、私た

ちの外界の表象における実質を把握するのではなく、表象の形式と関係を持つ。そして、

この表象の形式が私たち人間の感情と関わり、快の感情を生み出すとき、それを私たちは

美として理解することができるのである。美の導出は、私たち人間に自然科学的な世界把

握だけでなく、美感的な世界理解という新たな視点をもたらすものと言える。 

 

私の見る色、私の聴く音が、認識する諸々の主観の共有財産として呈示されるのは、 

両者が外延量・内包量の原則や実体・因果性のカテゴリーの適用によって、精確に認 

識されうる計量可能な振動へ変形されるからである。しかしこうした量・数の領域へ 

の変換によって、（中略）色や音そのものはなくならざるをえない。色や音の存在は 

理論的意味では、運動の存在と法則性とに解消されてしまう。（中略）この点に美学 

的意識の問題が現れるのである64
 

 

しかし、カントが『判断力批判』に託した役割は、ただ単に美感的な世界観を人間が持

つことだけではない。本節冒頭にも述べたが、その役割は感性界と叡智界に分裂してしま

った世界の統一を図ることにある。それでは、美はどのようにして感性界と叡智界を結ぶ

媒介となり得るのだろうか。実のところ、『判断力批判』における媒介の方法は一通りでは

ない。カントが三つの方法を用いて、感性界と叡智界を結びつけようとしていると考えて

いる。それらの方法については、『判断力批判』の第二三節から第二九節にかけての崇高論

と、第四二節美的理念論、そして第五九節象徴論の中で展開されている。65    

私たち人間が壮大な自然を目の前にして、その自然に対し畏怖の念を抱くことは現実的

にあることである。その畏怖の感情こそ、カントは崇高の感情と呼ぶものであると言って

よいだろう。そしてカントは、そうした感情を抱くのは、私たち人間の外界の把握が、構

想力――悟性形式を以って行われているのではなく、構想力――理性形式によって為され

るが故と論じている。理性とはそもそも事物の総体性を求める性質があるが、そうした性

質の為に、通常の美的判断に於いて行われる構想力――悟性形式の判断を超出して判断を
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行うのである。  

 

この威嚇的なものは、理性が感性にふるう威力であって、感性を理性本来の領域（実

践的領域）に適合するように拡張して、感性に対して深淵である無限なものを感性に

望見させるためだからである66
 

 

そしてさらにカントは、その崇高の感情は人倫的諸理念が私たち人間の中で開花していな

ければ生み出されることはないと考え、崇高の感情に感性界と叡智界を結ぶ役割を見てい

るのである。確かに、私たちは圧倒的な自然の姿を前にして、人間には造り出すことので

きない自然と言うものの偉大さを感じ、ひいてはそこから自然を創造した超越者（神的存

在）に思いを馳せることができる。そうした意味では崇高の感情が私たち人間を感性界か

ら叡智界へと誘うものであると見ることも可能である。しかし、そこには何ら理論的な裏

付けもなく、ただ雰囲気のみで崇高の念と神的存在が同質的であることを見ているだけで

はないだろうか。また、カント自身も論じているように、崇高の感情は本来的には私たち

の感性に基づいたものではない。故に、崇高の感情を以って、感性界と叡智界を結ぶと見

ることはできないのである。 

 

本来の崇高なものは、感性的形式のうちに含まれていることはできず、ただ理性の諸

理念にだけ関わる67
 

 

   自然の美しいもののためには、われわれは、われわれの外に根拠を求めなければなら

ない。しかし崇高なもののためには、たんにわれわれの内に、そして自然の表象のう

ちへと崇高性をもちこむ考え方のうちに根拠を求めなければならない。これはきわめ

て必要な暫定的注意である。この注意は、崇高なものの諸理念を自然の合目的性の理

念から、まったく分離するのであり、また崇高なものの理論を自然の合目的性の美感

的判定のためのたんなる付録とするのである68
 

 

第四二節美的理念論に見る感性界と叡智界との関係は、先に見た、崇高論の議論の根底に

あるものとは様子が異なるように思われる。カントは、まず「自然の美に対する直接的関

心をもつことは（中略）、つねに善い魂の一つの特徴を示している」69と論じた後で、「こ

の関心［自然の美に対する直接的関心――引用者］は、自然の観照と好んで結合すれば、

道徳的感情に好都合な心の調和を尐なくとも指示している」70と続けている。一見、美と

道徳が無根拠に結びつけられているとも見てとれるが、注目すべきはカントが「心の調和

(Gemütsstimmung)」という言葉を用いていることである。この心の調和という言葉が、偶

然的に用いられたものではないことは、カントが次のように論じていることを見れば明ら

かである。          

 

純粋趣味判断は、なんらかの関心に依存せず満足を感じさせ、同時にこの満足を人間 

性一般にふさわしいものとしてアプリオリに表象する。このような純粋趣味判断と、

まさにこれと同じことを諸概念に基づいて行う道徳的判断との類比は、（中略）道徳的
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判断の対象に対するのと同様に、趣味判断の対象に対しても直接的関心へと導くので

ある。ただ異なるのは、趣味判断の直接的関心は自由な関心であるが、道徳的判断の

関心は客観的諸法則に基づく関心であるという点だけである71
 

 

カントが先に述べた心の調和は、道徳的判断に際しての私たちの心の状態と、趣味判断

に際してのそれを類比して、それらが同質的なものであることを表しているのではなかろ

うか。第四二節美的理念論は、美的判断と道徳的判断を行う私たちの内側の様子に着目す

ることによって、双方の結びつきを捉えるという点で崇高論の一歩先を行くものであると

考えられる。そしてこの美的理念論の着眼点が、第五九節の象徴論に引き継がれると言っ

てよいだろう。宇都宮芳明も『判断力批判』の第一部「美感的判断力の批判」の主題が感

性的自己から叡知的自己への移行にあることを見、自然美に対する関心が道徳的な関心と

同族的であることを論じている。しかし、宇都宮の議論は、そこから象徴論に移るのでは

なく、自然美に対する私たちの自由な関心、道徳的関心における人間の自由、という具合

にその中心を自由に据えている。確かに、同じ自由という文言が用いられている故に、共

通点は感じられるが、そこから美と道徳の結びつきに至るのは、幾分論証不足にも思われ

るのである。こうした宇都宮の議論の組み立ては、崇高について論じている部分にも見ら

れ、十分な理論的基礎付けがなされないまま、美と崇高、そして感性界と叡智界の結びつ

きが論じられているのである。72
 

 先にカントが三つの方法を用いて感性界と叡智界を結びつけようとしていると論じたが、

第四十二節美的理念論を機縁とした第五十九節象徴論への展開がカントが目論んだ感性界

と叡智界の結びつきへの流れであると考える。それというのもカントは、道徳という叡智

界に属するものを如何にして理論的に提示できるかについて尽力していたと思われるから

である。次節に於いては象徴という方法に着目しながら、カントがどのようにして感性界

と叡智界の結びつきを図ろうとしたのか見ていきたい。 

 

第 4 節 人倫性の象徴としての美    

コーヘンは、美と人倫性の関係について「美が描出すなわち人倫性の表現を含むという

のは正しくない、というのは人倫性の他の描出方法[Darstellungsweise]がある」73と論じ、

美と人倫性が直結することを否定しながら、ある方法によって、それらが結び付くことを

示唆している。ここでいうある方法とは象徴を意味していることは、言うまでもないが、

カントは、象徴としての美を通じて、感性界と叡智界の結合を『判断力批判』第一部の締

めくくりとして論じているのである。 

さて、象徴という言葉に含まれるものから、果たして私たちの感性界に属するものを想

起することができるのであろうか。この疑念は、私たちが象徴という言葉に触れるに際し、

象徴を私たちの感性あるいは直観的認識に関わらない表象形式と捉えていることから生じ

ているかのように思われる。カントの行う象徴に関する議論は、そうした私たちの抱きが

ちな象徴に対する先入観を払拭しながら進められているのである。74
 

カントは、感性化のための直観的表出は、図式的であるか、象徴的であるかの二通りで

しかないことを論じた後、象徴的な感性化の特徴を指摘する。 
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図式的である場合には、悟性が把握する概念には対応する直観がアプリオリに与えら 

れる。象徴的である場合には、理性のみが考えうるだけで、感性的直観はそれに適合 

できない概念の根底にある種の直観が置かれる。この直観と判断力の手続きとは、図 

式作用のうちで判断力がしたがう手続きとたんに類比的に一致する。言い換えれば、  

判断力の手続きがこの［理性の］概念と一致するのは、たんにこの手続きの規則に関 

してであって、直観そのものに関してではない。したがって［概念と一致するのは］、 

たんに反省の形式に関してであって、内容に関してではないのである75
 

 

ここで注目すべきは、カントが象徴的感性化の特徴として、直観そのものが概念と一致す

るのではなく、手続きならびに反省の形式が概念と一致すると論じていることである。カ

ントは続けて、専制国家と手挽き臼の関係について論じ、象徴的感性化についての具体例

を示している。すぐにわかるように、専制国家と手挽き臼、そのものの間には、何ら共通

点はない。専制国家と手挽き臼とを結び付けることは不可能と言えよう。しかし、ここで

行うべきことは、専制国家の仕組みを反省する、ならびに手挽き臼の仕組みを反省する、

という手続きである。反省から見えてくるものは、専制国家は一人の独裁者によって国が

統治されているということ、並びに手挽き臼は、一人の人間が臼を動かす、ということで

ある。ここには、一人の人間による対象の絶対的支配の関係が双方に見出され、その一点

を以って、専制国家と手挽き臼は類似点を持ち、互いに結び付くことが可能となるのであ

る。このようにカントは、直観と直接結びつくことができない概念を、そのものの仕組み

の反省を通じて結びつけ、間接的感性化を図ろうとしたのである。実のところ、美と人倫

性の関係も直観と直接結びつくことができない概念の関係にある。専制国家と手挽き臼の

関係同様、カントは対象の反省という方法を以って両者を結びつけていくのである。 

先にも述べたが、美が人倫性の象徴であるということは、双方のそのものに類似点があ

るということではない。あくまでも、それらの仕組みを反省したときに見出される形式に

類似点があるということである。カントは、美と人倫性の類比を次のようにおこなう。 

 

（一）美しいものは直接満足を与える（しかし、それは反省的直観のうちだけであっ 

て、人倫性のように概念のうちではない）。 （二）美しいものはあらゆる関心をもた 

ず満足を与える（人倫的に善いものは、必然的にある関心と結合はされるが、しかし 

満足についての判断に先行する関心と結合されるのではなく、こうした判断によって 

はじめて引き起こされる関心と結合される）。（三）構想力（それゆえわれわれの感性   

の能力）の自由は、美しいものの判定では悟性の合法則性と一致するものとして表象 

される（道徳的判断では意志の自由は、意志が普遍的理性諸法則にしたがって自分自 

身と合致することである、と考えられる。）（四）美しいものの判定の主観的原理は、 

普遍的なものとして、すなわち、あらゆるひとに妥当するものとして表象されるが、 

しかし普遍的概念によっては知られないものとして表象される（道徳性の客観的原理 

もまた、普遍的であるとして、すなわちすべての主観に対して、同時にまた同一の主 

観のすべての行為に対して［妥当するものとして］表象されるが、その際、ある普遍 

的概念によって知られると言明される）76
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要点をつかんで、カントの議論を簡略化すれば、（一）美は直接的な満足であり、人倫性は、

概念による満足、（二）美は関心を持たない満足であり、人倫性は、法則に基づく満足、（三）

美は構想力と悟性の自由な戯れ、人倫性は理性法則に従う自由、（四）美は主観的普遍性を

持ち、人倫性は客観的普遍性を持つ、ということになろう。77美と人倫性の両者それぞれ

の仕組みの反省に基づいて抽出されたその属性は、満足、自由、普遍性といった形式の面

で類似点を持ち、美は人倫性の象徴であるという結論が導き出されるのである。 

しかし、象徴による感性化はあくまで間接的感性化に過ぎず、所詮は私たち人間の推測

に基づく非感性的なものの類ではなかろうかという疑念もわいてくる。こうした疑念に対

し如何に処していけばよいのだろうか。クリスチャン・ヘルムート・ヴェンツェル(Christian 

Helmut Wenzel)は、象徴による感性化が、私たちにとって身近なものであることを論じる

為に、言語の例を挙げながら議論を展開する。 

 

私たちの言語は、そのような間接的表象に満たされている。私たちは異なる二つのも 

のを反省する方法の間に類比があるだけで、この異なる二つのものに同じ言葉をよく 

使う。例えば、“ground”という言葉は家の土台に関してと同様に、議論の土台につい 

て言及して使われうる。（中略）その二つ［家の土台と議論の土台――引用者］の反 

省は、構造的に同形的[isomorphic]である。（中略）人間の歴史は、神、正直、正義の 

ような概念の象徴に満たされている78
 

 

ここでヴェンツェルが展開しようとしたことは、私たち人間が日常的に用いている言語が、

象徴による感性化という契機を多分に含むものであり、それが私たちにとって極めて身近

なものである、ということではなかろうか。確かに、神や道徳などといった私たちにとっ

て抽象的なものを感性的に捉えるということになると、それは頭の中での操作によるもの

と見られがちであるが、議論を言語のような日常的なもののレベルで進めていくならば、

象徴による感性化は私たちにとって極めて自然なことであると考えられるのである。カン

トが論じている美は人倫性の象徴である、ということは抽象的な議論の産物ではなく、感

性的に美と人倫性が結びつけられるということを表しているのである。 

それではカントは美と人倫性の結びつきから一体何を導出しようとしたのであろうか。

本節を終えるに当たり、カントが『判断力批判』に託した役割を再確認して見る。『判断力

批判』に託された役割は、『純粋理性批判』と『実践理性批判』との間にある断絶を媒介す

ることにあった。理論理性は感性界の限界づけから叡智界を展望したが、その展望の仕方

は消極的と言わざるを得なかった。『実践理性批判』は、実践理性が道徳を経由しながら神

へと辿りつくものであったが、第 2 節で述べたように、そこには実践理性の優位と呼ばれ

る状況があり、両義的存在としての人間のバランスを欠いたまま、議論が展開されるもの

となったのである。『判断力批判』の美感的判断力に関する議論は、上記両批判間に見られ

る断絶を美を通じて、結びつけるものと考えることができよう。カントは美という感性的

範疇から叡智界に属する道徳を展望することによって、感性界と叡智界を結び付けること

を可能にしたのである。 

 

第 5 節 美感的判断力の意義とその発展的解釈 
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これまで見てきたように、『判断力批判』の美感的判断力の考察は私たちに感性界と叡

智界の結びつきをもたらすものであった。しかし、周知のように『判断力批判』は美感的

判断力の批判に終始するのではなく、そのあとに目的論的判断力の批判が展開される。本

章を終えるに当たって、『判断力批判』に於ける美感的判断力の意義を確認すると同時に、

その発展的解釈を試みてみたい。カントは、『判断力批判』序文の中で、両判断力の関係を

次のように論じている。 

 

  自然美を形式的（たんに主観的な）合目的性という概念の描出とみなすことができる

のであり、また自然諸目的を実在的（客観的な）合目的性というが概念の描出とみな

すことができる。これらのうちの一方［自然美］をわれわれは、趣味によって（快の

感情を介して美感的に）判定するのであり、他方［自然諸目的］を悟性と理性によっ

て（諸概念にしたがって論理的に）判定するのである79
 

 

ここから見てとれることは、カントは、両判断力の間に優务があるということではなく、

両者が対等の関係にあると捉えていることである。カッシーラーも｢目的が現象自身の客観

的・必然的契機とみなされるような、そうした考察様式はないであろうか｣80と述べ、目的

論的判断力の働きに着目しつつも、その前の段階では次のようにも議論を展開している。 

 

芸術という事実は、（中略）「感性的なもの」と、「英知的なもの」との、自然と自由と 

の、新しい統一を指示している。それどころか芸術という事実はこうした統一自身の 

表現であり直接の保証(Gewähr)である81
 

 

こうした議論から理解できることは、『判断力批判』に於いては、美感的判断力、目的

論的判断力双方に対する顧慮が必要である、ということであると考える。確かに、カント

による目的論的判断力の批判、さらにはそれに続く方法論の議論を見る限り、カントによ

る神への接近は、むしろ美感的判断力に関する考察以降に立ち現われるように見える。本

章はその冒頭に於いて、『判断力批判』を宗教思想として捉えるアプローチを以って解釈す

る旨を述べたが、仮に目的論的判断力に関する議論の中で、『判断力批判』を宗教思想とし

て捉える為の端緒が開かれるとするなら、本章のよって立つ場所が無くなってしまうであ

ろう。それでは、宗教思想的アプローチを図るに当たって、美感的判断力の果たす重要な

働きとは一体何であろうか。美感的判断力が、感性を基礎として感性を超えたもの、すな

わち叡知界を見ようとするものであることに注目するのである。このように感性に定位し

て、叡知界を見ようとする美感的判断力の働きに、『判断力批判』を宗教思想として捉える

為の機縁があると考えるのである。 

勿論、カント以前の哲学者に於いても、私たち人間が神を展望しようとする試みはあっ

た。しかしその議論は、神を理論的論究の対象とし、思惟のみで、または理性の理論的動

作のみで、その存在を明らかにしようとしたのである。こうした合理主義的議論は、人間

の経験を捨象してしまうが故に、その行きつく先は独断論に陥り、また独断論の反動とし

て極端な経験論が現れてくる契機となった。叡知界や神に関して、経験論はいうに及ばず、

独断論は私たちに対して超感性的存在を縁遠いものとさせるのに十分であったと思われる。
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このような視点を以って、『判断力批判』の美感的判断力の批判を省みるのであれば、そこ

に見られる感性界と叡智界の結びつきは、叡知界という超感性的なものを、美という感性

的なものに於いて体験することを表していると思われる。このような点を踏まえると、カ

ントによる『判断力批判』の美感的判断力に関する議論は、宗教思想的な枠組みから解釈

できるものと考えるのである。 
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第 3 章 目的論的判断力と道徳的目的論 

 

第 1 節 はじめに 

『判断力批判』は、美感的判断力の批判と目的論的判断力の批判より構成される。カント

は両判断力の働きを以って、『純粋理性批判』に於いては、到達不能とされた超越的なもの

（神）を、再度、新たな方法（理性の統制的使用と反省的判断力の連関に基づく方法、詳

細は後述）を以って、捉えようとしたのではないだろうか。カントが、美感的判断力の批

判によって論じたことを簡単に記せば次のようになるだろう。私たちには、「純粋直観――

悟性」形式で捉える世界以外の世界の諸相、概念によらない、快の感情に基づく外界の把

握（美の表象）が可能であるということ、さらには、私たちが美を表象する際の判断形式

と、私たちが道徳について考える時の思考形式には類似性が見られ、美という、私たちの

感性に基づくものが、道徳という叡知界に属するものと接点を持つということであった。

美感的判断力に関する議論は、カント以前の哲学に見られた、単なる思弁から叡知的存在

を捉えるという独断的な議論を、カントの感性界に軸を置いたうえで、叡知界を展望する

考えによって乗り越えるものであったと言ってもよいだろう。そうした面で、私たちは美

の議論を通じて、カント批判哲学の本質を垣間見ることができたといっても過言ではない。 

しかし、そうした反面で美感的判断力は、私たちの感情に関わるものであるが故に、内

的・主観的であり、外界の対象を如何に捉えるかという点で弱点があるように思われる。

カントによれば、美感的判断力を司るものは、反省的判断力であるが、その働きの原理は、

合目的性(Zweckmäβigkeit)とされる。この合目的性が私たちの外界の把握に於いて、主観的

に働く場合、それは美という表象をもたらしたことは、これまで見てきたとおりであるが、

それでは、この合目的性の原理を、私たちにとって外的すなわち客観に向けたら、世界は

どのような諸相を見せるのであろうか。『判断力批判』に於いて、美感的判断力の批判に続

いて展開される目的論的判断力の批判は、まさにこうした疑問に答えるものであると言っ

てよいだろう。本章では、目的論的判断力に基づく世界把握が、私たちに何をもたらすの

かを見ていくと同時に、美感的判断力の議論に引き続き目的論的判断力の議論も、如何に

して超越的なものに関わり得るのか、について検討していきたい。具体的には、目的論的

判断力の議論がどのような過程を経て、道徳神学を展望し得る地点に到達し得るのかを見

ていくこととなる。 

さて、『判断力批判』第二部「目的論的判断力の批判」は、「分析論」、「弁証論」、付録

「方法論」から構成される。本章では、「分析論」より扱い、順次その内容を検討していく

予定であるが、分析論に関する議論に入る前に、目的論的判断力とはそもそもどのような

働きをするかについて、多尐迂遠な議論になるかもしれないが確認をしておきたいと思っ

ている。それというのも、目的論的判断力の働きの正確な理解なくして、『判断力批判』の

目的論全般の理解は覚束ないと考えるからである。 

  

第 2 節 目的論的判断力の働き 

 カントは、「判断力批判への第一序論」（以下、「第一序論」）の中で自然の諸形式の無限

の多様性・異質性に言及し、次のように論じる。 
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  経験は、経験一般の可能性の条件を含む超越論的諸法則にしたがって一つの体系

(System)を形づくるとしても、それでも経験的諸法則については、特殊な経験に属す

るであろう自然の諸形式のこのような無限の多様性とこのような大きな異質性とが可

能である82
 

 

ここで、カントが論じている「超越論的諸法則…」の件は、『純粋理性批判』に於いて論じ

られた「純粋直観――悟性」形式に基づく、私たちの認識様式を指していることは言うま

でもないだろう。カントは、ここで『純粋理性批判』段階で展開された認識様式では、捉

えきれないものが私たちの外界には存在することに言及している。しかし、同時に「純粋

直観――悟性」形式に基づいた私たちの外界の把握様式は、アプリオリで普遍的なもので

はなかったのか、という疑念が湧いてくるのも事実であろう。確かに、美感的判断力の議

論に於いても、自然の諸形式の多様について言及が為された。反省的判断力は、自然の多

様性を捉え、美という表象を私たちにもたらした訳である。だが、美感的判断力に関する

議論と目的論的判断力に関する議論を同じ次元で扱うことはできない。というのは、美感

的判断力が私たちの主観に関係するものであったのに対し、目的論的判断力は、客観に関

するものだからである。カッシーラー(Ernst Cassirer)は、近代の機械的力学の考察を通じて、

この多様性を捉えようとする。 

 

  ニュートンが言表した三つの根本法則、すなわち、慣性法則、原因と結果の比例性の 

法則、作用と反作用の同等性の法則の根柢に、三つの一般的悟性法則が対応して存在 

していることを示している。しかし機械的力学の構造およびその歴史的生成過程は、 

これのみではなお十分に記述され、捉えられない。ガリレイからデカルト、ケプラー 

まで、さらにホイヘンスとニュートンに至る機械的力学の歩みを辿るならば、ここに 

は三つの「経験の類推」によって要求されるものとは異なる、別の一連関が見出され 

る83
 

 

カッシーラーの議論が秀逸なのは、端に自然科学的な世界の捉え方以外の捉え方がある、

という漠然とした形での多様性の提示ではなく、自然科学的な世界の捉え方に基づいて、

そこからあふれるような現実の錯綜があることを提示していることにある。84ともあれ、

目的論的判断力が働く場というものは、「純粋直観――悟性」形式から溢れる、多様性・特

殊性・偶然性を捉えようとするところなのである。それでは、如何にして目的論的判断力

は、多様性・特殊性・偶然性を捉えるのであろうか。 

 カントによれば、判断力の働きは大きく二つに分けることができる。まず一つは、「根底

にある概念を与えられた経験的表象によって規定する能力」85すなわち規定的判断力

(bestimmende Urteilskraft)と、「与えられた表象をある原理にしたがって反省するたんなる能

力」86、反省的判断力(reflektirende Urteilskraft)とがある。規定的判断力は、これまで論じら

れたような「純粋直観――悟性」形式の認識を産出するものであるため、ここでの議論に

於いて主題とはならない。問題となるのは、反省的判断力の働きである。反省的判断力の

働きについては、美感的判断力の議論でも注目されたが、美感的反省判断は、「構想力と悟

性の調和的戯れ(harmonisches Spiel)」をもたらした。目的論的判断力は、こうした反省的判
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断力の内実を踏まえ、私たちに対して外的なもの、すなわち客観に調和という考えを当て

はめるのである。合目的性もしくは自然の技巧(Technik der Natur)とも呼ばれる目的論的判

断力の原理は、私たちの目の前に広がる多様性・特殊性・偶然性に調和をもたらすものな

のである。 

 

この判断力の能力は、諸物の測り知れない多様性のうちで可能な経験的法則にしたが

ってこの多様性の十分な類縁性を見出し、（中略）自然の一つの経験的体系へと到達す

ることができる87
 

 

さて、こうして客観を調和の相を以って捉えるのが、目的論的判断力の働きであるが、そ

もそもそれは何を淵源としているものなのであろうか。カントは、それを理性との関わり

の中から論じるのである。 

 『判断力批判』全体を見渡せば、反省的判断力と理性との関わりが所々で記されている

訳であるが、目的論的判断力の働きに理性が大きく関わっていることは、「第一序論」の中

に明確に記されている。 

 

  諸目的および合目的性の概念は、理性に客観の可能性の根拠が付与される限り、理性 

の概念ではある88
 

 

自然についての目的論的判断の可能性は容易に示されるのであり、（中略）この判断の 

可能性は、単に理性の原理にしたがうからである89
 

 

目的論的判断力の働きによって、私たちに展開される世界は、自然の有機的産物

(organisiertes Produkt der Natur)との比較に於いて論じられることがあるが、世界を有機体の

ような相で捉えるという点に、理性の影響があるということは、大いに見てとれよう。カ

ッシーラーは、「純粋直観――悟性」形式から現れる諸相を「断片(Fragment)」90として把

握している。確かに自然科学的な物の見方に於いて、一つ一つの事象はその結果、あるい

はその原因と結びついているかもしれないが、その事象が周りの他の事象と連関を持つと

いう訳ではなく、単体として存在している。カッシーラーは、そうしたバラバラなものの

並立した状況を、断片として論じ、それに対峙するものとして「理性――反省的判断力」

形式の把握方法を提示しているように思われる。ザミートー(John H.Zammito)は、こうした

別なる把握形式を「体系[system]」という形で捉え、体系が、目的論的判断論の働きを検討

するに当たって、決定的な役割を果たしていることを提起している。 

 

判断力が十分で、決定的な吟味を提起されうるのは、その能力として構成される体系

の表現を通じてのみである91
 

 

また、彼は、更に踏み込んで、体系とは、理性自身の能力の直接的な発揮として次のよう

にも論じる。 

 



35 

 

  カントは、理性に内的なダイナミズムを課した。それは、理性自身が目標を設定し、

それらを追求する能力である。彼はまた、自己実現の関心を理性に課した。カントは

理性による体系化の過程を意味しているのであった92
 

 

 カントの理性の概念における主要な要素は、体系であるが、彼のもっとも有益な洞察 

は理性の体系性が有機体の考えとの深く、持続した類比を表していることである93
 

 

ザミートーの論に従って見るならば、体系的な世界観は、理性の内的なダイナミズムの

現れと考えることができよう。彼が提起している世界を体系として見るという思想は、『純

粋理性批判』の段階における認識形式を超えるものとして、大いに注目することができる。

そもそも、反省的（目的論的）判断力の議論は、私たちの目の前に広がる、事物の多様性・

特殊性・偶然性を如何に処するか、という点にあるのだから、体系的世界観は、断片的世

界観ではない世界観を提起するものであり、私たちの疑問の解決に資するものである。 

こうして、理性の影響下で、体系的世界観を産出する目的論的判断力であるが、なぜそ

のような世界観が作られるのかについても一言加えておく必要があろう。というのも、理

性と目的論的判断力の連関が、何故、体系的世界観をもたらすのかについては、「第一序論」

の中で論じられていないからである。ここで、カントが、私たちの理性の働きに関し、詳

細に論じた『純粋理性批判』に立ち戻り、その理由を確認してみたい。カントは、『純粋理

性批判』の「超越論的弁証論への付録」の中で、純粋理性の理念の統制的使用に言及し、

理性の働き、理性と判断力の関わりに関し、議論を展開している。『純粋理性批判』の「超

越論的弁証論」に於いては、理性は私たちに誤謬推理をもたらすものと論じられているが、

カントはこの付録の中で、誤謬は判断力の欠陥に帰せられるものと指摘している。すなわ

ち、理性、悟性のそもそも働きを考えるならば、「悟性が客観における多様を諸概念によっ

て合一するのと同様に、理性はそれ自身の側において諸概念の多様を諸理念によって合一

する」94ものであるため、判断力はそれら能力の権能に合わせて、適用されねばならない

ということである。こうした点を踏まえて、カントは、悟性と判断力の連関と、理性と判

断力の連関を区別し、その連関を司る理性の働きに言及するのである。95
 

 

普遍はすでにそれ自体において確実であって、かつ与えられており、その際には、包 

摂のためにただ判断力のみを必要とし、これによって特殊は必然的に規定される。こ 

のことを私は理性の論証的使用と呼びたい。他方においては、普遍はただ蓋然的に規 

定されるのみで、単なる理念であり、特殊は確実であるが、この帰結に対する規則の 

普遍性はまだ問題である。（中略）しかし、後には、この規則から、それ自体において 

与えられてもいないすべての事例が推論されるのである。私は、この理性使用を理性 

の仮説的使用と呼ぼうと思う96
 

 

理性の論証的使用と仮説的使用とは、のちにカントがそれぞれの働きを構成的

(konstitutiv)と統制的(regulative)と論じているように、理性の構成的使用と統制的使用に言

い換えることができる。さて、こうして論じられた、理性の構成的使用、統制的使用と判

断力の連関はどのように行われ、私たちの目の前にどのような諸相をもたらすのであろう
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か。カントが次のように論じている箇所に注目する。 

 

この理性統一［統制的使用に基づく――引用者］はいつも理念、すなわち、認識全体

の形式についての理念を前提するが、この認識の全体は、諸部分の規定された認識に

先行し、各部分に他の諸部分に対するその位置と関係とをアプリオリに規定する諸制

約を含むのである。それゆえ、この理念は悟性認識の完全な統一を要請し、この統一

によって、悟性認識は単に偶然的な集合体になるのではなくて、必然的諸法則に従っ

て連関する体系となるのである97
 

 

敷衍して言えば、理性の統制的使用は、私たちに全体と部分と相互に依存した体系的諸相

をもたらすのに対し、理性の構成的使用（ここでいう悟性認識に関わるもの）は、偶然的

な集合の相を見せるということである。この議論は、先にカッシーラーやザミートーを引

き合いに出して論じた、｢純粋直観――悟性｣形式から現れる諸相を｢断片(Fragment)｣、｢理

性（統制的使用）――反省的判断力｣形式から現れる諸相を｢体系[system]｣と論じたことと

符合するものと言えよう。つまり、悟性の働きは、理性の構成的使用に基づく規定的判断

力の下にあり、私たちに断片的な世界観をもたらす。その反面で理性理念の追求を目指す

理性の統制的使用は反省的判断力との連関の中で、体系的世界観を産出していくものと考

えられるのである。98
 

さて、ここまで目的論的判断力の働きについて確認してきた訳であるが、このような多

尐迂遠とも思える確認作業が何故に必要だったのかを記して、この節を終えたい。これま

での議論を通じて述べてきたことであるが、カントは『純粋理性批判』に於いて、私たち

の認識はアプリオリで普遍的・客観的なものであるとした。その認識形式は私たちにとっ

て揺らぐことのない確固たるものとして映る。その反面でカントは反省的判断力の働きと

いう形で、それとは異なる世界の切り取り方を示したように思える。とりわけ目的論的判

断力の働きは、私たちの客観に関わるが故、既存の認識様式との齟齬が問題として浮上す

る訳であるが、これまで見てきたように、目的論的判断力は、理性と反省的判断力の関わ

りの中から既存の認識様式とは異なる物の見方を提示しているのである。目的論的判断力

が語られるときに、よく用いられる「合目的性」や「自然の技巧」といった術語は、物事

を総体あるいは体系の相で捉えようとする理性の能力が現れているものと思われる。『純粋

理性批判』の段階に於いては、理性は働きを見せるものの、それは、私たちの認識には不

具合をもたらすものであり、消極的な枠の中で論じられるほかはなかったのである。目的

論的判断力の働きは、理性の理念に基づいた、統制的な理性の働きに着目したものと考え

ることができよう。そして、カントの理性の扱いがさらに秀逸なのは（それ故に、その考

えの理解が難解なのでもあるが）目的論的判断力と理性に関わる諸相が、私たちにとって

認識としてあるのではない（すなわち規定的ではない）と論じていることである。もし、

それが認識とされるのであれば、その結果は『純粋理性批判』で論じられた理性による誤

謬と同じ次元に戻ってしまうのであり、行き着くところ独断論に陥ってしまいかねない。

あくまでもカントは、反省的であることに終始し、自らの議論を展開しているのである。 

 

 目的論的判定は、尐なくとも蓋然的には自然研究に導き入れられるが、これは正当な
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ことである。（中略）このことによって自然を説明しようという僭越を敢えてするの

ではない。それゆえ目的論的判定は、反省的判断力に属しており、規定的判断力に属

するのではない99
 

 

カントを宗教思想的視点から論じる場合、超越者の導出が思弁のみによっていないか、

独断的に現れていないかという視点を持つことが肝要である。カントは、美感的判断力の

議論に於いて、美という感性界に属するものに軸足を置きながら、叡知界に接近した。目

的論的判断力に於いては、同じ反省的判断力の働きを用いるとはいえ、私たちの外的・客

観にその枠組みを当てはめるが故、より慎重にその働きを吟味したと看取することができ

る。 

さて、カントは、このような目的論的判断力の吟味から、「目的論的判断力の分析論」

ならびに「弁証論」を展開する。世界を体系として見るという視点は、私たちに何をもた

らすのであろうか、次節にて検討していきたい。 

 

第 3 節 自然神学批判と道徳的目的論 

『判断力批判』の「目的論的判断力の分析論」ならびに「弁証論」は、カントが主に「第

一序論」で確認した反省的判断力の働きの、外的・客観への投げ入れと、それに伴う世界

の諸相を問題としている。端的に論ずれば、私たち人間がその投げ入れを通じて、見るこ

とのできる世界観は、有機体的世界観と言えるものである。カントは、そうした世界観に

ついて以下のような具体例を以って論じている。 

 

  われわれは、自然目的というこの理念の規定を完全に分析する前に、まず一つの実例

によってそれを解明したいと思う。第一に、一本の樹木は既知の自然法則に従って他

の樹木を産出する。しかし、この樹木が産出する樹木は同一の類に属している。こう

して樹木は、類からみれば自分自身を産出するのであり、この類のうちでは樹木は、

一方では結果として、他方では原因として、自分自身から絶えず産出され、また同様

に自分自身をしばしば産出しつつ、類としていつも自分を維持する100
 

 

ここで見てとることができる有機体的世界観は、『判断力批判』以前でカントが論じてきた

自然科学的世界観とは異なると言えよう。自然科学的世界観とは、私たちに広がる外的・

客観世界を機械的諸相で捉えるものである。カント自身が、上記に挙げた樹木の具体例と

対比して記した、時計の例にあるように、機械的諸相には原因と結果の連関は見られるが、

その繋がりは、一方的な関係であり、樹木のように結果の中に原因を含むような相互依存

的な関係ではない。（すなわち、時計のある歯車と別の歯車は、確かに連携しながら時計全

体の働きに貢献しているが、ある歯車と別の歯車に共通の要素が含まれるものではなく、

ましてや一方が故障したときに他方がそれを補うということはあり得ないのである。） 

 

自然の有機的産物とは、そのうちではすべてのものが目的であり、相互に手段でもあ 

るようなものであることを意味する。この有機的産物では、なに一つ無駄なもの、無 

目的なものはなく、また盲目的な自然のメカニズムに帰せられることはできないので 
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ある101
 

 

反省的判断力の働きに影響を及ぼす理性は、私たちの外的・客観世界を、断片ではなく総

体、全体そして体系という諸相で捉えることをもたらすものと考えることができよう。102
 

さて、私たちの外的・客観世界に対するこうした推論は、時計の故障が私たち人間のよ

うな外的存在によって修復され、時計というものの機能が維持されるのと同様に、有機体

的世界が何ものによって維持されるのかという議論に進んでいく。時計と人間との関係の

類比から、有機的世界とその創造者を見てとることができるのは、私たちの理性の性質を

省みて、当然の成り行きとも思えるだろう。カントは、このような有機的世界からその創

造者（すなわち神）を推論する試みを自然神学と称するのである。 

 

自然神学 Physikotheologie は、自然の諸目的（これらは経験的にのみ認識されうる）か

ら自然の最上の原因とその諸特性とを推論する理性の試みである103
 

 

本章では、カントが目的論的判断力の働きを自然神学に結実させる意図があったと見て

はいないが、尐しばかり自然神学が如何なるものであるか確認してみたい。私たちの日常

を省みて、確かに自然神学的な考えは受け入れる余地があるものと考えられる。私たち人

間は、科学技術の進歩により、自らの日々の生活をより便利かつ快適なものにしているの

は事実である。とりわけ医学における進歩は、これまで難病もしくは死に至る病気とされ

ていたものから、私たちを救い、寿命を延ばすことに大きく貢献している。しかし、その

反面で、私たち人間は、如何なる科学技術の手段によっても、どんな小さな生命をも生み

出すことに成功はしていないのである。生命の誕生が、自然における神秘と称されること

があるように、人間にとって未知の領域を（比喩的ではあるかもしれないが）、神のなせる

業と考えるのも当然と言えよう。ザミートーは、カントが目的論的判断力の働きと自然神

学の関係を強調しつつ、次のように論じている。 

 

  生物的科学と目的論へのカントの関心の背後にある超感性的、究極的考察

[consideration]についての議論がついに前に出る。つまり、神学、知的創造者の概念へ

の関心である104
 

 

 この「自然の合目的性」の哲学的問題は、超越的創造者という一つの解決のみ許した

と、カントは主張した。（中略）結果的にカントは、私たちは超越的で非常に優れた

知性への実際の目的の自然を超えた投影[projection]を通じて、自然の合目的性を理解

しうると信じた105
 

 

先に論じたように、自然神学的な思考が私たちに受け入れやすいものであることについ

ては異論を挟むものではないが、ザミートーによる目的論的判断力と自然神学の議論への

焦点化は、『判断力批判』全体の議論を鑑みて、些か違和感を覚えるのである。ザミートー

自身が、カントの「目的論は、その諸探求の解明のどのような完成も神学のうち以外では

見出すことができない」106の言葉を引きながら、カントの議論と自然神学との結びつきを
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強調しているが、カントによって、のちに展開される「自然神学は、どれほど推し進めら

れようとも、それでも創造の究極目的についてわれわれになにも開示することはできない

（中略）また自然神学の試みは、神学を基礎づけるというその意図を達成しておらず、つ

ねにただ自然目的論にとどまる」107という議論を見ていけば、カントの眼目が自然神学に

無かったことは看取できるのである。確かに、ザミートーも目的論の最終的な決着が、自

然神学に逢着するものではないということは、考えていたようである。彼は、カントの目

的論の議論が「弁証論」に於いては、自然神学の中で収束する結論を見出し、「方法論」で

“The Ethical Turn”の名目の下、道徳的目的論への転換を見せると論じている。しかし、果

たして目的論は、彼の論じるような段階的とも言えるべき立場に於いて、理解するべきも

のなのだろうか。108本章は、カントが一貫して道徳的目的論を展開しているとの立場を取

るものであるが、それはカントが「弁証論」以前から自然神学を排する姿勢を見せている

ことによるものである。 

 

  目的論は（中略）自然からある悟性的存在者を作り出すのではなく（なぜなら、この

ことは不合理だろうから）、しかしまた大胆にも、自然の上に別の悟性的存在者を棟梁

として置こうとするものでもない。なぜなら、このことは僭越(vermessen)だろうから

である109
 

 

また、「目的論的判断力の批判」の最後に位置する「目的論に対する一般的注解」では、

自然神学と道徳神学の関係に於いて後者が優先されることを示唆して、カントは以下のよ

うに論ずるのである。 

 

  自然＝目的論的証明が、あたかも同時に神学的証明であるかのように確信させること

は、最高の悟性を経験的に証明するそれだけ多数の諸根拠として、自然の諸目的の諸

理念を利用することに由来するわけではない。そうではなくてこの推論のうちには、

あらゆる人間に内在してこうした人間［の心］をきわめて深く動かす道徳的証明根拠

がひそかに混入しているのである110
 

 

さて、それではなぜザミートーは、自然神学の妥当性を強く主張したのであろうか。推

測してみるならば、彼はカントの「弁証論」の議論を通じて、機械論と目的論の統一を図

ろうとしていたのではないかと考えるのである。その根拠は、彼が「本当の興味深い問題

は、カントが有機体をどのように論じようとしたのかにあるのではない。その問題は如何

にしてカントが、経験的現実と、認識とカントの哲学の全体としての体系を和解したのか

にある」111と論じ、その結果として「『自然神学』[physicotheology]は、人間の論弁的悟性

にとって避けられない」112と議論を展開している箇所に現れているものと考える。こうし

た議論は、カントの「一方では機械的な導出と、他方では目的論的な導出とに共通なこの

原理は超感性的(Übersinnliche)なものであり、われわれは、フェノメノーンとしての自然の

根底にこの超感性的なものを置かなければならない」113といった主張に依拠するものであ

ると思われるが、こうした一見、自然神学を擁護するような断片に囚われず、「目的論的判

断力の批判」全体に通底するカントの主張を捉えるべきではないかと考えるのである。そ



40 

 

もそも、ザミートーが「弁証論」の目的を、機械論と目的論の統一や和解と捉えていたの

であれば、その意図はカントの主旨からすれば逸脱したものと言えるだろう。と言うのも、

カントは、「弁証論」の解決を機械論と目的論の統一や和解に求めたのではなく、そうした

二律背反は、もともと私たちの混同によるものとして、両論が併存することにその解決を

見出しているからである。 

 

  本来物理的な（機械的な）説明の仕方の格率と目的論的な（技巧的な）説明の仕方の

格率との間に二律背反が存在するように見える外観は、すべて次のことに基づいてい

る。それは、反省的判断力の原則が規定的判断力の原則と取り違えられて、反省的判

断力の自律（特殊な経験的諸法則に関するわれわれの理性使用に対してたんに主観的

に妥当する自律）が、悟性によって与えられる（普遍的ないし特殊的）諸法則にした

がわなければならないような規定的判断力の他律と取り違えられる、ということであ

る114
 

 

  われわれは、こうした自然を二種類の原理にしたがって判定するであろう。その際、

機械的な説明の仕方は、目的論的な説明の仕方によって、あたかも両者が矛盾するか

のように排除されることはないのである115
 

 

本章の立場は、カントが、目的論的判断力の議論を通じて、自然を目的の相で捉える視

点を確保したうえで、自然神学を斥け、道徳的目的論に向かう姿勢を一貫してとっている

ものと考えている。そうした姿勢は、「方法論」に至る前に、既に散見されている。「分析

論」第六七節と、「弁証論」第七六節は、カントが一貫して道徳的目的論を志向しているこ

との現れとも言えるであろう。カントは、第六七節で、「自然の現象の目的論的判定が、わ

れわれに有機的存在者が示す自然目的によって、自然の諸目的の一大体系という理念を持

つ権限をひとたびわれわれに与えた」116と論じると同時に、「人間もそこでは一つの項で

ある体系としての自然全体における自然の客観的合目的性とみなされることもできる」117

と主張している。これは、私たち人間は、自然の諸体系の一大体系を見る存在であると同

時に、人間もそうした体系の一つ、ということを表しているのではないだろうか。そして、

こうした議論は、私たち人間が外界・客観世界を、目的の相で捉えることができると同時

に、私たち自身も目的の相で理解されなければならないということを示唆し、ひいては、

私たち人間のそもそもの目的とは如何なるものであるか――すなわち道徳的目的、という

疑問を巻き起こすものと考える。無論、ここでは、人間の目的についての明確な規定は為

されていないが、目的に関する議論が俎上に挙げられたことは、留意すべきことであろう。 

また、第七六節は、第六七節で行った方法とは別の角度から、人間のそもそもの目的に

迫るものであると考える。ここでは、カントは理性の働きの確認をしながら、理性が到達

しようとする超越的なものについて議論を行う。 

 

  理性は、諸原理の能力であり、その極限的な要求では無条件的なものへと向かう118
 

 

  なにかあるもの（根源的根拠）を無条件的に必然的に現存するものとして想定する、 
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という理性の絶え間ない要求119
 

 

ここまで見る限りでは、『純粋理性批判』で見られるような理性の働きを再確認しているだ

けのようにも思われる。しかし、カントはそれに続けて無条件的・超越的なものであり、

しかも私たち人間がその端緒とされる自由に関しての議論を展開していくのである。 

 

  理性は、自然の理論的考察では自然の根源的根拠の無条件的必然性という理念を想定

しなければならない。これと同様に理性は、実践的考察でも、理性が自分の道徳的命

令を意識することによって、理性固有の（自然に関して）無条件的原因性を、言い換

えれば自由を前提にする120
 

 

「弁証論」が自然神学の議論に終始するのであれば、理性の働きに着目することだけで事

足りるであろう。カントが、この節で敢えて自由に言及し、さらにそれに関し、「自由は、

われわれの（一部分は感性的な本性）と能力との性状にしたがって、われわれにとって、

またわれわれが、われわれの理性の性状にしたがって表象しうるかぎりで感性界と結びつ

いているすべての理性的存在者にとっても、普遍的な統制的原理として役立つのである」
121と論じていることは、神・魂の不死・自由といった、私たち人間にとっての超越的な理

念の中で、自由は私たち人間の事実に関わるものであり、他の二者とは位相が異なるもの

であることに言及するものであると言えよう。ここに、カントが自由を媒介としながら超

越者に迫ろうとするその考えを見てとることができるのであり、まさしく道徳的目的論か

ら道徳神学への道程を為しているものに他ならないと考える。如何に自然神学に関する論

証が、私たちに受け入れやすいものであるにしても、私たち人間と超越的なものを結ぶ媒

介となるものが存在しなければ、その議論は独断に至ってしまうであろう。カントは、自

由という超越的でありながら、しかも、私たちの感性界にも定位するものに着目すること

によって、感性界と叡知界の繋がりを確保しようとしたと考えるのである。このようなカ

ントによる議論を見る限り、「目的論的判断力の分析論」が、ただ単に自然神学を展開する

ことあったのではなく、道徳的目的論を射程に入れていたと考えざるを得ないのである。 

田辺元は、『判断力批判』第二部「目的論的判断力の批判」の中心は、自然神学にある

のでなく、道徳的目的論にあるものとして以下のように論じている。 

 

  此様に自然の全体に関しては自然そのものの立場に立つ物理的目的論 Physische 

Teleologie を排して、道徳的意志の立場に立つ倫理的目的論 moralische T.［Teleologie

――引用者］のみを認めるのがカント批判主義の特色である122
 

 

さらに、田辺は、私たち人間が有機的世界の一端であるとしつつも、そこには収まりきら

ない人間の有り様、すなわち道徳的存在としての人間があるとして、次のようにも論ずる。 

 

  人間も自然の対象として考えられる限りは自然の目的たる能わざること他の生物と異

なる所は無い。我々は之に対して更にそれが何の為に存在しているかを問わざるを得

ないであろう。（中略）ただ一切の自然的制約を離れて無制約的に自由に目的を規定し、
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それに従って因果の連鎖を発生する可想体（或は本体）Noumenon としての人間のみ

終局目的たることが出来る。斯かる道徳的主体、超感覚的理性者としての人間に就い

ては、我々はそれが何の為に存在するのかを問うことが出来ない123
 

 

私たち人間を道徳的存在と捉え、その視点から「目的論的判断力の批判」を解釈する田辺

の議論に共感を覚えるものであるが、彼の『カントの目的論』に通底する飛躍的なカント

解釈には賛同しかねるのである。 

田辺は、反省的判断力の根底には、私たち人間の「認識せんとする意志」があると捉え

ている。 

 

  反省的判断力は其根底にある「認識せんとする意志」の反省的なる現れである124
 

 

この「認識せんとする意志」というのは、カントの言う「直覚的悟性(intuitiver Verstand)」
125すなわち「直観の完全な自発性の能力」126と考えてよい。田辺によれば、この直覚的悟

性は、私たちの悟性（論弁的悟性 diskursiver Verstand）とは異なる理念を持つ高次の立場

にあるものとされ、物事を無限の相で捉えるものと考えられる訳であるが、この直覚的悟

性がいわば、自己運動を展開する中で、世界を目的の相で捉えること、更には人間を目的

の相で捉えること、ひいては道徳的存在としての人間を導出すること、を可能にすること

を田辺は論じようとしたものと思われる。この「意志のディヤレクティク Dialektik（弁証

法）」127と称される議論は、それ自体は、無論興味深いものではあるものの、カントの議

論に即してみるならば、その内容は、思弁に依拠しすぎたものではないかという感は禁じ

えないのである。カントは、先の直覚的悟性の紹介に際し、自ら「消極的 negativ」128と注

釈を入れ、また、別の個所に於いては、次のように論じることによって、その働きを消極

的・反省的に捉えている。 

 

  物質的世界をたんなる現象と見なして、あるものを物自体そのもの（これは現象では

ない）として基体と考え、またこの基体の根底に対応する知的直観（これはわれわれ

の直観でないとしても）を置くことは、尐なくとも可能である129
 

 

ここでいう知的直観とは、直覚的悟性のことを表しているものと言えるが、『純粋理性批判』

で既に論じられているように、私たち人間にとって、消極的に現れるものを議論の出発点

に置くことは、私たちを思わぬ誤謬に導くものではないだろうか。そもそも、カント批判

哲学は私たち人間の主観と、その外界に広がる客観（事実）との関わりの中で、展開され

るものであり、単なる思弁による議論を許容するものではないと言えるだろう。田辺によ

る、意志のディヤレクティクから、その発展とされる自覚的合目的性の議論は、消極的・

反省的にしか語り得ない直覚的悟性とその運動を中心に論じている故に、単なる主観の運

動として映り、カント批判哲学の範疇からは逸脱するものと考えられるのである。130また、

田辺が『カントの目的論』の結論として置く「自覚的合目的性の立場に立つ我々は、その

限り神性を我々の内に宿すのである」131という議論は、私たち人間が神と一となることが

できることを示唆するものであり、私たち人間を両義的存在とし、その存在の不完全さを
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説明してきたカントの立ち位置とは大いに異なるものであると言わざるを得ない。 

勿論、田辺はカントを基礎に置いた上で、自らがかくあるべきと考えた議論を展開しよ

うとしたことは理解できるものである。132自身が言及するようにヘーゲル(Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel)の思想に依拠し133、「目的論的判断力の批判」を発展的に捉えたことは、当

然、注目に値するものである。しかし、本章の立場は、あくまでもカント批判哲学の内実

に即し、如何にして、自然の目的論的探求が、私たち人間が道徳的存在であることと結び

つくのか、また、その視点がどのようにして神へと至るのかについて検討するものなので

ある。 

 さて、本節を終えるに当たりここまで議論してきたことを確認しておきたい。カントが

「目的論的判断力の批判」で論じようとしたことは、ザミートーの言うような自然神学で

も、田辺の言うような思弁に依拠した道徳的存在者としての人間の導出、あるいは、人間

が神と一体となるかのような神と人間の関係の確認を目指すことではなく、あくまでも私

たち人間の有り様、いわば人間の事実に基づき、神への接近を試みることなのではないだ

ろうか。人間の有り様、人間の事実とは如何なるものであるかと言えば、カントによる、

人間に対する次のような言及から推測されうる。そこから見出される人間とは、感性界と

叡知界に跨る両義的で、かつ不完全な性質を持つものと言えるだろう。 

 

  誠実なひとは、道徳法則を遵守することから、（中略）あの神聖な法則が自分のすべ 

ての力を向かわせる善だけを確立しようとする。しかし、誠実なひとの努力には限界 

がある134
 

 

かれが自分以外にも出会う誠実なひとびとは、幸福に十分値するにもかかわらず、こ 

の点を配慮しない自然によって地上の他の動物と等しく、欠乏、病気、不時の死とい 

うあらゆる禍悪に屈しており、またいつまでも屈し続けるであろう135
 

 

思弁による独断を排し、人間の有り様、人間の事実に依拠しながら、私たちは、如何に

して神の存在へと迫ることができるのか、カントは、目的論的判断力に関する議論、そこ

から導出される道徳的目的論を通じた道徳神学が、その展望を示すと考えていたのではな

いだろうか。 

  

第 4 節 道徳神学に至る、人間の発展 

最後に『判断力批判』第二部「目的論的判断力の批判」の議論が私たちに何をもたらし

たのかについて確認しておきたい。これには、人間存在を巡るカント三批判書の連関を確

認する必要があるだろう。『純粋理性批判』では、人間は感性界と叡知界に跨る両義的存在

とされる反面、その叡知的な有り様は消極的な形でしか主張することはできなかった。私

たち人間が感性界を超出し、神を展望することは、理性による誤謬と見なされたのである。

『実践理性批判』は、人間の叡知的な側面、すなわち道徳的存在としての有り様に着目し、

道徳を通じて私たちは神に接近できることを論じた。しかし、実践理性の働きは、カント

自身が論じているように、その働きの優位の状況もあり、感性界との関わりが希薄な嫌い

も見てとれた。また『実践理性批判』で論じられた道徳は、一個人の主観的なものとして
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語られたところもあり、私たち人間全体という視点が不足していたのも否めないのである。

このように見ていくと『判断力批判』第二部「目的論的判断力の批判」に於ける議論は、

目的の相で感性界と関わり、かつ私たち自身を目的の相で省みることで、道徳的存在とし

ての人間を浮かび上がらせる役割を担っているように思えるのである。『純粋理性批判』と

『実践理性批判』に於いて、それぞれ論じられた人間像が、目的を媒介にして、一つの形

に逢着するものと考えられるのである。   

カントは、『判断力批判』第二部「目的論的判断力の批判」の議論を通じて、有機体的

世界観、自然神学に関する議論を経由しながら、道徳的目的論を展開したものと言えるだ

ろう。そのあと続く、「方法論」は、ここまでの内実を踏まえて、私たち人間（個としてで

はなく、集団として）が道徳を通じて、如何に神へと接近することが可能であるのかを展

開していくことになるのである。 
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第 4 章 道徳的目的論と道徳神学 

 

第 1 節 はじめに 

 カントは『判断力批判』の目的論的判断力に関する議論の中で、反省的判断力の働きを、

私たちの外的世界に当てはめてみることを主張した。136そこから見てとることのできる世

界の諸相は、有機体的世界と言えるものであって、それ以前の世界の機械的連関とは異な

る姿を、私たちに提示するものであった。さて、外的世界を有機体的世界として捉える―

―すなわち、目的の相で捉える、ことは、私たちの目の前に広がるものを、そのような観

点から見ることに留まることはなく、自ずと私たち自身を目的の相で捉える議論を引き起

こすものである。私たち人間は、当然のことながら他の動植物と同様に、私たちの眼前に

広がる有機体的世界の一構成要素である。しかし、その一方で、人間は一構成要素であり

ながらも、有機体的世界を構成する主体であると言うことに留意しなければならない、と

いうことである。 

 

  多様な被造物のすべては、どれほど大きな技術的な仕組みをもち、どれほど合目的的 

に互いに関係しあう多様な連関をもっていても、（中略）もしもこれらのうちに人間（理 

性的存在者一般）が存在しなければ、なにもののためにも現存しないであろう、言い 

換えれば、人間が存在しなければ、全創造は単なる荒野であり、無駄であり、究極目 

的をもたないであろう137
 

 

ここで、カントが提示していることは、私たち人間が存在しなければ、そもそも有機体

的世界は存在することは無い、ということである。こうした、有機体的世界の一構成要素

でありながらも、その世界を構成するという人間の独自な立ち位置は、それでは私たち人

間の目的は一体何であるのかという議論を引き起こすものと考える。カントに即して言う

ならば、それは最終目的(letzter Zweck)と究極目的(Endzweck)に関する議論を惹起すること

になるのだが、これら両目的の内実の検証と、異同の確認から、『判断力批判』の付録「目

的論的判断力の方法論」（以下「方法論」）の議論は始まるものと言える。以下、本章を通

じて、『純粋理性批判』『実践理性批判』では、不十分であった私たち人間と神の直接的な

結びつきを考察するものであるが、その結びつきの媒介を為す最高善に関する議論を確認

していくことが自ずと議論の中心となる。しかし、ここで留意せねばならないことは、カ

ントの最高善に関する議論は、「方法論」によって初めて展開されている訳ではないという

ことである。周知のように、カントは『実践理性批判』に於いて、最高善に纏わる議論を

展開し、そこから神の導出を試みた。もし仮に、「方法論」に於ける最高善の議論が、『実

践理性批判』の中で論じられたものとその内実を同じくするのであれば、『判断力批判』が

それ以前の二批判書の不十分な点を補うことは不可能となり、ひいてはカント三批判書の

体系を瓦解させる要因ともなりうるのである。138こうした点に留意しながら、まずは、最

高善の内実の比較を通じて、「方法論」に於ける神の導出経緯が、それ以前のカントに於け

る議論のものとは異なるということを論じていきたい。また、神の導出の議論は、ただ単

に神が存在することを論じるだけではなく、自ずとその議論は私たち人間と神との関係を

検証する方向に向かう。言わば宗教へと向かうその議論は、「方法論」の範疇からはいささ
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か逸脱するものであると考えられるが、神の導出から宗教へと転じるに際しての、導入的

な議論も行っていくことになるだろう。 

 

第 2 節 『実践理性批判』に於ける最高善と神の導出に関して 

 『実践理性批判』の中で展開される最高善の議論は、私たち人間の両義性に基づいて行

われていると言ってよい。すなわち、『純粋理性批判』に於いて論じられた、感性界と叡知

界の両方に跨る人間が、実践理性（私たちの自由な意志の能力）に基づいて行為した場合、

何を目指すのかということである。カントは、感性的存在としての存在であり、かつ感性

界を超えた高次の使命を持つ人間の目標としての最高善を提示している。 

 

  人間は、感性界に属しているかぎり、満ち足りるということのない［存在］者であり、 

（中略）しかし、人間は、そうだからといってまったくの動物ではなく、理性が自前で 

語るあらゆることに無関心で、理性をもっぱら感性的［存在］者としての自分の必要 

を満たす道具としてのみ用いている、というわけではない139
 

 

感性的な人間の本性と、理性的な人間の本性の統一を図るに際して、その方法は前者が後

者を包摂する、後者が前者を包摂する、そして前者と後者が対等な関係で結合するという

三つの方法が考えられよう。その際、第一のものは、議論の対象にならないことは言うま

でもない。というのも、感性的なものに全てを委ねると言うことは、人間の理性的な有り

様を滅却し尽くしてしまうものであるからである。さて、第二の方法を検討することにな

るが、結論先取的に論じるのであれば、この方法は、カントがストア学派(der Stoiker)的と

して否定しているものであると言えよう。ストア学派が論じる最高善は、最高善を構成す

る道徳と幸福の関係が分析的関係にあり、理性的な人間の本性が、感性的な人間の本性を

呑み込む構造を成しているのである。 

 

  ストア学派によれば、幸福の感情はみずからの徳の意識のうちにすでに含まれていた
140

 

 

  幸福と道徳性とが最高善の要素でありながら種的に全く異なったものであり、それゆ

え両者の結合は分析的に認識することができない141
 

 

それでは何故、カントがストア学派の考えを斥けるのであろうか。それはカントが私た

ち人間が感性的本性に基づき、自らの幸福を追求することが必要不可欠であると捉えてい

たから、ではないかと考える。 

 

  幸福の原理を道徳性の原理からこのように区別することは、そうはいってもただちに

両者を対立させることではない。純粋実践理性が欲しているのは、幸福への要求を断

念すべきであるということではなく、ただ義務が問題となるやいなや、幸福にまった

く心を向けてはならないということだけなのである。しかもある観点からすれば、自

分の幸福を気遣うことは義務でさえある142
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「義務が問題となるや…」の件は、カントの最高善思想をストア学派的と思わせるのに

十分な箇所ではあるが、注目するのは、むしろ「自分の幸福を気遣うのは義務」という部

分であり、ここにカントが、ストア学派とは異なり、私たち人間の感性的な本性を重視す

る姿を表していると思われる。また、カントの最高善思想とストア学派のそれを区別する

場合、最高善がどのようにして実現されるのかという観点における両者の違いにも着目す

べきであろう。ストア学派が最高善をこの世の人生の中で見出すことを主張したのに対し、

カントは、一人の人間の一生を超えた、言わば永遠の追求の中で最高善は見出されるべき

ものと考えていたのである。 

 

エピクロス(Epikur)もストア学派も、一生において徳の意識から生ずるような幸福を何 

にもまして賞揚したからである143     

 

  われわれの考え［カントの考え――引用者］では、最高善とは理性がすべての理性的

［存在］者に掲げるそのあらゆる道徳的願望の目標であるが、その最高善の可能性を、

はるか彼方に、すなわち知性界との結合のうちに求めなければならない144
 

 

ともあれ、上述したようなストア学派への批判を通じて、カントは自らの最高善思想を

展開している訳であるが、幸福という感性界に属するものと、道徳という叡知界に属する

ものを総合するに当たって、カントが持ちだす概念が神であると言えるだろう。『実践理性

批判』に於いては、神の属性について語られる箇所は見受けられないが、カントが神に全

能の意を持たせ、幸福と道徳という相異なるものの総合を神に委ねたということは想像に

難くないのである。145さて、こうして展開された最高善に関する議論は、神の導出に至り、

その結末を迎えるに至るが、もう尐し詳細に最高善によって実現されるべきその幸福の内

実について検証してみたいと考える。 

 カントが、私たち人間の幸福の追求を重んじていたことは、先に見てきたことではある

が、ではその幸福と言うものは一体どのようなものであるのだろうか。 

 

幸福とは、この世界における(in der Welt)理性的［存在］者にとってその存在の全体に

ついて一切のことがその希望と意志のとおりになるといった状態146
 

 

幸福の原理は、たしかに格率［行動方針］を与えることができるが、しかし、仮にひ

とが［自分のみならず］普遍的な［万人の］幸福を客体としたとしてみてさえ、意志

の法則となりうるようなものをつくりなすことは決してない。（中略）また幸福にかん

する各人の判断ははなはだしく各人各様の見方に左右され、くわえてその見方そのも

のも時に応じてさまざまに移り変わる147
 

     

こうしたカントに依る議論を確認していくならば、ここで論じられている幸福は、まさ

に感性的な世界で考えられ(in der Welt とあるように)、また主観的な幸福であると言えるで

あろう。カントが『実践理性批判』を通じて論じようとしたことは、感性的・主観的幸福

を構成要素とする最高善と、その実現のための神の概念の要請と考えられるのである。   
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第 3 節 『判断力批判』の｢方法論｣に於ける最高善と神の導出に関して――主観的幸福と

客観的幸福の考察を通じて 

 さて、本章の第 1 節でも触れたように、『実践理性批判』で論じられた最高善思想は、『判

断力批判』の｢方法論｣にも引き継がれることになる。この両者は、私たち人間の幸福と道

徳を総合し、その実現に当たって神を要請するという基本的な論理に関しては違いはない

のだが、仮にそうであるとすると、三批判書の連関の中で「方法論」の新たな価値は見出

されぬこととなる。本節では、最高善思想に纏わる「方法論」の独自の地平を検証するこ

とになるが、注目すべきは、私たち人間の幸福が主観的に語られているのか、客観的に語

られているのかという視点にあると考える。カントは、『判断力批判』の議論に際し、反省

的判断力の働きを持ち出しながら、その働きを、私たちの内的・主観的なものと、私たち

の外的・客観的なものへと当てはめていった。内的なものは、私たちに美という表象をも

たらし、外的なものは、有機体的世界観をもたらした訳であるが、世界を目的の相で捉え

るという観点は、ただ単に外的世界を有機体的諸相で見ることのみならず、私たち人間の

そもそもの目的を言及していく地点まで導くものなのである。カントはまず始めに、私た

ち人間の目的を、「この地上における創造の最終目的(der letzte Zweck der Schöpfung hier auf 

Erden)」148として捉えている。「地上における創造の最終目的」とは如何なることかと言え

ば、私たち人間は世界における植物界と動物界の連関、草食動物と肉食動物の連関を捉え、

そして自らも動植物との連関の中にありながら、それらが連関しているとする世界観を創

造する立場にあると言うことである。 

 

人間は、諸目的を理解し、合目的的に形成された諸物の集合を自分の理性によって諸

目的の体系にすることができる地上における(auf Erden)唯一の存在者だからである149
 

 

さて、カントは、私たち人間の目的が、地上における有機体的世界の観察者となり、世

界観の創造者となることだけを論じようとしたのではない。そうした人間のそもそもの目

的は何であるのかということに議論は及ぶのである。この議論を展開する際に、カントが

繰り返し用いている「地上における(auf Erden)」という文言に着目する必要があるだろう。

この「地上における」という表現は、「自然界における」もしくは「感性界における」とほ

ぼ同義であると解釈できるのではないか、と考えるのであるが、感性的存在としての人間

の目的は何かと言えば、それは先に『実践理性批判』に於ける最高善思想を確認したとき

に明らかになった私たち人間の幸福であると言えるのではないだろうか。カントは、「方法

論」第八三節に於いて、自然の最終目的としての人間と幸福の関連について議論を行う訳

であるが、その議論の中から、私たち人間の主観的な幸福の追求に対し、思いもよらない

障害が立ち現われてくることが看取されるのである。 

 

  人間が幸福と理解していることは、また実際に人間自身の最終の自然目的（自由の目

的ではない）であるものは、それでも人間によってはけっして達成されないであろう。

というのも、人間の本性は、所有と享受のどこかで停止し満足するような類のもので

はないからである150
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私たち人間が幸福を追求しようとしても追求し尽くせない、というのは違和感を覚える

ことかもしれない。モノやサービスが溢れ、金を払えばありとあらゆる快を（一見）享受

できる現代日本社会にいる私たちにとっては不可解なものとして映る可能性がある。しか

し、私たちに提供されているモノやサービスの類は、資本・企業が自らの延命のために作

り出しているものも多く、本来的な人間の欲求なのかどうかは、知ることはできないのも

また事実ではなかろうか。このように考えていくのであれば、「地上における、自然におけ

る、感性的な」幸福の追求は、私たち人間の本性に根ざした幸福ではないということも考

えられるのである。それでは、こうした主観的幸福の乗り越えをカントは如何にして図っ

ていくのであろうか。ここでカントが議論を展開するのは、私たち人間を「自然の最終目

的」として見るのではなく、「究極目的(Endzweck)」として見るという視点なのである。 

 

  地上の幸福は、この後者の種類の目的［その可能性が自然からのみ期待されてよい諸

物に基づくようなすべての目的――引用者］に属する。この幸福によって理解される

のは、人間の外および内の自然によって可能な人間のすべての目的の総括である。こ

れは、地上における人間のすべての目的の実質(Materie)であって、人間はこれらを自

分の全目的にすれば、人間が自分自身の現存に究極目的を置き、究極目的と合致する

ということをこの実質は不可能にさせる151
 

 

敷衍して論じるのであれば、｢自然の最終目的｣は、感性的・主観的幸福を追求する人間

の有り様であり、｢究極目的｣は、そうした言わば感性的な実質(Materie)に依存することな

い叡知的な幸福を追求する人間の姿と言ってよいだろう。カントは、｢究極目的｣を追求す

る｢適性(Tauglichkeit)」152が人間の本性にあるものとして考え、ヌーメノン(Noumenon)とし

ての人間へと逢着するのである。 

 

  われわれは、世界における次のような唯一の種類の存在者をもっている。すなわち、 

その原因性が目的論的であるような存在者であり、言い換えれば、諸目的に向けられ 

ており、しかも同時に、この存在者がそれにしたがって自分に諸目的を規定しなけれ 

ばならない法則が、無条件的で自然の諸条件に依存しないものとして、しかしそれ自 

体では必然的なものとして、存在者自身によって表象されるような性質をもつ存在者 

である。この種類の存在者は人間である。しかし、ヌーメノンとみなされた人間であ 

る153
 

 

カントによるヌーメノンとして見られる人間の導出は、そうした人間に即した目的を導出

するに至る訳であるが、感性的存在としての人間の目的が、感性的・主観的幸福であると

するならば、ヌーメノンとして見られる人間の目的は、感性的・主観的幸福とは位相の異

なる叡知的・客観的幸福と考えることができるのではないだろうか。カントが「方法論」

第八七節に於いて主張している「最高の世界最上善(das höchsten Weltbeste)としての理性的

諸存在者の幸福」154は、感性的・主観的幸福では決して満足されることのない私たち人間

に対し、それを超えた高次の人間一般の客観的幸福を提示していると考えるのである。ガ

イヤー(Paul Guyer)は、「最終目的」「究極目的」の内実の違いそして最高善との関係を踏ま
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えて、次のように論じている。 

 

  カントは、自然の最終目的[letzter Zweck]と自然に対する究極目的[Endzweck]との違い

を区別することによって彼の議論の最終段階に達する。その上、両者の目的は同じで

なければならない、すなわち最高善を実現することでなければならないと論じる。両

者の概念の最初の違いは、カントによって殆ど明確にされていないが、（中略）おそら

く、因果的に関連した一連の出来事として考えられた（中略）理論理性の対象と、一

方で無条件で内在的な価値をもつ何かであり、自然の究極目的でもあり、最終目的で

もある（中略）実践理性の実現なのである155
 

 

ガイヤーの議論は、最高善の実現が、私たち（感性的であれ、叡知的であれ）人間の目

的であることを踏まえつつも、「最終目的」の名によって展開される最高善が、一方では理

論理性すなわち私たちの感性界に依拠するものであることと、他方では「究極目的」の名

に包摂されるそれが、実践理性に依拠し、叡知界に属するものであることを示唆している

のである。こうしたことを見ていくならば、カントは「方法論」に於ける議論を通じて、

「最終目的」と「究極目的」の異同を論じ、ひいてはそこから私たち人間の主観的な幸福

と客観的な幸福の違いを導出しようとしたのではないかと考えられるのである。ここに於

いて、カントの最高善思想は『実践理性批判』で述べられた私たちの主観的幸福を条件と

するものから、『判断力批判』の中の「方法論」で論じられた客観的幸福を基礎とするもの

へと移行したものと思われる。シュヴァイツァー(Albert Schweitzer)は、カントの最高善思

想の変化を主観的幸福から客観的幸福への移行に留意しながらその議論を展開している。 

 

  カントの道徳神学に対しては「最高善」に関する完全に異なった二つの概念が確認さ 

れるのである。一方の概念はみずからを世界の目的として理解する道徳的人類の完全 

な道徳的共同体に関係する。われわれはこれを今後「最高善の一般的概念」として表 

わすことにしよう。他方の概念は『実践理性批判』からよく知られている論理的関係 

に立つ「徳と福の統一」として表わされる。われわれはこれを今後「最高善の主観的 

概念」として表わすことにしよう156
 

 

シュヴァイツァーが、「方法論」で論じられる最高善と『実践理性批判』に於けるそれ

との違いを見て、議論を進めていることはまさに慧眼と言えるであろう。最高善を一般的

な最高善と、主観的な最高善とに区別し、『実践理性批判』にて到達した結論とは、異なる

思想的地平を『判断力批判』に於いて見出していこうとすることは、本章の主張とも符合

するところである。しかし、シュヴァイツァーの議論は、彼自らが考えだした最高善の主

観性と客観性の区別を、さらには、その条件を成す主観的幸福と客観的幸福の違いを、そ

の結論に於いて曖昧にしてしまったが故に、『判断力批判』は、『実践理性批判』の思想的

地平を超え出ることはできなかったという結論に終始していると言わざるを得ない。 

 

  『実践理性批判』の思想が道徳神学の完成のために使用されることになった。それで 

カントの变述はその最終段階において、福の概念を借用したがための必然的帰結をは 
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っきり示しているのである157
 

 

道徳神学がその最高善の概念の中に福の概念を受け入れる場合には、創造の道徳的究 

極目的としての人間の概念は道徳神学が福の概念の領域へと移ってゆくと得られなく 

なってしまうがゆえに、この神学はそれと同時にみずからに固有な地盤を破壊するこ 

とになる158
 

 

シュヴァイツァーは、「方法論」で展開されている最高善思想が、その構成要素として

幸福を持ち出しているが故に、『実践理性批判』の思想的範疇に留まるものとしている。そ

して目指すべきは「福の思想を忌避した」159最高善にあり、その結論には『判断力批判』

に於ける議論では到達することがないとして、自らの論を完結させているものと思われる。

ただ、こうしたシュヴァイツァーによる議論は、先にも述べたように、幸福を、感性的存

在としての私たち人間の目的である主観的幸福と、叡知的存在としての私たち人間の目的

である客観的幸福とに区別することなく、全て『実践理性批判』で論じられている幸福、

すなわち前者の幸福に結びつけられているが故に、「方法論」の前半部で論じられた、私た

ち人間の「最終目的」と「究極目的」の議論が生かされずじまいになっているのではない

だろうか。ガイヤーが論じるように、私たち人間の感性的存在としての側面と、叡知的存

在としての側面を区別し、そして、そのそれぞれ位相の異なる目的を考える、というよう

な視点が必要であろう。 

 

  カントが最初に論じた幸福は、傾向性の自然の対象物として把握されたもの、即ち自 

分自身や、ことによると自分自身にたまたま親密である他の者の幸福のことであり、 

長期間よりも短期間のものとして把握されたものであった。しかしながら最高善の概 

念において理解される幸福とは、即ち人間の美徳の産物としての、全体としての人類 

の幸福とは傾向性の自然の対象物では全くない。むしろ人間理性の自由な行使によっ 

て、自然の傾向性の上に課された概念である160
 

 

ガイヤーが、幸福という文言を「方法論」に於ける議論を踏まえて、使い分けているこ

とは言うまでもないだろう。こうした議論を踏まえるならば、シュヴァイツァーが展開す

るような、『判断力批判』が『実践理性批判』の思想的範疇に留まるものであると言う主張

は妥当ではないと考えるのである。161
 

 さて、これまで見たような幸福の内実の変遷から、「方法論」に於ける議論は、そうした

幸福を条件とした最高善の実現、さらには神の導出へと展開していく。本節冒頭でも記し

たように、最高善の実現のための神の要請という論理構成は、『実践理性批判』と『判断力

批判』に於いて変わりは無いと言えるだろう。すなわち、私たち人間は、最高善に向かう

永遠の努力が求められ、永遠の努力と目標への到達、そして私たちにとって最善の状態を

担保するために神が要請されるのである。 

 

  われわれは、ある普遍的な最高目的に向けて努力するよう(nach einem allgemeinen  

höchsten Zwecke zu streben)道徳法則によって促されているが、しかしそれでもわれわ 
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れと全自然には、この最高目的に達することは不可能であると感じている。またわれ 

われは、この最高目的に向けて努力するかぎりでのみ(nur sofern wir danach streben)、 

悟性的世界原因（こうした世界原因が存在するとすれば）の究極目的に適合している 

と判断することが許されるのである162
 

 

永遠の努力の結果、私たち人間の前に立ち現われる神は、「全知(allwissend)」、「全能

(allmächtig)」、「慈悲・正義(allgütig und zugleich gerecht)」の存在であるが故に、私たち人間

の最高善を保証することができるのである。そしてこの最高善は、私たち人間にとっての

共通善を意味しているものと言えるであろう。このように見ていくのであれば、「方法論」

に於ける最高善の議論は、主観的幸福から客観的幸福へとその議論が移行していくことの

みならず、私たち人間と神の関係が個々の人間と神との関係から、人類全体と神の関係と

いうように変化していくことを示唆するものである。ともあれ『判断力批判』に於ける議

論の展開は、私たち人間の反省的判断力の働きから始まり、世界をそして人間自らを目的

の相で捉えることを通じて、新たな最高善（人類の共通善としての）思想を創造しながら、

神の導出、ひいては私たち人間と神の関係を構築しようとしている訳である。『判断力批判』

は、私たち人間が自らの内在的な能力（反省的判断力）を踏まえながら――まさに批判哲

学の地平から、超越者を展望することを目論んだものといっても過言ではないだろう。 

 

第 4 節 「方法論」第八九節以降の議論に関して 

「方法論」第八九節以降は、それまでの議論とは異なり、道徳神学こそが私たち人間に

理解されうる唯一の神学であることを論じるものである。この部分に於いて、カントは、

「方法論」以前で展開された自然神学の否定を再度行うことになるのであるが、それまで

の議論に比べると、証明の方法に拘泥するきらいもあり、やや形式的な印象を受けるのも

否めない。本節では、その内容を概観するとともに、その議論を通じてカントが何を提示

しようとしていたのかを検討していきたい。 

カントは自然神学的な神の証明法が、神の存在を私たちに説得(überreden)しようとする

ものとして非難し、その証明法の通俗的有用性(populäre Brauchbarkeit)が、見せかけ(Schein)

であることを喝破するのである。そして、それに関する詳細な議論は、第九〇節で行われ、

既存の証明法としてあった、(1)論理的厳密な理性推論、(2)類比、(3)臆見、(4)仮説、に基

づく証明をそれぞれ不可能なものとして論じているのである。163
 

私たち人間が、何かある物の存在を証明するとすれば、感性界にその物の素材が与えら

れ、悟性によって把握されなければならない。こうした認識の過程を経ることによって私

たちは、何かある物を事実として証明することができるのである。上記 4 点の証明法によ

って、何故神が証明されないのかと言えば、神という超感性的な素材を、私たちは把握す

ることができないからである。 

 

  神性としての根源的存在者（中略）の現存在に対しては、きわめてわずかな程度でも 

真と見なすことを引き起こすための証明は、理論的意図では人間理性にとってまった 

く可能ではない。またこのことは、この超感性的なものの諸理念を規定するために、 

われわれには素材はまったく存在しないというきわめて理解しやすい理由による164
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それでは、道徳神学と自然神学とでは、神に対するアプローチがどのように変わるので

あろうか。何故、私たち人間は、道徳を通じてであれば、神に接近できるのであろうか。

カントは、神や魂の不死と並ぶ超感性的なものとしての自由に着目する。私たち人間は、

両義的存在であるが、道徳的存在でもある故に、自らの意志の自由を発揮することができ

る。自由は、私たち人間が本来的に持つ能力として、言わば事実として存在し、私たちに

超感性界への展望を開くのである。 

 

しかし、大いに注目に値することであるが、ある理性理念ですら（理性理念は、それ

自体としては直観のうちに描出されることができず、したがってまた、この理念の可

能性を理論的に証明することもできない）、事実に属する。これは自由の理念である165
 

 

  神および魂（この不死に関する）という両概念の規定は、次のような述語によっての

み行われうる。それは、たとえそれ自身が超感性的根拠に基づいてのみ可能であると

しても、それでも経験のうちでその実在性を証明しなければならないような諸述語で

ある。というのも、このようにしてのみこれらの述語は、まったく超感性的な存在者

についての認識を可能にすることができるからである。――ところで、人間理性のう

ちに見出されうるこの種の唯一の概念は、道徳諸法則のもとにあり、それとともに理

性が道徳諸法則によって指令する究極目的のもとにある、人間の自由の概念である166
 

 

こうしてカントは、自由を媒介としながら私たち人間が道徳的存在であることを確認し、

道徳的存在の最終的目標である最高善を追求する営みの中から、神を導出するに至る訳で

ある。 

 

 ここで相変わらず大いに注目に値するのは、以下のことである。［第一に］神、自由

および不死という三つの純粋理性理念のうちで、自由の理念だけが、次のような超感

性的なものの唯一の概念である。この概念は、自然について自分の客観的実在性を（こ

の概念のうちで考えられる原因性を介して）自然のうちで可能な自由の結果によって

証明し、まさにこのことによって他の両理念と自然との連結を可能にするが、しかし

宗教のために三つの理念相互の連結を可能にするのである167
 

 

さて、本節では「方法論」第八九節以降の議論に関して見てきた訳であるが、カントが

論じようとしたことは、ただ単に自然神学の通俗的証明の有用性を批判するだけでなく、

私たち人間の事実に基づいて、人間と神を結び付けることが如何にして可能なのか、とい

うことと言えるであろう。私たち人間にとっての理念である神、魂の不死、自由は、私た

ちにとって超越的な理念である。しかしカントは、その理念の一つである自由は、道徳諸

法則という形で私たちの事実として存在し得ることも確認し、その視点を以って人間と神

の間を繋いだものと考えられるのである。そうした意味で、第八九節からの議論は、証明

法という言わば形式的なものへの注意に終始することなく、「方法論」に於けるそれ以前の

議論を補強する役割を担っているものと考えることができるのである。 
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第 5 節 『判断力批判』の目的論的判断力の批判がもたらすもの。 

 第 1 節でも触れたように、カントの三批判書は人間が思弁に陥ることなく、如何にして

神を見出すことができるのかを課題とし、三批判書が、先立つ批判書の不足する点を補い

ながら、その目標に向けて議論を展開しているものと考えている。そうした中で、『判断力

批判』は、三批判書の完成形として位置付けることができるだろう。無論、『実践理性批判』

も、私たち人間の道徳的意識、あるいは良心といった事実から、自由の能力としての実践

理性の働きを導出し、そこから私たち人間と神を結び付けることを可能にした訳であるが、

実践理性の事実に依拠しすぎた議論の展開は、いささか説得力に乏しいものとして映るの

である。その一方で『判断力批判』で行われている議論は、『実践理性批判』の議論の弱点

を補強する役割を果たすものと考えられる。カントは『判断力批判』の中の「方法論」で、

反省的判断力の議論が、実践理性の働きの議論を補うものとして、次のように論じている。 

 

自然の諸目的に注意を喚起し、また自然の諸形式の背後に隠れている理解を超えた偉 

大な技術の探究に注意を喚起して、こうして純粋実践理性が提供する諸理念に自然目 

的に照らして付随的な確証を与えるのである168
 

 

つまり、カントはこの中で、実践理性が追求する理念である神に関する議論が、反省的判

断力という私たちの人間の外界・客観を把握する議論と符合していくことを確認し、「実践

理性の優位」に基づく主観的と捉えられがちな理念が、客観的なものとして立ち現われる

ことを示唆しているのである。本章では最高善に関する議論が、『実践理性批判』では、主

観的に論じられ、『判断力批判』では客観的に論じられたと見ているが、それと同時に、人

間と神との関係も、前者では個々の人間と神の関係、後者では人類全体と神の関係という

ように、位相の異なる次元で展開されているものと考えるのである。いずれにしても、両

批判は、幸福と道徳の一致から神を要請するという基本構造を同じくする中で、その違い

は探求の視点が主観的なのか、あるいは客観的なのか、という点にあるように思われる。 

 さて、本章を終えるに当たって最後に一つ検討しておきたい。上記議論は、三批判書の

体系について論じたものであるが、『判断力批判』に於ける神の導出は、私たちに道徳神学

から宗教へと至る視点を準備するものではないか、ということである。すなわち、私たち

人間は、カントの議論を通じて神へと至ることになった訳であるが、その神と人間はどの

ような関係にあるのだろうか。無論、詳しい議論は他に譲るが、カントによる神学の位置

づけから宗教へと論点が移動していくに際し、留意せねばならぬことを提示して今後の議

論に繋げておきたい。これまで見てきたように、カントが導出した神は、道徳を媒介とし

たものであり、人間と神との関係に於いても、当然のことながら道徳を前提としている。

ここから発展する宗教が、果たして所謂宗教の体をなすことができるのかということは興

味深い点である。カントの思想を宗教的な思想か否かを考える上で、重要な論点は、救い

の問題と人間中心的な世界観にあると考えられる。 

福音書には、イエスが、徴税人や罪人と一緒にいることをファリサイ派の人に咎められ

た時に、「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である」169と答えたとの記載が

あり、そのことは、宗教の根底には無条件的な人間の救いがなければならぬことを示して

いるものと言えよう。無論、福音書における「山上の説教」170のように、私たち人間が守



55 

 

らねばならぬこと、すなわち道徳的な要請も聖書には記されている訳ではあるが、やはり

宗教にとって救いとう視点は欠かせないものとしてあるのではないだろうか。仮に、人間

が本来的に道徳的存在であるとするならば、そもそも救いという概念自体が議論の対象に

ならないようにも思われるのである。こうした点については、当然ではあるが、三批判書

内では論じられていない訳であり、その後のカントの議論の中からその答えを見いだして

いかねばならぬであろう。 

人間中心的な世界観とは、神が先にあるのではなく、人間が先にあって神が後に要請さ

れるという議論のことであるが、こうした視点は、聖書の中から見出されるようなキリス

ト教的な世界観とは異なり、人間的宗教ともいえるカント独特な世界観・宗教観を表して

いるものと言えるだろう。クローナ―(Richard Kroner)は、こうしたカントの独特な世界観・

宗教観を簡潔に論じている。 

 

  カントの世界観の亀裂[Riβ]は、このように大変明白である。カントのその世界観は、

道徳法則を人間の意識の中で最高のもの[Höchste]として作り変えることを望む。そし

て、その世界観はそれにもかかわらず、この最高のものの上に更に神を置くことを望

むのである171
 

 

  カントの世界観にとって更に決定的なことではあるが、彼は道徳的意識が宗教的意識

に先行すると主張する。（中略）神は人間の努力からその意味を知るのであって、この

人間の努力は神の視点からは決して我々が説明できうるものではない172
 

 

1793 年に公刊される『たんなる理性の限界内の宗教』は、三批判書で展開された人間と

神の関係を踏まえて論じられたものと考える。カントの考える宗教、ひいては人間のあり

かたとは一体どのようなものなのであろうか、次なる課題として検討していきたい。 
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第 5 章 『宗教論』と人間の宗教的側面 

 

第 1 節 はじめに 

1793 年にカントによって上梓された『たんなる理性の限界内の宗教』（以下『宗教論』）

は、カントの主要作品の中で「宗教」という冠のついた初めてのものである。無論、それ

以前の三批判書に於いても、人間と神の関係は論じられており、とりわけ『実践理性批判』

『判断力批判』では、私たち人間が、最高善を追求する過程に於いて、神の存在が言わば

必然的に要請された訳である。しかし、上記二批判書は、理性的存在である私たち人間が

自らの道徳性を追求するが故に、神を前提とする向きもあり、その議論の主体はやはり自

律した人間と言ってよいだろう。キリスト教的な宗教観に於いては、私たち人間の限界と

それに伴う神への依拠が見てとれる訳であるが、そうした地平をもってそれまでのカント

の議論を考察するならば、神という存在は語られているものの、それが宗教について論じ

ているのかどうかということは極めて不明確と言わざるを得ないのである。一方で『宗教

論』で議論された思想的地平は、二批判書で論じられた人間と神の関係を大きく乗り越え、

私たちを宗教の領域に誘うものと言えよう。勿論、カントの思想に通底する理性的存在者

としての私たち人間の強さは、維持されてはいるものの、根元悪(radikal Böse)という概念

の導入に明らかなように、人間の根本的な弱さへの接近が図られる訳である。こうした根

本的な弱さの現れは、私たち人間の自律的な有り方を揺るがせにするものであり、弱さの

克服のための神への依拠が要求されると言ってよいだろう。このような私たち人間と神の

関係は、二批判書で論じられた人間の強さゆえの神との関係ではなく、人間の弱さゆえの

関係といっても過言ではない。こうした関係の変化は、宗教固有の概念である救いという

ものを示唆するものでもあり、『宗教論』は、カントの思想が新しい次元に入ったことを表

していると考える訳である。 

 さて本章では『宗教論』を、カントの思想における転換点として、肯定的に捉え、その

議論を評価するものであるが、先行研究を確認していくのであれば、まさに肯定的評価と

否定的評価が相まみえる様相を呈している。まずは、自らの考えを展開する前に、先行研

究に於いて何が問題となっているのか確認しておきたい。トレルチ(Ernst Troeltsch)は、自

らの論文の中で『宗教論』について言及し、次のように論じている。 

 

  問題は、理性宗教と宗教の歴史の根本的な説明が行われているかどうかということで

あるが、私はそれが行われていないか、もしくは直接的ではない状況であると信じる173
 

 

周知のように『宗教論』は、一見するとカントの思想が、キリスト教の思想と融合し、

むしろカントがキリスト教に呑み込まれているような様相を呈しているが、トレルチは、

そうした議論をカントの思想とキリスト教の思想の妥協的性質として捉え、厳しく論難す

るのである。 

 

  それは［『宗教論』は――引用者］、カントの宗教哲学の一部の明確な表現、純粋な言

葉ですらない[nicht einmal]。それは、十分な意識をもって現在の国家教会的状態のた

めに手を加えられた純粋な合理主義的宗教哲学の促進、この促進に於ける可能的な教
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会聖書神学との連携の表現であり、（中略）哲学と神学のための逃げ道[Ausweg]である
174

 

 

ノアック(Hermann Noack) は、トレルチによる『宗教論』評価は、いささか度が過ぎたも

のとして議論を展開する。 

 

  人は、カントが、彼の批判的宗教理解にさし障らない程度でそれを超え出て、支配的 

な教義との譲歩をなすと思う限り、トレルチによって下された、この作品［『宗教論』 

――引用者］は、ただの妥協の性格のみを持つという判断は、行き過ぎである 

[übertrieben]
175

 

 

そして彼は、カントが『宗教論』以前で展開してきた批判哲学的思考が、『宗教論』の中で

も維持されているものとして次のようにも論じる。 

 

  カントは真剣に純粋理性が「心術」を「果たす」ために必要である「啓示信仰の規則」

を通じて、純粋な理性宗教の補足をあてにした[rechnen]のである。というのも「経験

の中における理念の実現の留意」がなければ（中略）純粋理性の原理は、客観的実在

性がないただの空虚な理念であると疑いを掛けられ[in Verdacht kommen]なければなら

ないからである176
 

 

宗教を論じるに当たり、その議論が独断的になってはいないかを絶えず検証することは

重要なことである。カントは、神を導出するに際して人間の事実に定位することによって、

その議論が独断と称されるのを周到に避けてきた訳である。『実践理性批判』は、私たち人

間の良心から道徳神学を、『判断力批判』は私たち人間の本来的な目的から道徳神学を導い

た。『宗教論』に於ける議論は、キリスト教という歴史的事実と、私たち人間の本来的な特

性を連関させながら、私たち人間には宗教的側面があることを論じようとしたものと思わ

れる。そうしたカントの姿勢はまさにノアックが論じるように、宗教を批判哲学の枠組み

の中で位置づけようとする試みなのである。しかし、ノアックは、以上のように『宗教論』

を評価する一方で、それ以前の三批判書と同等の価値を置くものでもないのである。 

 

  その完成した作品［『宗教論』――引用者］は、残りの批判的主作品とバランスを保つ、

対等な仕事として同列に扱う[an die Seite stellen]ことはできない177
 

 

無論、『宗教論』は三批判書と比すれば体系的であるとも言い難く、また、三批判書が

先行してあるからこそ、その内容の輝きが増すと言っても過言ではない。しかし、『宗教論』

が人間の内面に大きく踏み込み、私たち人間は宗教的存在であることを展開しようとして

いるものと見ていきたい。デスプランド(Michel Despland)は、ノアック、ましてやトレル

チとは異なり、『宗教論』の積極的意義を次のように論じる。 

 

 『宗教論』は批判書の後に完成されたカント晩年の唯一の主要作品であり、それは新 
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しい問題をとりあげ、以前に探求された問題を再調査する。（中略）新しいスタート 

[fresh starts]の一つである178
 

 

  『宗教論』は、新しい源による、広大で、新しい、力強い企てであり、新しい問題に

よって促されている179
 

 

本章ではこれまでも述べてきたように、カントの思想における『宗教論』の積極的意義

を見いだしていく予定である。180主要な論点として、『宗教論』に於ける議論の新しさと

は何か、如何にしてこれまでの批判哲学の継承と深化が図られているのか、そしてカント

が提示しようとした人間観とは何か、についての議論が挙げられよう。いずれにしろカン

トが『宗教論』に於いて、私たち人間が宗教的存在であることを提示しようとしていたも

のと考えるのであるが、カントは如何なる方法を以って、私たちに内在する人間の宗教的

側面を現そうとしたのであろうか。181『宗教論』の第一編から第二篇まで議論を中心に考

察していくものである。 

 

第 2 節 根元悪について――叡知的悪と人間の宗教的側面の導出 

（1）根元悪とは 

 カントが『宗教論』第一編で導入する根元悪(radikal Böse)の概念は、私たち人間が理性

的であり、かつ自律的な存在者であることを揺るがせにするものとも思われる。カントが

三批判書を通じて論じてきた人間観は、人間は感性界と叡知界に跨る両義的な存在であり

つつも、自らに内在する叡知的（道徳的）な側面を成長させ、発揮していくことが人間の

そもそもの目的であり、それを通じて人間の本来的な幸福へと向かうとされるものであっ

た。無論、私たち人間は、自愛の念や、傾向性によって影響を受け、人間の本来的な目的

を達成することは容易ではないものの、それでも自らに内在する叡知的（道徳的）側面が

滅却されることは無く、理性の事実と人間本来の目的の自覚から自らの発展を図っていく

存在とされるのである。 

 

人間のみは、そして人間とともにあらゆる理性的被造物は目的それ自体である。すな 

わち人間はみずからの自由の自律のゆえに、神聖な道徳法則の主体である。まさにこ 

の自律ゆえに、いかなる意志も、各人が自分自身にむけた自分の意志ですらも、理性 

的［存在］者の自律と一致するという制約に制限されており、それはつまり理性的［存 

在］者を、感受的な主体そのものの意志から［能動的に］生じうる法則によって可能 

となるのとは別のいかなる意図にもつき従わせることはない、それゆえこの理性的［存 

在］者をけっしてたんに手段としてでなく同時にそれ自身目的として使用する、とい 

ったものである182
 

 

  われわれのうちの道徳的素質は、主観的原理として紛れもなく存在している。この道 

  徳的素質は、世界観察に際して自然原因による世界の合目的性に満足せず、道徳的諸 

原理にしたがって自然を支配する最上の原因を世界の根底に置くのである183  

 



59 

 

こうした『宗教論』以前の人間観を持つ私たちにとって、カントの根元悪の提示は、そ

れまでのカントの思想に基づく人間観を根底から覆すものにも思えてしまうのも無理はな

いであろう。第 1 節に於いて、『宗教論』を巡る肯定的評価と否定的評価が数多く存在する

ことについて言及した訳であるが、根元悪の概念の導入もその原因の一つであると考えら

れよう。184それでは、カントが導入を図った根元悪とは、一体どのような質のものなので

あろうか。 

周知のように、カントが悪に関して言及するのは、『宗教論』が初めてではない、それ

以前の『実践理性批判』の中で、カントは純粋実践理性の対象の概念として悪に関する議

論を行っている。 

 

  われわれが善と名づけるべきものは、あらゆる理性的人間の判断において欲求能力の 

対象でなければならず、また悪はあらゆる人間の目(in den Augen von jedermann)に忌避 

の対象と映るものでなければならない185
 

 

純粋実践理性の法則のもとにある判断力の規則は、つぎのとおりである。「君がなそう

としている行為が、君自身が自然の一部分であるとしてみて、その自然の法則にした

がって生ずるべきであったとしたら、君はその行為を君の意志によって可能な［なし

うる］ものと見なしうるものかどうか、みずからに問うてみなさい。」だれしもが、実

際、この規則にしたがって、行為の道徳的な善か悪かを判断している186
 

 

私たちは、日常生活の中で多尐の嘘や誤魔化しを行うことによって、その場限りの利益

を追求することがある。しかし、その利益は、私たちにとって一時的な富や快楽であり、

自らが内に省みて、継続した安寧をもたらすものではない。『実践理性批判』における議論

を通じて、カントは、傾向性のような外的要因や自愛の念によって突き動かされた対象を

求めるのではなく、自らの内なる道徳法則に従うことが、私たち人間を善に導くと説く訳

であるが、そこには内なる道徳法則を善とするならば、それに従うことを邪魔立てする外

的刺激が悪として捉えられる構図を見てとることができよう。そしてこのような内なる道

徳法則（善）、外的刺激（悪）とする構図は、私たちにとって善悪を考える上で分かりやす

い形であるとも言えるのである。 

さて、根元悪の性質を検討するに当たって、議論を難しくさせていることは、カントが

根元悪を、私たち人間に内在する悪として提示していることにある。 

 

しかしある人が悪人だといわれるのは、彼が悪であるような（法則に反する）行為を 

なすからではなく、むしろ行為が彼のうちなる悪い格率を推測させるような性質であ

るがゆえにである187
 

 

したがって悪への性癖は選択意志の道徳的能力のみまつわりつきうる。（中略）性癖の

概念というのは、いかなる行いにも先行するような、したがってそれ自身はまだ行い

となっていないような、選択意志の主観的規定根拠のことである188
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  この悪の根拠を、（一）ふつういわれているように人間の感性に、そしてそこに源を発

する自然的傾向性に措定することはできない189
 

 

私たち人間が、内的に根元的に悪であるとするならば、三批判書で論じられてきた、人

間の叡知的側面も、『実践理性批判』において言及された善悪の構図も、一旦なきものとさ

れると言えるだろう。また、同時にカントが、キリスト教における原罪思想や人間が悪魔

的存在であることにも与しないことは、私たち人間にとって根元悪とは如何なるものかを、

さらに捉えにくくさせているものと考える。 

 

道徳法則を免れた、いわば悪意ある理性なるものは（端的に悪い意志は）、それにより

法則そのものへの反抗が動機にまで高められてしまい（中略）かくして主体が悪魔的

存在者(teuflischen Wesen)とされてしまうから、ふくむところが多すぎるのである190
 

 

  人間のうちなる道徳的悪の起源がどのような性質であれ、悪が人類のすべての構成員

により、子孫を作るたびごとに流布され、継承されていくさまについては、あらゆる

表象の仕方のうちでも、悪は最初の両親からの遺伝により私たちのところに来たのだ、

と表象することほど不適切なものはない191
 

 

それでは、カントによる、それまでの善悪観から捉えきれない根元悪を理解するために

はどのようにしたらよいだろうか。ここで、根元悪の内実の解明のために、カントが『宗

教論』の中で論じている“Willkür”に関し、検証していくことが必要不可欠であると考える。

“Willkür”は、「選択意志」と訳されることが多いのであるが192、「選択」という言葉の意が、

どこか「外にあるものから何かを選びとる」ように感じ取られる為、カントが論じようと

することの意図が伝わりにくいのも事実ではないだろうか。デスペランドは、“Willkür”を

“will in the sense of power to choose, a faculty which has temporal manifestations”（選択の力の効

果における意志、すなわち一時的な意志の現れの機能）規定し、議論を展開している訳で

あるが、デスペランドによるこの“Willkür”の規定が、根源悪を理解する上で大いに役立つ

ものと考えている。彼の規定の中にある“faculty”に注目し、これを「機能」という意で解

した場合、次のように考えることができるのではないだろうか。すなわち「X には A とい

う機能がある」とする。当然のこととして、X は A という働きを見せることが可能である。

また、A という機能は後から、ある物につけられたものではない。しかし、X＝A ではな

いのである。この議論を人間に当てはめ、X を人間、悪を A として考えてみるならば、私

たち人間は理性的存在者であり、叡知的存在であるが、悪への転倒への機能も常に内在さ

せている。反面、私たちは原罪を背負うものではなく、ましてや悪魔的存在でもない。言

わば、悪への機能を持った存在なのであるといえよう。故に、道徳法則からの逸脱、悪へ

と転倒する可能性がある存在と言えるであろう。 

 

人間は悪だという命題がいおうとしているのは、人間は道徳法則を意識しておりなが

ら、しかも道徳法則からの（その時々の）逸脱を格率のうちに採用しているというこ

とにほかならない193
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私たち人間は叡知的存在として、自由（感性界を条件とせずに）に意志を決定すること

ができるはずである。しかし、そうした自由な思考過程においても道徳法則から逸脱する

可能性を兼ね備えている。その逸脱は、外的要因に起因する逸脱ではない故に、その発現

は内的であり、かつ根元的と言い得るのである。『宗教論』において導入された根元悪は、

カントによるこれまでの善悪観では捉えきれない姿を現し、私たちにより深い人間観の探

究を迫るものであると考えるのである。  

 

（2）叡知的悪と人間観の深化 

 これまで見てきた、カントによる根元悪の概念に関する議論は、私たち人間が善であり

悪であるという地平をもたらす訳であるが、ここで留意せねばならないことは、『宗教論』

においてカントは、三批判書における人間観を維持しつつも、それを深化させているとい

うことである。すなわち、これまで見てきたように、三批判書においては、私たち人間は

感性界に属しつつも、叡知的存在として論じられており、その存在が善なのか悪なのかと

問われれば、善であると答えられるものであった。しかし、根元悪に関する議論の中で、

私たち人間は善でもあり悪でもあるという地点に行きついた訳である。 

 

悪は（私たちの本性のたんなる制限にではなく）道徳的悪にのみ源を発しえたのであ

り、しかも根源的素質（これもこのような腐敗の責任が人間に帰せられるべきだとす

れば、これを腐敗させえたのは人間自身以外にいなかったのであるが）、それは善への

素質なのである194
 

 

人間が善でもあり、悪でもあるという議論は、一見分かりにくいものとして映るかもしれ

ないが、上記引用にある、「道徳的悪」の文言は、それを理解する上での手がかりとなるで

あろう。すなわち、三批判書における人間観は、私たち人間を叡知界と感性界に跨る存在

として捉え、それに符合するように善と悪を置いた訳であるが、そこには、善か悪かの二

項対立の構図があり、人間が善であれば、悪ではありえず、悪であれば善ではありえない、

という形が見てとれるのであった。一方、『宗教論』において論じられた根元悪と、先の道

徳的悪の概念は、私たち人間の叡知的領域に「道徳的悪」（本章では、この「道徳的悪」を、

叡知界にある悪として以後、叡知的悪と呼ぶ。また、叡知的悪との対比においてこれまで

単に善と呼んでいたものを、叡知的善とする。）を据えるものであり、人間観を感性界と叡

知界との二領域に属するものから、感性界と叡知界（叡知的善と叡知的悪）の三領域に跨

る存在へとその見方を深化させているのである。無論、先の“Willkür”に関する議論の中で

展開されたように、私たち人間は叡知的悪の発現を避けなければならないが、その方法は、

三批判書の中で論じられているように私たち人間が道徳法則に従って、正に自力で悪に対

処すればよいということではなく、三領域に跨る存在であるということに即応した形で、

つまりは人間観の深化に応じて為されなければならないのである。 

 

（3）叡知的悪と人間の宗教的側面 

カントは、人間に内在する根元悪すなわち叡知的悪に関し、それを根絶することはでき

ないが、それでも克服していかねばならないものとして次のように論じている。 
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転倒への性癖が人間本性にあるということは、悪への自然的性癖が人間にあるという

ことであり、この性癖は、最終的には自由な選択意志内に求められなくてはならない

から、したがって責任を帰しうるのだから、この性癖そのものが道徳的に悪なのであ

る。この悪はすべての格率の根拠を腐敗させてしまうから根元的であり、同時に自然

的性癖だから人間の力で根絶することもできないのである。（中略）それにもかかわら

ず、これは自由に行為する存在者としての人間のなかに見出されるのだから、これに

打ち勝つことは可能でなくてはならないのである195
 

 

先にも記したように、三批判書までに論じられている人間観では、私たち人間は、悪を根

絶できないが、打ち勝つことができねばならないということを理解することはできないで

あろう。というのも、悪に打ち勝つことができるということは、人間の叡知的側面による、

悪の根絶を意味するからである。反面、『宗教論』において展開されている人間観では、人 

間の叡知的側面の中に含まれる叡知的善と叡知的悪が考察され、両者の相剋する模様を見

てとることができるのである。 

さて、三批判書では私たち人間は、自らの叡知的側面を追求するに当たり、それが最高

善に向かうことと同じく論じられている。そしてその過程の後見役として神が要請され、

言わば神の助力を以ってして、私たち人間は最高善へ至ることが論じられているのである。

こうした考えに通底することは、カントは、私たち人間が叡知的なものに接近する場合、

そこには何らかの形で神が関与するということを考えていたことであろう。しかし、周知

のように三批判書における人間観では、神による助力はあるものの、私たち人間が叡知的

存在であり得るのは、自力によるものと論じられているのも事実と言えるであろう。平た

く言えば、神の登場が要請されてはいるものの、それでも人間の強さが中心に語られてい

るのである。一方で『宗教論』において展開されているカントの人間観は、カントの思想

に連綿と続く理性的存在としての人間像（強い人間像）を受け継ぎつつも、自力では回復

し得ない根元悪（叡知的悪）を背負った姿、すなわち弱い人間の姿を打ち出しているので

ある。 

『宗教論』第一編「一般的注解」には、「うちなる善への根源的素質を回復(Wiederherstellung 

der ürsprünglichen Anlage zum Guten in uns)すること」196に関し論じられ、再度カントは、悪

を克服しようとする人間の強さに関する言及を行っている。ここでの議論を見る限りでは、

カントは、『宗教論』においても、強い人間像を論じようとしているのではないかと、見る

ことも可能ではあるが、付録後半の「ルカによる福音書」に言及、ならびに「つまりより

よい人間になろうと善へのもともとの素質を活用してきた場合にだけ、能力のおよばない

ことはいっそう高次の共働(durch höhere Mitwirkung)により補われるだろうと、その人は希

望してもよいということである」197と論じていることは、自律した人間の力のみでは如何

ともしがたい領域があり、完全なる他律とは言えないが、何ものかに頼らざるを得ない局

面があることを示唆してものと考えるのである。結論的にはカントは『宗教論』第一編に

おいて一貫して、弱くもある人間像を顕わにしようとしたと言ってよいだろう。 

 ここまで、カントによる根元悪概念の導入、そしてそれが叡知的悪の性質を持つもので

あること、同時に私たち人間は叡知的存在として自律しつつも、自らの力だけでは、その

強さを維持することができないことを見てきた訳であるが、ここに現れる人間像は、カン
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トのそれまでの人間観と異なる、弱さを備えた人間像（自力では悪を克服できず、神に依

拠せざるを得ない）と言えるであろう。カントが、根元悪とそこから派生する叡知的悪の

議論を通じて、私たち人間の弱さの側面、すなわち宗教的側面を導出しようとしたのでは

ないだろうか、と考えるのである。 

 

第 3 節 象徴的イエス論と『宗教論』における批判哲学的方法の継承 

 第 2 節に於いて、私たち人間の持つ弱さ、宗教的側面について言及した訳であるが、根

元悪（叡知的悪）が何故、自らの叡知的善の側面によって自力克服できないのかについて

見ておきたい。カントは、根元悪の性質を『宗教論』において以下のように論じている。 

 

  私たちが自らのうちに実現すべき善と、離脱しなければならない悪との隔たりは無限
198

 

 

  私たちは不可避的に時間制約に制限されているので、そのように制限された私たちの

評価(Schätzung) では、行いは欠陥のある善から、もっとよいものへと向かう無限への

絶えざる前進としては、どこまでいっても欠陥のあるものにとどまる。そのために私

たちは善を現象においては、すなわち行いに関しては、私たちのうちではどんなとき

でも聖なる法則には不十分であると見なさなくてはならないわけである199
 

 

周知の通り私たち人間は、時間的、空間的に制限された存在である。根元悪の性質が、

私たち人間には及ばない領域にあるものとするのであれば、その克服には根元悪（すなわ

ち叡知的悪）に対応しうるものが想定されねばならないだろう。しかし、ここで叡知的悪

に対応する叡知的存在者（神）を乱暴に導入するのでは、その議論は独断的なものとなり、

カントのこれまでの批判哲学の地平を無きものにしてしまうのである。カントはこうした

状況の中で、叡知的な悪に対応し、かつ私たち人間と同じく存在するものとしてのイエス

(Jesus)に着目するのである。200
 

 

ただひとり神に嘉されるこの人は「永遠の昔から神のうちにある」し、その理念は神

の本質から発するのであって、そのかぎりで彼は創造されたものではなく、神のひと

り子であり201
 

 

  神の心術をもちながらも、ほかならぬこのまったく本来的には人間的な師202
 

 

その人格は、教えと戒めに関しては、御自身もまことの人間だと告知なさりはしたが、

しかしまた神に遣わされたものだとも告知されて、その起源は元来無垢であって、ほ

かの(übrig)人類がその代表によって、つまり最初の祖先によって悪の原理と結んだ契

約に、ともにふくまれてはいない者203
 

 

イエスの実在という歴史的事実を踏まえながら、カントはイエスの神のひとり子という属

性に着目し、私たち人間が叡知的悪に対応する為の媒介としての役割を見るのである。そ
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こにある、私たちの叡知的な悪を取り除くために存在するイエスの姿は、福音書に論じら

れている「救い主イエス」の姿とも符合するとも言えよう。 

 

イエスは、フィリポ・カイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、「人々は、人の子を 

何者だと言っているか」とお尋ねになった。（中略）シモン・ペトロが、「あなたはメ 

シア、生ける神の子です」と答えた。（中略）それから、イエスは、御自分がメシアで 

あることをだれにも話さないように、と弟子たちに命じられた204
 

 

しかし、ここで留意せねばならぬことは、カントが論じようとしていたイエスの姿は、

上記引用にあるようなキリスト教の教義に依拠したものではない、ということである。仮

に私たち人間がイエス（すなわち神）への全面的な依拠を以って、叡知的悪の克服の問題

が解消されるとするならば、それは完全なる他律であり、カントがこれまで論じてきたこ

ととの齟齬を来たすことになるだろう。カントは飽くまでも叡知的存在として自律的にあ

ることを論じるものであって、私たちの内なる原像(Urbild)への言及は、その現れであると

考えることができるのである。 

 

  私たちがこの現象の根底に置く原像は、（私たちは 自然的な人間なのに）いずれにし

てもつねに私たちのうちに求められなくてはならず、それが人間の魂に現存在する205
 

 

すなわち、カントがイエスへの言及によって目論んだことは、私たちの叡知的な悪に対応

しうる存在としてイエスを論じ、そして叡知的悪を抑えることによって、同様に私たちに

内在する叡知的善を促進することであったと考えられるのである。私たち人間は、イエス

を通して神に関わり、自らの叡知的悪を克服し、かつイエスの生涯を学ぶことから自らの

叡知的善を涵養することができよう。そこには自らの完全なる自律性に伴う強い人間像で

はなく、弱さゆえにイエス（神）に依拠しながらも、自らの内面を育てることにより自律

を図るという新たな人間像（これを人間の宗教的な側面と考える）を見てとることができ

るのである。206
 

 カントはキリスト教的な「救い主イエス」を論じようとしたのではなく、私たちの原像

を引き出す働きとしての、完全な人間であるという姿を纏った、言わば理念的なイエス像

を展開することが『宗教論』第二部の目的であったと考える訳であるが、こうしたカント

的なイエスの働きに対して批判的な考えも見ることができる。シュヴァイツァー(Albert 

Schweitzer)は、『宗教論』に登場するイエスに言及し、以下のように論じている。 

 

  神の子の歴史的出現が考察の中心に占めてくると、それと結びついている信仰の概念

にとってもまた、この神の子の現象界への出現と完全なる道徳的人格との同一視は不

十分になることが知らされてくる。けだし歴史的信仰はもはや完全なる道徳的人格と

いう「理念」への純粋理性信仰の道徳的内容をもちえないからである207
 

 

シュヴァイツァーが論じるように、イエスの人間としての歴史的側面を重視して議論を展

開するのであれば、確かにイエスは私たちの叡知的善を促進する為に効果的ではないとも
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言える。彼は、カントが次のように論じる部分に依拠しながら自らの説を展開しようとし

ていることは容易に見てとれよう。 

 

 まことに神の心術をいただいたこのような人間が、特定の時代に、いわば天から地に

降りてこられて、教えと生き方と受難により、外的経験に求めうるかぎりで神意にか

なった人間の模範自体を与えたとしても（中略）だからといって、その人のうちに自

然に生まれた人間以外の何かを想定するいわれはあるまい208
 

 

私たちは外的経験から得るものを通じて、何か完全なものを得ることはできない。シュ

ヴァイツァーの指摘する様に人間イエスに着目すれば、私たちはイエスを通じて、叡知的

悪の領域に対応することはできないのである。しかし、カントは、飽くまで人間イエスを

語ることに終始していたのではなく、完全な人間という理念を体現するものとして、また

はそこから発展した象徴的なイエス像を論じようとしていたものと考えるのである。 

 

  この生彩もあり、おそらくその時代にとって唯一ポピュラーでもあった表象様式から

神秘的な被いを取り去れば、これが（その精神と理性的意味が）あらゆる世界にとっ

て、あらゆる時代に実践的に妥当し拘束力をもってきたのは、それがいかなる人間に

も実に一目瞭然であって、そのために義務が認識されるようになるからである。その

意味は、真の道徳的法則を衷心から心術のうちに受け入れることを除いて、人間には

いかなる救いも絶対に存在しない209
 

 

ここでカントが論じる「唯一ポピュラーでもあった表象様式」が、イエスのことを指して

いるのは言うまでもないであろう。カントは、救い主イエスでもなく、人間イエスでもな

く、正に表象様式として、私たちの内なる原像を引き出すための、完全な人間という理念

の象徴としてのイエス像を論じていたものと言えるであろう。 

 

  かの理念［イエスのことを指す――引用者］は悪への誘惑すら超越した（悪に抵抗し

て勝利を収めるような）人間性の象徴(Symbol)であり、実践的なものにとっては、こ

の理念を手本として表象するだけで十分210
 

 

デスプランドは、こうした象徴的なイエス像に関して言及し、次のように論じている。 

 

根元悪を超える善の勝利は、内的な個人の心術[disposition]の変化の中に見つけられる。 

イエスの生涯の像は、悪い性質を超える善の勝利を見せることによって、善い性質の 

力を示しながら、この変化を促進する[facilitate]だろう。この局面で、イエスの像は、 

象徴的な表象[a symbolic representation]になるのである211
 

 

勿論、第 1 節でも言及したように、イエスに関するカントの議論は、トレルチのいうカ

ントの思想とキリスト教の思想の妥協的性質と一面的には取れるのかもしれないが、カン

ト自身も当然のことながら自らが育んできた思想的背景と、その時代の文化には無縁では
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なく、そうした思想的限界の中でこれまでの自らの批判哲学的思考を維持しようとしてい

るものと思われるのである。ノアックによる以下の議論は、本章の議論を裏付けるものと

言えるであろう。 

 

  カントがその探求の基礎に聖書神学を置く限りで（中略）、［キリスト教は――引用者］

啓示信仰の他の形式の下での唯一の卓越した例[einzelnes hervorragendes Beispiel]であ

る。これは、一般的な文化的歴史的観察に材料を与える一方で、純粋な理性宗教の真

相を確認する試みが、新約聖書の教義的証明の前に出される[vorgenommen]ものである。

というのも以前からカントは、それ［純粋な理性宗教の真相を確認する試み――引用

者］が道徳神学の意向に沿った批判的分析に耐え得ると確信していたからである212
 

 

さて、本節では、『宗教論』第二編を通じて、イエスに纏わる様々な議論を見てきた訳

であるが、カントが、象徴的イエス像を通じて、これまでの批判哲学的思考を継承しなが

ら、私たち人間の内面を深く直観し、その宗教的側面を露わにしようとしたのではないか

と考えるのである。 

 

第 4 節 人間の宗教的側面に関して 

 本章では、カントが『宗教論』における根元悪概念の導入に基づき、私たち人間の宗教

的側面を見出そうとしたのではないかと見るものである。これまで見てきたように、根元

悪は、それまでの三批判書における人間観を深化させ、叡知的存在者の中に叡知的善と叡

知的悪の領域をもたらすことになった訳であるが、叡知的悪は、その性質故に人間の自力

のみによって克服することはできず、神の助力を必要としたのである。イエスは、叡知的

な悪に対応する存在として、私たちの内面を引き出す媒介としての働きをしているといっ

てよいだろう。 

勿論、このような議論の過程を見ていくのであれば、それは人間による叡知的な悪の克

服である為、そこには人間の自律と強さが看取されるといってよい。しかし、ここで留意

せねばならぬことは、そうは言うものの、叡知的悪は、人間のみの努力では克服し得ない、

ということであり、また、そこから見え隠れする人間の弱さなのである。 

『宗教論』は、三批判書では展開されることのなかった人間の弱さを議論の対象に置き、

私たち人間の宗教的側面に迫るものであると言うことができるのではないだろうか。決し

てトレルチやシュヴァイツァーが、論じるようにただ単にキリスト教の教義とカントの道

徳神学の妥協を図ったということではなく、むしろ、カントはキリスト教という思想的文

化的制約の中で、これまでの批判哲学的な思考を維持しながら、人間の宗教的側面を剔出

しようとしていたものと考えるのである。 
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第 6 章 『実践理性批判』と『オプス・ポストゥムム』の思想的異同 

 

第 1 節 はじめに 

 本章は、カントの思想における人間と神の関係が一体どのようなものなのか考察するも

のである。一般的に神が出現すると、私たちは神と人間の相互的な関係（宗教的関係と考

える）を想起しがちであるが、反面で神を人間の目的のために利用する一方的な関係も考

えられるのではないだろうか。とりわけ『実践理性批判』は、私たち人間の自律をその主

たるテーマとして扱っている故に、神は現れはするもののその働きは付随的であり、補助

的であると言わざるを得ない。こうした人間と神の関係を基礎とするならば、カントの思

想は宗教的というよりも、単なる人間の自律の為の神学と捉えることが可能であろう。 

 

  カントの宗教論は「できれば神なくして済ませたい」という立場で書かれているとも

いえる213
 

 

上記のような議論は、『実践理性批判』の思想的地平から考えるのであれば、なるほどと首

肯できるのである。反面、哲学史を紐解くのであれば、カントはそうした思想的地平を一

貫して保ちつづけたという訳でもなく、むしろ晩年にはその思想の発展が見受けられるの

である。コプルストン(Frederick Copleston)は、哲学史を論じる中で、とりわけカントの『オ

プス・ポストゥムム』に着目し、私たち人間と神の関係について論じている。 

 

  『第二批判』においてカントは実践理性の要請としての神の信仰を弁明した[justified]。

私たちは福と徳の総合に関する道徳法則の要求の熟慮[reflection]を通じて神に到達す

るか、もしくは到達しうる。『オプス・ポストゥムム』においては、彼は道徳法則の意

識から、神の信仰へのより直接的[immediate]な変わり目を見出すことに関わるように

思える214
 

 

前者の立場に依拠するのであれば、カントの思想の中心は人間の自律であるとも言える

であろうし、後者の立場を見るのであれば、自律の枠内では収まりきらない人間と神の関

係が展開されているものと言えるであろう。本章では、後者に依拠しつつ、カントの思想

の中に宗教的思想を見るものであるが、それはどのようにしてなされるものなのであろう

か。人間と神の関係につき、『実践理性批判』と『オプス・ポストゥムム』を検討していく

中で、考察するものである。 

 

第 2 節 『実践理性批判』にみる人間と神の関係 

 1788 年に上梓された『実践理性批判』は、『純粋理性批判』の議論を踏まえ、理論理性

からではなく、実践理性を通じて私たち人間と神の関係を考察しようとしたものである。

無論、こうした観点以外からの『実践理性批判』に対するアプローチは可能ではあるが、

本節では『実践理性批判』第二編「純粋実践理性の弁証論」にある次の一節を踏まえて議

論を進めていきたい。 
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  ある純粋認識を実践的に拡張するためには、ある見地［意図］がアプリオリに与えら

れていなければならない。つまりすべての理論的原則に依存しないで、意志を直接に

決定する（定言的）命法によって実践的に必然的と考えられる（意志の）客体として

のある目的が与えられていなければならない。そして、ここではそれは最高善である。

最高善が可能であるためには、しかし、三つの理論的概念（中略）を前提としなけれ

ばならない。すなわち、自由、不死、神である215
 

 

ここでカントが論じていることは、私たち人間が定言命法を遵守することによって、最高

善に到達することができ、そしてその最高善の実現を保証する為のものとして、自由、不

死、神が想定されねばならないということである。そして留意せねばならぬことは、私た

ち人間の目的は最高善の実現であって、神はその為の付随的な存在でしかないということ

である。『実践理性批判』は、最高善を通じて神が導出される故に、その議論の中心は神な

のではないかと想起されがちではあるが、むしろその中心は人間であることに注意しなく

てはならないだろう。さて、それではカントは『実践理性批判』を通じて、私たち人間と

神の関係をどのように論じようとしたのであろうか。 

 

（1）『実践理性批判』に於ける人間像 

「純粋実践理性の分析論」の第七節「純粋実践理性の根本法則」は、『実践理性批判』に於

いてカントが論じようとした人間像の一端を表わすものと考えられる。 

 

  君の意志の格率［行動方針］が、つねに同時に普遍的立法の原理として通用すること

ができるように行為しなさい216
 

 

上記引用は、カントが、私たち人間は感性的に影響されることを限りなく排し、「～すべき」

という定言命法に従いながら、道徳的に生きることが可能であることを主張しているもの

と捉えられる。しかし、その一方でカントは「だれしも自分を幸福にするよう努めるべき

であるという命令があったとすれば、それは馬鹿げたものであろう」217と論じていること

は、私たち人間が徳を追求する存在でありながらも、自らの福にも配慮しなければならな

いことを示すものであると言うことができる。こうした一見相反する人間像は、カントが

『純粋理性批判』に於いて論じた感性界と叡知界に跨る両義的存在としての人間像と重な

るものと言える。そして、両義的存在としての人間は、自らの根源的な（すなわち感性的

でありつつも、叡知的存在としてある）性質に従い、福と徳を同時に追求しうる存在とし

て語られる訳である。そしてそうした人間の目標として最高善が導出されるのに至るので

ある。 

 

（2）最高善思想とは――その矛盾と克服 

 カントは『実践理性批判』に於いて最高善を次のように定義している。 

 

  徳と幸福がいっしょになって、ある人格が最高善を所有することが成り立つ218
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カントの論じる最高善思想は、道徳法則の遵守を念頭に置いている為219、ストア学派的に

捉えられかねない要素を含んでいるが、その性質は、浄福(Seligkeit)に似つつも、浄福と呼

ぶことはできないとしている点220で、やはりカントは私たち人間の感性的側面に配慮して

いたことが看取されるのである。そこにはカントが私たち人間が両義的存在であることに

即して、その目標を提示しようとしたカント独自の最高善思想を見ることができよう。 

さて、徳と福はその性質が相反するものである故に、既存の方法ではその統一を図るこ

とはできない。また、カント自らも徳と福にその必然的な関係はないとしている。しかし、

本節冒頭でも触れたように、私たち人間の目的は最高善の実現であり、それは人間にとっ

て必須のものなのである。そうした中でカントは、感性界と叡知界に属する福と徳という

相異なるものを統一させるものとしての神を要請するのである。 

 

  それにもかかわらず、しかし、純粋理性の実践的課題、すなわち最高善にむかう必然

的な努力においては、このような連関が必然的なものとして要請される。（中略）以上

の理由からして、この連関の根拠、すなわち幸福と道徳性との厳密な一致の根拠を含

む、全自然の原因でありながらしかも自然とは別なもの［すなわち神――引用者］が

存在することもまた要請される221
 

 

 ここまで『実践理性批判』に基づいて、カントの考える人間像、そこから導出される最

高善ならびに神の存在について確認してきた訳であるが、その議論に通底するのは神の要

請は図られているものの、一貫して人間が中心とされており、神はそれに付随して立ち現

われてくるといった思想と言えるだろう。私たちは、神というものが問題とされると、私

たち人間と神との関わり（すなわち宗教的な関係）を想起しがちであるが、尐なくとも『実

践理性批判』を確認する限りでは、そのような関係を見ることはできない。強いて言うの

であれば、人間の自律を神が補助的に支える関係にあると言えるのではないだろうか。こ

こで確認されることは、あくまでも最高善を通じた私たち人間と神の関係であり、そこに

は神との直接的な関係を見てとることはできないものと考えるのである。 

 

第 3 節 『オプス・ポストゥムム』における人間と神の関係 

 『オプス・ポストゥムム』（以下『遺稿』）は、カントの最晩年に書かれた著作である。

1000 ページ以上、13 束からなる膨大な原稿群では、カントが生涯に渡って関心を寄せた内

容が、体系的ではないものの、縷々展開されている。本節では中でもカントが 1800 年から

1803 年にかけて執筆し、人間と神の関係について論じた束、第 7 束(Siebentes Konvolut)と

第 1 束(Erstes Konvolut)に注目し、その内容を検討していきながら、本章のテーマである人

間と神の関係について論証していきたい。222
 

 さて、『遺稿』が道徳法則を通じて、神を展望しようとしていることを見るものであるが、

この方法は第 2 節でも見たように『実践理性批判』の中で論じられた神の導出方法と何ら

変わりがないもののように映る。果たして『遺稿』における神と人間の関係は、『実践理性

批判』に於ける思想的地平に収斂されるものなのであろうか。それとも『遺稿』独自の思

想的地平を展開するものなのであろうか。カントが道徳法則を論じていく上でその中心と

なる定言命法に着目しながら、『実践理性批判』と『遺稿』の思想的異同を考察し、私たち
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人間に神はどのようにして立ち現われてくるのかについて検討していく。 

 

（1）最高善要請の神から人間に内在的な神へ 

 カントが『遺稿』に於いても、道徳法則から神を展望しようとしていた、ということは

先にも触れた通りであるが、一見、その方法は、以下のような議論を確認する限りでは、

『実践理性批判』で展開されている論理と何ら変更点がないようにも見える。 

 

  人間の中には技術的／実践的理性の原理があり、それは条件付きの方法の顧慮に於い

て、目的とする意志の関係である。（中略）その命法は条件付きである。しかし自由な

存在としての人間の中には、道徳的／実践的理性の原理にしたがった命令があり、定

言的義務の命令である223
 

 

  人間の精神の中には、道徳的・実践的理性の原理があり、それを尊敬し、従うことは

まさに必然であり、定言命法は肯定や否定の形式（両親を敬え、殺すなかれ）と一致

し、無条件的に幸福（至福）の要件を明らかにする224
 

 

第 7 束に見られるこうした議論は、『実践理性批判』に於ける定言命法と仮言命法への言及

ならびに、定言命法の遵守を通じた人間の幸福すなわち最高善の追求とまさに思想的に同

質のものであり、『実践理性批判』に於ける議論の枠内にあるものと言えるのである。しか

し、反面で同じく第 7 束で展開されている最高善の追求の手段としてある神の要請の否定

は、『遺稿』が『実践理性批判』の枠には収まることのない思想的地平にあることを示唆す

るものでもある。 

 

  私の外にある存在はない。その存在は、世界のある現象を説明する仮定的存在として

要請されるのではなく、むしろ普遍的実践的原理の義務の概念は人間理性の理想とし

ての神の存在の概念に含まれる225
 

 

無論、『遺稿』にある下記のような議論は、最高善を踏まえた要請の思想と見受けられるが、

『遺稿』第 7 束、第 1 束を通じて、こうした内容はごくわずかなものであり、やはりここ

では最高善実現の手段として論じられる神は、議論の中心ではなくなっているものと考え

るのである。 

 

  哲学（知恵の学説）が、ドイツ人の間で世界知[Weltweisheit]と呼ばれるのは、彼らの

間で知恵や学問は最終目的（最高善）を意図しているからである。つまり知恵は厳密

な意味では神のみに与えられ、同時にそのような存在は全ての力を与えられている。

神なしでは最終目的（最高善）は、現実性のない観念であるだろう226
 

 

 最高善の追求は、感性的人間でありながらも、なおかつ叡知的存在としてある人間の根

源的な本質に沿って行われるものである。しかし、その感性界と叡知界という相反する場

所から発現される福と徳といった相矛盾する概念を一致させるためには、感性界と叡知界
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を覆いつくす全能の存在が要請されなければならない。神はまさに人知に及ばぬことを実

現させる為の手段として、出現させられることが余儀なくされている訳である。一方で、

先に示した「世界のある現象を説明する仮定的存在として要請されるのではなく」227の件

はカントがまさに『遺稿』に於いては、神を要請するというこれまでの思想を排し、新た

な段階に入ろうとしていることを表わしているものと言えるであろう。こうした『遺稿』

の独自性に関しては、先行研究に於いて、次のように論じられている。 

 

  最高善の概念、そのためにつくられた道徳的神証明を通じた 1780 年代から 90 年代ま

での道徳神学のようではなく、定言命法を通じてのものである。ここでは以前のよう

に神の義務としての全ての義務の宗教的理解が後付け[nachträglich]に繋がれているの

ではなく、むしろそれが道徳的人間に直接的に必然的に与えられている。定言命法は、

直接神へと誘導し、それどころか、神の実在の保証人[Bürge]でもある228
 

 

  カントは今や神の現実存在の証明を維持できぬものとして、また不適法に理論的なも

のとして拒絶する。カントは『実践理性批判』において最高善 Summum Bonum に言

及することによって、この証明に依拠していたのである。立場のこの変化をカントは

どこにも明示的な言葉では表明しておらず、（中略）彼の議論の調子全体は、より厳密

な道徳的性格を持つような証明に置き換える方向へと向かっており、神の理念と道徳

的命令との直接的関係に強調が置かれるようになる229
 

   

  神は実践理性・定言命法を通じて自己を啓示する。つまり定言命法の立法者は神であ

る。（中略）こうして神はもはや『実践理性批判』の道徳性と幸福の一致のために要請

された神をはるかに凌駕する230
 

 

定言命法から神を直接的に導出する方法は、これまでの最高善を通じた神の要請という

ものとは大きく異なると言えるだろう。カントが『遺稿』に於いてこれまでの要請に基づ

く人間の外的存在として立ち現われる神を中心とせず、人間の内面に直接的に現れる神、

すなわち内在的な神の追求へとその思索の方向を変えたものと考えるのである。 

 

（2）内在的な神の導出とその展開 

 定言命法を通じた内なる神の導出は『遺稿』に於いて以下のように展開される。 

 

  定言命法のおかげで、たとえそのような力をもった存在が確定的でないにしても、（道

徳的）義務の法則は、神的命令として全ての人間の義務の承認である。ここで命令の

形式は、その事柄の本質をなす。定言命法は神の命令であり、この決定は空虚ではな

い231
 

 

  道徳的／実践的理性は強制つまり純粋理性の命令を持ち、それを定言命法を導く。（中

略）人間の義務の認識はまるで実際の世界審判者を想定するかのような同じ力を持っ

た神の命令としてある232
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神の概念は、人間を正しいことの原理[Rechtsprincipien]に従って、最高の道徳的存在に

よって道徳的存在にする理念である。というのも、これは定言命法に従って、神の命

令を義務として見るからである233
 

 

  定言命法とそれに基づく神の命令としての全ての人間の義務の認識は、神の存在の実

践的証明である234  

 

私たち人間の義務から神を導出する論理は『実践理性批判』に於いても論じられている

ことではあった。しかし、それは人間の義務を通じて自由を導出し、叡知界の属性を持つ

自由を媒介にしながら神を展望するという質のものであった。反面で『遺稿』は、人間の

義務から直接的に神に至ろうとするものと考えられ得る。 

 しかし、当然のことながら、何故に義務が直接的に神の導出に至るのかについては、疑

問が呈されることであろう。『実践理性批判』に於いて見られた最高善追求の論理は、福と

徳という互いに位相の異なるものを一致させる為に全能者たる存在の助けを借りざるを得

なかったのである。言わば、神に全てを預けるという論理はある意味、理解可能なもので

はある。それでは、神をある目的の為の手段としてではなく、直接的に導出することがど

のようにして可能なのであろうか。その答えを探すべく、『遺稿』を考察してみる。注目す

べきは、カントが私たち人間を義務を負う存在として論じ、神を私たち人間に義務を課す

が、自らは義務を負うことがない存在として描いていることである。 

 

  1.力だけを持ち、義務を持たない存在（その法則と原理に従った道徳的／実践的理

性）：神 

  2.力も義務も持つ存在：人間235
 

 

  神は道徳的に義務付け[allverpflichtend]する最高の力であり、道徳的に義務付ける存在

である。しかしいかなる関係に於いても義務付けされない236
 

 

  神の概念に於いて人は、ある人格、まずはじめに力を備え、次に義務に拘束されるこ

とのない理性的存在を考える。それに対し、他の全ての理性的存在は義務の命令を通

じて制限される237
 

 

  この対象［神――引用者］は人格として純粋な力を持ち、義務を持たない。それ故、

技術的／実践的見地と同じく、道徳的／実践的見地に於いて全能であり、全知であり、

真の善つまりまさに目的であるところのものと考えられる238
 

 

つまり、カントは『遺稿』第 7 束ならびに第 1 束を通じて、私たち人間は義務を持つ存在

であり、反面で神は義務を課す存在であるということから神の導出を図っている。それは

私たち人間は義務を負う存在であるが故に不完全であり、不完全を想起できるということ

は、完全が存在し、義務を課す存在者としての神に至るという論理に基づいて、直接的に

かつ内的に神を導出しようとしているものと考えられるのである。 
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 さてこのように『遺稿』は、定言命法を通じて直接的に神を展望する地点へと到達する

のであるが、こうした人間と神の関係は私たち人間の単なる思惟によるものと批判される

可能性も含んでいる。確かに、上記のカントの議論は、アンセルムスが神の存在証明を行

うに当たって、それ以上大きいものが考えられないものが、人間の思惟の中には存在する

にも関わらず、思惟の外には存在しないのは矛盾であり、故に神は存在するとした議論239

と同質に映る向きもあり、カントが三批判書を通じて展開してきた批判哲学の地平を無き

ものにしてしまうのではないかと懸念されるのである。しかし、そうした懸念を払拭すべ

くカントによる以下の議論に着目する。 

 

  人間の精神の中には、人間の心に内在する経験的／実践的な原理としてでなく、むし

ろ無条件の命令の純粋な原理、まさに立法である定言命法の原理がある。（中略）概念

からの総合的原則は、思弁的哲学に起因するのではなく、そのようなこと（神は存在

する）は超越論的哲学に向かうのが必然である。そうでなければ、超越論的哲学は拡

張しない。それは実践的哲学であり、普遍的に規定しなければならない。つまり、定

言命法の義務関係を含み、唯一として考えられる対象と関連づける240
  

 

  超越論的哲学は、理念の総体の学説である。（中略）純粋理性を通じて作られるこの理

念の対象は、その存在に関わる限り常に中身のない概念[sachleerer Begriff]である。し

かし道徳的実践的理性に於いてこの理念はその概念と同一である人格性のおかげで現

実性を持つ241
 

 

先にも述べたが、人間の不完全性、神の完全性に依拠した議論は、ともすれば観念的な議

論に終始する危険性がある。カントは私たち人間の理性の対象が常に空虚なものとして捉

えられかねない危険性に留意しつつも、思弁ではなく、総合的原則に基づくと論じている

ように、人格性（すなわち私たち人間の良心の呵責や罪悪感）に言及する中で、理性理念

が私たちにとって現実性を持って立ち現われてくることを展開しているのである。そして

こうした議論を踏まえて、ようやく私たちは『遺稿』の中で半ば唐突とも言える形で登場

する内在的な神への言及（例えば「神は私たちの中にある[est Deus in nobis]」242のような）

を理解することができるのである。 

 ただし、本節冒頭にも触れたように『遺稿』は、カントによる体系的な思想が展開され

ているとも言い難く、内なる神が論じられた直後に神は単なる人間の思惟の産物とも取ら

れかねない議論が展開されている。『遺稿』はそれを解釈する者の立ち位置によってその議

論の方向が変わる危険性を孕んでおり、故に『遺稿』を論じることが難しいと言えよう。

これまで見てきたようにカントが『遺稿』に於いて『実践理性批判』で展開された神と人

間の関係とは異なる新しい関係を提示しようとしたものと考えている訳であるが、果たし

てそうした視座は、恣意的な解釈によるものではないだろうか。次項に於いては、『遺稿』

自体が内包する議論の難しさと、それに関する先行研究を確認しながら、『遺稿』第 7 束、

第 1 束に関する考えを提示していきたい。 

   

（3）先行研究に見るカントの『遺稿』の神概念について 
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 神の存在が単なる人間の思惟の産物であるかのような議論は『遺稿』第 7 束、第 1 束双

方に於いて散見される。 

 

  道徳的／実践的理性の対象はある。それは神の命令と同様の義務の原理を含み、その

為に人間の他に[ausser]特別に存在する主体を想定する必要はない243
 

 

    全ての人間の義務は超人間的すなわち神としての命令としてみなされる。それは特別

な人格がこれらの法則を公布するのに前提とされねばならないようではない[nicht als 

ob]
244

 

 

    定言命法は私の他に最高の命令する主体を前提としない。むしろ私の理性の中に置く
245

  

 

前項で見たような人間と神の関係を踏まえるならば、こうした神の理念をそもそも批判

的に捉えるカントの議論には、驚きを隠しきれないが、『遺稿』を人間の自律に重点を置く

『実践理性批判』の地平から解釈しようとするのであれば、カントが論じていることも理

解できよう。それでは、やはり『遺稿』も『実践理性批判』と同じ思想的地平に位置し、

本章が主張するような神と人間の関係における思想の独自性は見られないのであろうか。 

 アディッケス(Erich Adickes)は、『遺稿』第 7 束ならびに第 1 束の議論を踏まえながら、

次のように自らの考えを展開している。 

 

  追求される超主観的存在は私たちの精神の主観的有効性のみに変わるのではない。そ

こでは実践的・道徳的存在に関する問題があり、（中略）超主観的存在が考えられると、

確かに主観的な根拠から人格的信仰に於いて理解される。超主観的存在はそれを通じ

てその客観的存在がほんのわずかでも失われることはない246
 

 

実際に妥当なのは[das tatsächlich Gegebene]、カントによれば私たちの精神の中でそれ

ぞれの人間の内にひびく定言命法が同時に命令を表わし、その遵守を促進する存在と

しての神の理念と結びつくということである247
 

 

アディッケスは、神の理念が単なる人間の思惟の産物によるものではなく、それが内的で

ありつつも確実に存在することを示唆しているものと考える。そしてアディッケスが神の

内在化のみならず、内在化の枠組みには、収まりきらぬような神概念について言及してい

ることにも注意しなければならないだろう。彼は、『遺稿』第 1 束にある「人間の理性には

義務の為の原理がある。（中略）しかし、その前に全ての膝を屈める[doch aller Knie beugen]

理念である」248と論じながら次のように議論を展開している。 

 

  この箇所[上記引用――引用者]では、神は「本質的」でもある。つまり超越論的哲学

にとって「理念」つまり理性理念である。その前ではもちろん膝を屈める意味は無い。

もし「しかし」があるとするならば[Wenn das „doch‟ geschieht]、神の理性理念が人を屈
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めさせる（カントもその下に）ことの確信にしたがって超主観的存在をかなえるとい

う理由によるものである249  

 

『遺稿』ではほぼ同一の文言が複数ページに渡り散見されることがよくあるのだが、「～の

前に膝を屈める」という内容は、第 7 束、第 1 束を通じて繰り返し、議論されている。250

それでは、私たち人間が何かの前で膝を屈めるとは、どのようなことが想定できようか。

ここからカントが内在する神のその先に、自らの前に立ち現われる何かを意識していたも

のと考えるのである。 

アディッケスと同様に、『遺稿』に於けるカントの宗教思想を論じたヴィマー(Reiner 

Wimmer)の Kants kritische Religionsphilosophie についても言及しておきたい。ヴィマーは、

これまで論じてきたのと同様に、『遺稿』第 7 束、第 1 束と『実践理性批判』とでは神の現

れ方が異なることに着目し、自身の論を進めていくのであるが、その内容はまずは、最高

善要請体系の否定と、神の内在化へと展開していくのである。 

 

  『遺稿』の中で要請の体系[Postulatenlehre]は、問題にならない。（中略）神は目的のた

めの手段として、その対象の可能性のために必然的に存在されうる考えられる最高の

存在として現れるのではなく、むしろ神自身の為に[für sich]、自身から[aus sich]存在

するものとして現れる251
 

 

そして更に、ヴィマーは、『遺稿』を紐解く中で、カントによる一見矛盾とも見える議論を

俎上に載せながら、自らの主張を構築していくのである。例えば、『遺稿』の「定言命法は、

私の外にある命令の主体を前提としない、むしろ私の理性の命令あるいは禁止である。そ

の反対に定言命法は、それは全ての逆らうことのできない力を持つものと見なされるある

存在から出る」252を引きながら、「一文目は明らか。二文目は問いを投げかける。ここで

問題となっている逆らうことができない力を持つものは私の理性ではないのか。この存在

は誰なのか。なぜ私たちは私たちの理性の外に定言命法の他の起源を想定しなければなら

ないのか」253と疑問を呈している。こうしたヴィマーの姿勢は、カントが『遺稿』に於い

て論じようとした神が一体如何なるものなのかを真摯に探ろうとしていることの表れとも

言えるであろう。そして、以下に見られるヴィマーの議論は、アディッケスと同じく『遺

稿』に於ける神が、ただ単に神の内在化という枠内でのみで語られるのではないことを示

唆しているようにも考えられるのである。 

 

  カントが定言命法の自然からの独立性[Naturunabhängigkeit]とそれに対する優位性

[Naturüberlegenheit]についての言及に従えば、暗黙のうちに前提しうること。つまり神

はまだ名目上[angeblich]残るということである254
 

 

  しかし実際、人間理性は無限の力[Allgewalt]を持っていないので、それが無意味にな

ることを避けるために、全能の存在の現存[das Dasein eines allmächitigen Wesens]を要請

しなければならない255
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 しかし、反面でヴィマーの議論の中に見られる「名目上」あるいは「要請」という文言

にも留意しなければならないだろう。これらの文言は、内在的な神に収まりきらない神概

念を消極的に取扱うようにも映り、のちにヴィマーが、「神の支配[Theonomie]は理性の自

律を排するものではなく、むしろ含めるものである」256と論じるように、『遺稿』の神を、

理性の自律の上での内在的な神の枠内に収めようとする彼の思想の一環としてあるものと

考えられるのである。無論、こうしたヴィマーによる議論を『遺稿』の神を巡る一つの解

釈として理解するものではあるが、以下にあるようなカントの議論を確認する限りでは、

『遺稿』の神を単に内在する神としてだけで論ずるのは難しいものと考えるのである。 

 

自身が創造者である存在の理念は、根源的な存在であり、実践理性の産物（抽出物で

はない）である。その概念（主体）は（客体）と同じであり、矛盾することなく超越

的である257
 

 

  神は私の外の実体としてではなく、むしろ私の中の最高の道徳原理として表わされる。

しかし、間接的に私の中の力は（中略）力と知恵の理想であり、一つの概念の中では、

それは私の外の実体として、私の神の遍在[allgegenwart]の決定根拠である258
 

 

  神は、私の外にある存在ではなく、むしろ私の中にある思考[ein Gedanke in mir]である。

（中略）それゆえ神は私の中に、私の周りに、そして私の上にある[ein Gott in mir um 

mich und über mir]
259

 

     

『実践理性批判』に於いて論じられた、最高善要請の神と比して、『遺稿』で論じられ

ている内在する神は、その内実に於いて異なる次元にあるものであると言えるだろう。そ

してさらに刮目に価することは、『遺稿』の神がただ単に内在化の議論に終始することなく、

神概念の更なる発展を見せていると考えられることである。すなわち「主体であり、客体

であり、かつ矛盾しない」というような一見矛盾していると思えるような議論によってカ

ントは何を表わそうとしてのであろうか。また、「私の中にあり、かつ遍在する」、「私の中、

周り、外にある」神とは、どのような神を意味するものなのであろうか。これまでも論じ

てきたようにカントが『遺稿』に於いて論じた神というものは、内在的なのか、超越的な

のか、ましてや人間の思惟によるものなのかと一言で断定できない性質を持つものと言え

るだろう。故にこの一つの観点からは語りきれない神を論じる新しい神概念が必要となる

ものと考えるのである。 

さて、ここまで『遺稿』第 7 束ならびに第 1 束に於ける神概念と展開を見てきた訳であ

るが、ここから理解されることは、カントが『遺稿』に於いて主張してきた神概念は、『実

践理性批判』に於いて展開された人間と神の関係を遥かに超える新たな関係を構築する、

と言えるであろう。先に見た、アディッケスの議論は、内在的な神から、私たち人間が膝

を屈めざるを得ない対象としての完全者を導出し、また、ヴィマーの議論は、逆説的に人

間の中に収まりきらない神概念を垣間見せることになった訳である。そしてその私たち人

間と神の新たな関係は、言わば直接的な関係と考えられるものでもあり、新たな神概念、

新たな人間と神との関係を提示するものと考えられるのである。 
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第 4 節 人間と神の直接的な関わりから宗教へ 

 これまで見てきたように『遺稿』の議論は、『実践理性批判』で論じられた私たち人間と

神の関係を遥かに超えて、新しい神概念を提示するものと言えよう。ただ単に人間に間接

的、補助的に関わる神ではなく、また人間の内側のみにおいて、場合によっては単なる人

間の思惟の産物とされる危険性がある神でもなく、まさに私たち人間に内在的であり、か

つ超越的な神が論じられているのである。定言命法を通じて、私たちに義務を表わす神は、

私たちの道徳的意識に働きかけ（内在的に現れ）、またそれを通じて人間の不完全さを顕わ

にする（神は完全な存在として、人間にとって超越的な対象として現れる）。こうした人間

に対する直接的な神の顕現は、私たちを宗教に誘うものと言えるのではないだろうか。 

 

  宗教はある存在の尊敬であり、その前に他のあらゆる存在は膝を屈める。そしてあら

ゆる存在は、その威厳を唯一として支配されると感じる260
 

 

勿論、『実践理性批判』に於いても、最高善思想が私たちを宗教に導くような議論261も

見られるが、カントが理性信仰と論じるように、やはり『実践理性批判』の主たる眼目は、

人間の自律を論じることであったと考えるのである。262『遺稿』の議論に於いて、注目す

べき点は『実践理性批判』ならびに他の批判書に通底する人間の自律の思想を脇に置き、

私たち人間の不完全さを提示したことにあるのではないだろうか。 

さて、人間の不完全性の議論は、『たんなる理性の限界内の宗教』（以下『宗教論』）と

も関連するものである。『宗教論』は、『遺稿』同様にカント晩年の作品（1793 年）と位置

づけられ、根元悪思想の導入を中心に、三批判書とは異なる思想的地平を以って展開され

るものである。『遺稿』で論じられた神概念（これを内在的かつ超越的な神と捉える）が、

果たして『宗教論』の議論とどのように関わりあうのであろうか。次なる課題として考え、

カント晩年の宗教思想を総括していきたいと考えている。 
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第 7 章 『宗教論』と『オプス・ポストゥムム』の思想的連関 

 

第 1 節 はじめに 

本章はカント晩年の宗教思想ならびに神概念を主に『オプス・ポストゥムム』（以下『遺

稿』）第 7 束、第 1 束と『たんなる理性の限界内の宗教』（以下『宗教論』）第三編の連関の

中から考察するものである。 

『遺稿』で展開される神概念は、私たち人間を定言命法を通じて義務を負う存在として

捉え、反面でそれを命じる存在を義務を負わない完全な存在として考えるところから生じ

ている。こうした義務を課される、課すという関係は私たち人間を不完全者として現し、

それに付随して完全者としての神を想起させるものであると言えるだろう。また、このよ

うな神の現れ方は義務を媒介にした人間と神との直接的な関係をも、もたらすものと考え

られるのである。一方、『宗教論』で論じられる神概念は、根元悪思想とその克服の過程に

於いて現れる神と言うことができる。それは、根元悪を備えた不完全者たる私たち人間と、

そうした人間の根本的な善いもの（原像）を引き出す完全者（神）との直接的な関係をも

たらすものと言える。 

こうした『遺稿』と『宗教論』に通底する私たち人間と神の直接的な関係は、私たち人

間が自律的な存在であるが故に神を要請するという三批判書で論じられた理性宗教の地平

とは異なるものとして捉えることが可能ではないだろうか。『遺稿』の神概念と『宗教論』

の神概念を探る視点は他にも考えられようが、本章では、双方の神概念に同一性を見なが

ら、カントが晩年に志向していた私たち人間と神の関係、人間社会と神の関係を検討して

いくものである。 

 

第 2 節 『遺稿』と『宗教論』の神の関わり――フェルスターの議論を媒介に 

本章に於ける『遺稿』と『宗教論』の神概念の議論を展開する前に、フェルスター(Eckart 

Förster)の議論に着目し、彼の論じる『遺稿』と『宗教論』の神概念の関係性・同一性、そ

してそこから導出されることについて検討していきたい。勿論、フェルスターの展開する

議論と本論で主張する内容は異なるものなのであるが、『遺稿』と『宗教論』の神概念を同

じものとする視点から捉える彼の議論は本章の展開の上で大きく役立つものであり、また

その議論の結論が主張の異なるものであったとしても、逆説的に本章の主張を際立たせる

ことが可能になると考えるからである。 

フェルスターは、その論文 KANT’S FINAL SYNTHESIS ――An Essay on the Opus postumum

の中で、「このように分析的に導出された『宗教論』第三編による倫理的共同体の道徳的統

治者としての神概念は、『遺稿』のこれらの束の中で影響を及ぼしている[operative]ことは

明らかである」263と論じ、『遺稿』の神と『宗教論』と神の同一性に着目する。彼の『宗

教論』に於ける神概念の定義は｢倫理的共同体の創設者[founder]としての神｣264ということ

になるのだが、詳しくみていく中でまずはその神概念を明らかにしていきたい。 

 

  倫理的共同体は、公共の法の下での全ての人々の統一である。その立法は、法律的共 

同体としての行為の適法性ではなく、むしろ行為を引き起こす心術[disposition or  

Gesinnung]によるものである。（中略）心術は内的状態であり、他者に理解されず、と 
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きおり自分自身にも理解されない。私たちは他者を道徳的に判断できない。それゆえ 

倫理的共同体の為に民衆以外の誰か倫理的な立法者がいなければならない。同時にそ 

の法律は倫理的法律ではない他の意志から現れる形式だけの法律として考えられては 

ならず、その一致する義務は、徳の義務に束縛されている265
 

 

フェルスターはこうした議論を展開しながら、その倫理的共同体を創る存在としての神の

必要性を論じている。しかしこの議論のみでは、彼が『宗教論』に於いてどのような神概

念を抱いていたのかを知ることはできないだろう。すなわち、その神が理性宗教の根底に

あるような私たち人間の自律を念頭に置いた要請される神なのか、あるいは人間の不完全

性を基本に於いて、人間との直接的な関係を構築する神なのか把握することはできないの

である。 

 そうした一見捉え難いフェルスターの神概念を解読する上で手掛かりとなるのが、彼が

自らの議論の中で幾度となく登場させる Selbstsetzunglehre（自己定立の学説）という術語

ではないかと考える。彼はその術語を『純粋理性批判』や『実践理性批判』で論じられた

ような理論理性と実践理性の働きを見ていく中で位置付けていくのである。 

 

  自己定立の学説とは次のものである。経験的な自己意識は（中略）私が私自身を空間 

や時間の中で物理的対象として定立[posit]していくこと。しかし、（中略）私は私自身 

を対象として定立するだけではなく、私を人格[person]として構成する。すなわち、そ 

の行為を私に帰する存在として構成するのである266
 

 

カントによれば私たち人間が自らの外界に広がる対象を捉えることができるのは、自ら

の感性と理論理性の働きによるものとされる。事物の認識に際しては勿論、外界に広がる

対象自体（物自体）を把握することはできないのであるが、私たちの感性に現れる何らか

の刺激と自らの理論理性の投げ込みによって、私たちの認識というものが行われていると

言えよう。自己定立とはこのような考えの延長線上にあるものであり、まさに自らの投げ

込みが世界を構成するという方法を表わすものと言える。フェルスターのいう私たち人間

自らによる人格の構成は、理論理性と同様の、実践理性による自己定立に依拠するもので

あり、まさに人間の自律を体現するものであると考えられる。フェルスターの考える『宗

教論』に於ける神概念は、人間を中心としつつも、人間が為し得ない部分を神に依拠する

という私たち人間の自律に基づく、要請の神ということになるだろう。 

 それでは、フェルスターはこうした『宗教論』に於ける神概念と『遺稿』の神概念にど

のような同一性を見出していくのだろうか。彼は、定言命法と人格の関わりを論じていき

ながら神を導出していくのである。 

 

  私の自由は、私自身のような他の理性的存在との共存という事実によって制限されも 

する。私自身の自由の制限の状態は、全ての他の者の自由である。法は、この時点で 

自由自体から現れなければならない。というのも自由は制限され、それ自体が従属す 

る法をそれ自体で作ることによってのみ、自由なままであるからである。自由がそれ 

自体に法を課すそのとき、定言命法の形式の中で義務と力の概念がそのための結果と 
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して生じる。カントによればこの局面に於いて、私は私自身を人格として定める[posit] 

のである267
 

 

敷衍して論ずるのであれば、私の自由は他者の自由を侵害することがあり、それ故に真の

自由を創出するためには、自由の理念そのものが自由の法を作らなければならない。その

過程に於いて、自由の理念は、私たち人間に定言命法という形で義務を課し、自らを人格

として構築していけるようにする、ということではないだろうか。フェルスターによれば

『遺稿』で論じられる定言命法は、神との関わりをもたらすものではなく、人間の自律の

手段として位置付けられると言えるだろう。そして彼によって展開される次の議論は、『遺

稿』ならびに『宗教論』で表される神概念が、三批判書で展開した人間の自律とそれに伴

う神の要請の思想と軌を一にするものであることを示すものなのである。 

 

  カントにとって決定的なことは、もし全ての理性的存在者を統一する力と義務の関係 

に於いてその統一の可能性のために神に依存するという状況に置かなければ、自身を 

人格として定める[posit]ことはできないという事実である268
 

 

冒頭でフェルスターが、『宗教論』の神と『遺稿』との神の間に同一性を見ていること

について触れたが、これまでの議論の中で明らかになったことは、彼が論じる神は『宗教

論』の神は人間が倫理的共同体の統一に向かって、努力し続けることを保証する神であり、

『遺稿』の神は、私たち人間が自らを人格として構築し続けることを保証する神というこ

とではないだろうか。自己措定の体系の相で捉えられた『宗教論』の神と『遺稿』の神は、

まさに彼がその論文の前書きで「『第一批判』から『遺稿』に至るまでのカントの道徳神学

の発展を実践的自己定立[practical self-positing]のカントの理論の下で辿る」269と論じている

ように、人間の自律に基づく、要請の神という視点の中からその同一性が見出される訳で

ある。 

確かに、フェルスターのように『純粋理性批判』から『遺稿』に至るまでを、人間の自

律の相に基づいて解釈するのは、一つの方法であり、カントの宗教思想の体系性・一貫性

を語る上で有効ではある。とりわけ『宗教論』を契機としてカントの宗教思想の一貫性が

失われたとする議論に対しては有効な反論となるだろう。 

 

  カントの理性概念と彼の理性宗教の概念の閉鎖性が、ここ、すなわち、彼の宗教哲学 

において前提されており、根元悪の教説によってそれが邪魔されるということ、それ 

は（中略）おそらく否認されないであろう270
 

   

反面で、第 1 節でも触れたようにカントによる『宗教論』以降の晩年の宗教思想は、理

性宗教の概念のみで括るには余りある内容とも言えるのではないだろうか。カントの宗教

思想を一貫した体系性から論じるのか、あるいは『宗教論』を契機として体系性からの逸

脱、キリスト教への帰依と見るのか、はたまたカント独自の宗教思想の深化・発展と見る

のかは、その思想を検討するものの立ち位置にもよるのであろうが、本章では『宗教論』

と『遺稿』の神概念は、三批判書で見たような理性宗教の範疇では論じきれないカント宗
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教思想の発展と深化の中から示されるものであることを考察するものである。次からの議

論の中でそれらの神概念の検討と自身の考えの論証を行っていきたい。 

 

第 3 節 『遺稿』の神概念の検討 

(1)ウェッブ(Clement C.J.Webb)の議論を媒介として 

先のフェルスターの議論がカントの三批判書から『遺稿』までの神を人間の自律の相の

下での一貫した体系（まさに彼の言う自己定立の学説 Selbstsetzunglehre）の中で見るもの

であれば、ウェッブは、『遺稿』の神概念を自律の体系とは異なる考えの中から論じるもの

であると言えるだろう。 

 

  私たちは先にカントが既に（『実践理性批判』の中で）私たちの人格を私たちの中 

の自律の意志と同一のもの、また道徳法則と同一のものとする傾向があることに注 

目してきた271
 

 

ウェッブは三批判書に於けるカントの宗教思想を上記のように自律の相から捉えると同時

に、スミス(Norman Kemp Smith)の議論を踏まえながら「それ［『遺稿』――引用者］がど

のくらいカントの見解の中で本当の変化を示しているのかという問題の議論は、ケンプ・

スミス教授の『純粋理性批判詳解』第二版の第三附録の中で見つけられる」272と論じる中

で、それまでとは異なる位相にある『遺稿』独自の神概念の検討を始めるのである。その

視点は以下の議論の中に現れていると言えるであろう。 

 

  『遺稿』として発表された束の中の神に関する私たちの知識の主題に関して、カント 

によって書きとめられた文章の中には、私が思うに、カントが完全に明確にし、そし

て彼の哲学を一つの一貫した体系に無理に収めよう [reduce his philosophy to a 

consistent system]とするには不可能な幾つかのことがある273
 

 

  カントは生涯の最後に、彼より若い同時代人の率直な内在論[the open immanentism]に 

よって励まされて、彼は彼の若いころにとても支配的であった理神論[the deism]をよ 

り遠慮なく拒否していったのである274
 

 

カントの三批判書までの神概念を完全なる理神論として論じることは、いささか議論が

必要なことではないかと考えるが、フェルスターが論じているようにカントの宗教思想を

徹底した自律の体系から見ていくのであれば、それは理神論の派生形として考えられるか

もしれない。ともあれ、ウェッブは、『遺稿』の神概念の変化を、理神論の体系からの変化、

そして神の内在論への移行という相で見ているものと考えられるのである。そして『遺稿』

では、確かにウェッブの考えを裏付けるかのように、『遺稿』の神が内なる神を示唆するか

のような議論が展開されているのも事実である。 

   

そのような存在［神――引用者］があることは否定されることはできないが理性的に 

考える人間の外に存在すると主張することはできない。人間（私たち自身の義務、命 
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令に従って道徳的に考える）の中で、私たちは生き、活動し、存在する275
 

 

  道徳的／実践的理性つまり力と義務へ向かう人間の関係の理念の中に神は存在する。 

しかし人間の外の存在としてではない276
 

 

 この命令する存在は人間から区別される存在として人間の外にあるものではない277
 

 

  実践理性の無条件的、条件的義務を区別しなさい。一方の創始者は神であり、神は私 

の外にある存在ではなく、むしろ私の中の道徳的関係のみである278
 

 

さて、こうしたウェッブによる神の内在化に関する議論は、本章の主張とも重なり合う

ところがある。本章の立場は、第 1 節でも触れたように『遺稿』に於ける神の導出は、定

言命法を端緒としつつ、義務を命じる神と命じられる人間、そして義務を負わない完全者

たる神とそれを追う不完全者たる人間の関係の中から捉えられると考えるものである。そ

の導出は人間の自律のために、またその自律を支えるための最高善を創出する神とは異な

る、私たち人間にとって直接的な神の顕現とも言えよう。そしてその現れは直接的である

が故に内的でもあるとも言えるのである。私たち人間が感じることのできる義務の念や、

不完全さは、確かに私たち自身を超える存在を想起させはするものの、それらは人間自ら

の内に留まるものであり、そこから外的対象としての超越者を創出することは、議論に飛

躍があり、私たちの能力の越権に過ぎない。それ故にウェッブが『遺稿』の神を私たち人

間の内なる神であると捉えることは、一定の妥当性が見られる訳である。 

しかし、反面で、ウェッブが論じるように『遺稿』で論じられている神概念を単なる神

の内在論と捉えることにも注意を払う必要があるのではないだろうか。それと言うのも、

彼は神の存在に関して「その現存は呼吸よりも私たちに接近し、両手両足よりも私たちに

近い」279と言う中で、神概念の徹底した内在化を主張しているが、その議論は神の存在が

私たち人間と同一のものであり、さらには神の存在の否定にまで議論が至る危険性を孕ん

でいるからである。勿論『遺稿』に於ける「神はいるのか。人間の主体の外の実体として

の思考のそのような対象を証明することはできない。むしろ思考である」280という議論は、

神の純粋な内在化をカントが志向していたようにも捉えられるが、それは、私たち人間は

自らにとって超越的なものを認識することができないとするカントによる限界表現とも言

えるであろう。それではカントは、そのような限界表現に依拠しながらもどのような神概

念を論じようとしていたのであろうか。以下に検討していきたい。 

 

(2)ノアック(Hermann Noack)の議論を媒介として 

 ノアックは、その論文 Die Religionsphilosophie im Gesamtwerk Kants の中で『遺稿』に関

して言及し、次のように論じている。 

 

  『遺稿』に於いて（中略）なぜカントは宗教哲学の基本問題の以前の解決に満足せず、 

むしろ道徳的要請の体系を遥かに超えた[übersteigenden]、内容豊かな「超越論的哲学 

的」基礎付けに従って宗教的理念を求めたのか281
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『遺稿』の神概念を人間の自律や要請の神の視点ではない相から探ろうとするその考えは

ウェッブと同様のものである。一方で先にカントの内なる神概念が限界表現であると記し

たように、ノアックは『遺稿』の神が単に内なる神として論じられるものではなく、内な

る神でありつつもそれだけでは包摂しきれない内実を含んでいるとして議論を展開してい

るのである。 

 

  神の理念の中で論じられる超越的な内容について超越論的哲学は、確かに、この理念 

の内在的な使用の意味でだけ論じてよい。（中略）しかしそれは他方で、内在的な神の 

理念の中で表された主張の中の超越的なものを忘れてはならない[nicht vergessen  

darf]
282

 

 

 カントは｢宗教」と「良心的」[Gewissenhaftigkeit]であることの同列化には、外的に強 

制する形而上学的存在としての神に対する他律的従順[heteronomen Gehorsam  

gegenüber Gott]による束縛された神に対する尊敬を避けようとしたのは疑いない283
 

 

先に見たように、ウェッブは『遺稿』に於ける神概念の議論を単に私たち人間に内在す

る神として捉えただけであったが、一方でノアックは、その議論を更に進めて、何故カン

トは内在する神を論じる必要があったのかを検討しているのである。内なる神が私たちに

とって限界表現であるということは前項で触れたが、ただ単に神は不可知であるから限界

ということではなく、私たち人間の一方的な他律や盲従を避けるためにも敢えて内なる神

として論じる必要があるということをノアックは示しているものと言えよう。つまり、私

たち人間は自ら知り得ない者を独断で論ずることは許されないというカント批判哲学の内

実を踏まえ、私たちが知り得るもの（義務の念、良心の呵責、これらから生じる人間の不

完全性）に依拠しながら、それでも想定し得る私たちにとって超越的な対象としての神を

見るための方法として、カントは内なる神の議論を利用し、それを踏まえて外なる神を展

望しようとしたと言えるのではないだろうか。『遺稿』に見られる一見矛盾にも、また不可

解にも見られる議論も単に内なる神あるいは外なる神のいずれかを論じようとしているの

かという視点ではなく、カントが両方の重要性を論じていると見るのであれば相反する議

論を包摂した新たな神概念が展望されるものと考える。 

 

(3)『遺稿』の神概念試論 

これまでウェッブとノアックの議論を通じて、『遺稿』に於ける神概念が単に私たち人

間に内在する神ではなく、とはいえ人間の他律を誘発するような盲従を促す神でもなく、

内在する神に依拠しつつ私たち人間の外に想定され得る神であることを見てきた訳である

が、まとめの議論としてそうした神と人間の関係が『遺稿』ではどのように論じられてい

るのかについて確認しておきたい。カントは、単に神が私たちの上にある（「私の上にある

神、私の外にある世界、私の中の人間的精神」284）というような物理的な位置関係を論じ

るのみならず、私たち人間と神が双方、密接に関わりあうものとして以下のように論じて

いる。 
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  神[demiurgus]は自然的存在として人間を創造した。しかし正義、善、神聖性の原理を 

持った道徳的存在としてではない285
 

 

 人間は正しく行動しうるということは、確かに神によって命じられることであるが神 

によって強いられるのではなく人間がそれを決める286
 

 

人間が道徳的存在ではないというのは、三批判書で論じられてきた人間の自律の視点を揺

るがせにするものと言えるだろう。反面で、正しく行動することは、人間自身が決められ

るというのはどのようなことを表わしているのであろうか。この議論は単に神が正しい、

人間は正しくない、もしくは人間も正しいというようなものに終始するものではない。カ

ントは一見矛盾とも思われる表現の中に人間と神の間に相互のやり取りが必要であること

を見、双方が互いに関わりあう相互関係こそが『遺稿』の神概念であることを示そうとし

ていたように思われるのである。以下の議論はこのような人間と神の関係を表わす例とし

て示されるのではないだろうか。 

 

  人間は知恵を所有していない。人間は知恵を求めるだけであり、知恵への愛だけを持 

つ287
 

 

人間は責任を負わせることが可能な存在である。（中略）積極的に責任を負わせるだけ 

の存在は神である。責任をうけるに相応しい存在は人間である288
 

 

カントによれば知恵を持つのは神であり、人間は知恵そのものを持たない。しかし、人

間は知恵への憧れは持つのである。ここに知恵を授ける神と、その知恵への思慕を本来的

に持つ人間、言い換えれば自らの内に知恵の萌芽を持つ私たち人間の内なる神と外なる神

の相互関係が見出されると考える訳である。同様に、責任を負うということは責任能力が

あるものでなくては果たせないことである。勿論、私たち人間は不完全な存在であるため、

ありとあらゆる責任を負うことは不可能であろう。しかし、神が背負わせようとする責任

の一端を受け取る能力を見出すことは可能なのである。ここにも責任を課す神と帰責の能

力がある私たち人間の内なる神と外なる神の相互関係が見出されるのではないだろうか。 

『遺稿』に於ける「神は私の中に、私の周りに、そして私の上にある[ein Gott in mir um 

mich und über mir]」289という議論には、カントの上記で見たような人間と神、内なる神と

外なる神との相互関係が体現されているものとして考えられよう。それではこうした『遺

稿』の神概念を踏まえると、私たち人間と神の関係、そして人間社会はどのような様相を

呈するのであろうか。それらについてカントによる人間社会論とも言うべき『宗教論』第

三編の議論を中心としながら考察していきたい。 

 

第 4 節 『宗教論』第三編の神概念 

 『宗教論』第三編は、一般的に教会論と称されることが多々あるのだが、単にカントに

よる教会のあるべき姿のみならず、広く私たちが目指すべき人間関係、さらにはそれに基

づいた社会体制についても論じていると思われる。ここでは、カントが私たち人間と神の
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関係をどのように考えていたのかを考察し、そしてそこから生まれる人間社会とはどのよ

うなものであるのか展望していきたい。 

さて、『宗教論』第三編の議論に入る前に、その第一編、第二編を概観しておく必要も

あるだろう。それというのも第三編の議論は『宗教論』の始めに於いて展開される根元悪

思想が連綿と引き継がれており、その議論なくして、『宗教論』第三編に於ける私たち人間

と神の関係を考察することは不可能と考えるからである。勿論、第 5 章に於いて『宗教論』

第一編と第二編の考察は行っているので、内容の重複は避けたいが、議論の進める上で、

重要と思われる点につき確認しておきたい。 

 

(1)根元悪思想の概要 

 カントが『宗教論』に於いて議論している根元悪思想の難しさは、それまでカントが三

批判書を中心に論じてきた自律の思想と根元悪がどのように関わるのかという点にあると

考えられる。すなわち自律の思想の視点から見れば、根元悪思想は矛盾であり、逸脱であ

り、不可解ということである。 

 

  人間は悪だという命題がいおうとしているのは、人間は道徳法則を意識しておりなが 

ら、しかも道徳法則からの（その時々の）逸脱を格率のうちに採用しているというこ 

とにほかならない290
 

 

  この悪の根拠を、（一）ふつういわれているように人間の感性に、そしてそこに源を発 

する自然的傾向性に措定することはできない。（中略）またこの悪の根拠は、（二）道 

徳的＝立法的理性の腐敗にも措定できないのである291
 

 

カントのいう根元悪とは、私たち人間が周りから受ける影響つまりは感性由来のものでも

なく、反面で私たち人間が悪魔的ということを指すものではない。理性的、道徳的である

人間の意志の発現に於いて、現れる悪であり、故に根元的と考える訳である。 

 

  悪への自然的性癖が人間にあるということであり、この性癖は、最終的には自由な選 

択意志内に求められなくてはならないから、したがって責任を帰しうるものだから、 

この性癖そのものが道徳的に悪なのである。この悪はすべての格率の根拠を腐敗させ 

てしまうから根元的であり、同時に自然的性癖だから人間の力で根絶することもでき 

ないのである292
 

 

私たち人間が悪魔的ではなくとも、その根本が腐敗していると言うことであれば、その

性質はキリスト教の原罪思想を想起させるものである。しかしカントは「悪は最初の両親

からの遺伝により私たちのところに来たのだ、と表象することほど不適切なものはない」
293と論じる中で、カントの根元悪思想がキリスト教の原罪思想と軌を一にするものではな

いことを表わしている。確かに新約聖書の「ローマの信徒への手紙」には私たち人間が「善

をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。わたしは自分の望む善

は行わず、望まない悪を行っている」294との記載があり、それはカントの根元悪思想とキ
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リスト教の考えの類似性を表わすものではあるが、キリスト教に於いてはその悪の原因は

罪であり、神への依拠を以ってそこからの解放を目指すものと考えられるのである。反面

で、カントは「根源的素質（中略）それは善への素質なのである。したがって私たちには、

道徳的悪が最初にどこから私たちの中に入り込めるかについて、理解しうる根拠は現存し

ない」295と論じる中で、私たち人間の善の素質を前提としているのである。続く『宗教論』

第二編では、私たちの善の素質を引き出す方法として象徴的なイエス像が語られる訳であ

るが、そこでのイエスの役割は私たちを完全なる他律に導くものではなく、私たちの善の

側面を引き出す働きをしていると言ってよいだろう。 

 ここで留意しなくてはならないことは、私たち人間は自力で善の素質を引き出すことは

不可能ということではないだろうか。何らかの超越的なものとの関わりの中で自らの善の

側面を引き出す、ここにはカントの三批判書から連綿と続く自律の思想と、その一方で自

律のみでは語り尽くすことのできない思想の深化・発展を見ることができると考えるので

ある。 

 

(2)個人とイエス、集団と教会の関係 

 『宗教論』第三編は、第一編、第二編が私たち人間の個を議論対象とするのに対し、広

く私たちの人間関係またそれを基礎とする社会体制をも俎上に載せるものと考えられる。

個から社会へのカントの視点の広がりは、第一編で論じられた根元悪思想が個々人の視点

からでは対処できないことに端を発するものである。カントによれば個の次元で発現され

る悪は、不特定多数の他者との関係の中で増幅していくことになるのであるが、そうした

悪に集団として対処する方策としての共同体論、社会論が展開されていくのである。 

 

  このような危険［悪への危険――引用者］を招き寄せ（中略）原因や事情は、隔絶さ 

れて現存在するかぎりでの人間自身のそのままの本性からくるというよりは、彼が関 

係し結びついている人間からこそくるのである296
 

 

  人間の欲求はつましく、欲求を配慮する心性の状態は、穏やかで静かである。（中略） 

人間が人間たちのなかにいると、ただちに妬み、支配欲、所有欲、それにこれらと結

びつく敵対的な傾向性などが、それ自体では満ち足りている彼の本性を責め立てる297
 

 

上記のような議論は、私たちの人間関係がもたらす悪を考える上で分かりやすいものと言

えるだろう。自らが如何に善い人間であろうとしたとしても、私たちは他者あるいは社会

の中で影響を受け、悪を発現させてしまうことは日常的によくあることではないだろうか。

カントは、こうした点を踏まえて人間関係における悪、社会における悪について議論を行

っているものと思われる。 

 さて、以下にこのような悪の克服の過程を見ていく予定ではあるが、その前に一つ確認

しておかねばならないことがある。それは、人間関係、社会における悪が『宗教論』第一

編で論じられた根元悪思想を引き継いでいるのかどうか、という点である。先に見たよう

に根元悪とは私たちの感性由来のものではなく、人間の叡知的な側面に巣くうものである

と言えよう。しかし、人間関係による悪とは、人間が互いに影響されることによって発現
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される悪、すなわち感性由来の悪と考えられないだろうか。もし第三編で論じられている

悪が、感性由来の悪ということであれば根元悪思想は第一編のみで語られたものであり、

『宗教論』全体におけるカントの一貫性が失われてしまうであろう。本章の立場は、根元

悪思想が第三編でも維持されていると見るものであるが、根元悪思想と人間関係に於ける

悪をどのように捉えたらよいだろうか。 

 ディセンソー(James J. Dicenso)は、『宗教論』第一編の悪と第三編の悪の連続性を以下の

ように論じている。 

 

  この［根元悪の――引用者］分析は決定論的因果的枠組み[deterministic causal paradigm] 

を受け入れることなく、個人間・社会的存在に特有の文化の悪について述べるもので 

ある298
 

 

ディセンソーは、人間関係ならびに社会における悪が因果的枠組み、すなわち感性界にお

ける因果関係の中に入るものではないことを論じ、第三編の悪が、根元悪思想を引き継ぐ

ものであることを主張している。後に詳論するが、感性的な影響に依拠する人間は、法律

的な社会（適法性に基づく）の枠組みの中で収束せざるを得ない人間像を表わすものでは

ないだろうか。カントが論じようとしている人間関係ならびに社会は道徳性を求めるもの

であり、その議論の中心は悪の素質を備える人間がどのようにして、善の素質を発現させ

るかにあるといってよい。故にそうした点を顧慮するならば、第三編に於いても根元悪思

想が維持されているものと考えられるのである。 

それではカントは具体的に人間関係をどのように捉えていたのであろうか。その鍵を握

るのは、人間関係ならびに社会体制の適法性と道徳性に関する議論であると考える。私た

ちの生活する現代の日本社会は法治国家である。人々の傾向性、欲求をそのまま野放しに

したのであれば、カントも言及しているがホッブズ(Thomas Hobbes)の言うように、「各人

の各人に対する戦争」299ということになるだろう。そこで適用される法は、私たちの様々

な思いを支配し、社会秩序の安寧をもたらす訳である。反面で、国家や社会の秩序が重視

される向きもあり、法は私たち人間の道徳性を全て担保しているということではないと考

えられるだろう。こうした社会体制は勿論、私たちに最大公約数的な幸福をもたらし得る

ものではあるとは思われるが、その幸福の枠からこぼれる者も存在し、私たち人間一人ひ

とりの生にとって十全なものとは到底言えないのである。カントはこうした適法性（ある

程度の妥当性）のみを持つ社会体制を批判的に捉えながら、自らの実現すべき共同体を以

下のように論じている。 

 

  いかなる類の理性的存在者も客観的に、理性の理念においては、共同体的な目的へと、

すなわち共同体的な善である最高善を促進するようにと、定められているのである。

しかし最高の人倫的善は、自分自身の道徳的完全性のために個々の人格が努力するだ

けでは成就せず、むしろそれと同じ目的を持った一個の全体に、つまりよき心術をい

だく人間たちの体系を目指す一個の全体に、個々の人格が統合されていることを要求

するのである300
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こうした議論を踏まえて、カントは、適法性を備えた法律的共同体ならぬ道徳性をもった

倫理的共同体が私たち人間の求めるべき最高の善の共同体と捉える訳であるが、それは「神

の道徳的立法下の倫理的公共体」301すなわち教会の形に於いてのみ可能と論じているので

ある。 

しかし、ここで何故、私たち人間にとっての最高の善の共同体が教会なのかということ

にも留意しなければならないだろう。確かに、人間の傾向に依拠して、それを回避する為

の適法性のみを備えた共同体では、私たち人間一人ひとりの善を発揮することは不可能で

ある。とは言うものの、カントが教会なる形を論じたのは如何なる理由によるものだろう

か。実のところこの議論の中でようやく『宗教論』第一編、第二編と第三編の連続性を見

ることができると考えるのである。本節第 1 項で触れたように、私たち人間は、その根底

に悪を発現させる可能性を持っている。その悪を抑え、自らの内なる善を促進させるため

には自力では不可能であり、善そのもの、すなわち象徴的なイエス像から学ぶことによっ

て可能とされた訳である。個々人の善を引き出すためにイエスが持ち出されたように、集

団的な人間の善を引き出し、人倫的共同体を目指すためには神、そしてその国である教会

が必要とされるのである。 

ディセンソーは、個とイエスの対応と集団と教会の対応の連関を見て、次のように論じ

ている。 

 

  神の理念を倫理的市民社会の立法者の問題に適用する際に、カントは個人的倫理的な 

レベルで「心を知りたまう方」としての神[God as “one who knows the heart”]の要請に 

関わる、以前の明確な記述に頼っている。同じ条件で[In similar terms]、道徳法則に基 

づく共同体を想定する全体的な原理が内的で自律的な心術[disposition]を表わさなけ 

ればならない302
 

 

『宗教論』第三編を根元悪思想との連関の中から検討することがなければ、カントの教会

への接近はカントの宗教思想がキリスト教との折衷を図っているとも取られかねない。ま

た、その議論はカントの宗教思想が単なる他律を志向したものと誤解される可能性がある

だろう。ディセンソーが論じるように、私たちは神との関わりの中で自らの自律的心術（人

間の持つ本来的な善い素質）を発現させなければならない訳であるが、それを集団的な形

で行うためには教会という形を取らざるを得ないのである。そして、カントが想定する教

会に於いて構築される人間と神との関係は、ただ単に自律とも他律とも言えるものではな

く、言わば人間と神との相互関係の相が看取されるのではないだろうか。 

 

(3)Mitwirkung（共働）に表わされる人間と神の関係 

 『宗教論』第三編には、これまで本章で主張してきた人間と神の相互関係を示すような

議論が見られる。 

 

人間は、最高善という純粋な道徳的心術と結びついた理念を（中略）自分では実現で

きないにもかかわらず、それをめざして努力するという義務に自らのうちで出会うが

ゆえに、道徳的世界支配者による共働(Mitwirkung)への、あるいは執り行いへの信仰に



89 

 

自らが引きつけられている303
 

 

これまで見てきたように『宗教論』第一編の根元悪思想を端緒とするカントの神概念は、

第三編に至るまで連綿と引き継がれているものと考える。その神概念は、三批判書に於い

て論じられてきた、自律的な人間の最高善をただ単に保証する為の神ではなく、また単に

私たち人間が自らの罪の故に完全に依拠せざるを得ない神でもないのである。その神概念

を敢えて表現するのであれば、人間の内なる弱さを抑えつつ、内なる善い素質を引き出し、

常に人間と関わりあう神と言えるのではないだろうか。そこには内なる神と外なる神、そ

してそれに対応する人間の自律かつ他律の相が見てとれよう。カントが『宗教論』第三編

に於いて論じている Mitwirkung
304の概念は、まさに私たち人間と神の一連の関係を総括す

るものとしてあると考える。 

 

第 5 節 『遺稿』の神概念と『宗教論』第三編の神概念の類同性 

第 3 節 3 項に於いて、『遺稿』の神概念試論として、内なるかつ外なる神という考えを

主張し、それに伴う人間の自律かつ他律の様相を見てきた訳であるが、その神概念ならび

に人間と神の関係は、第 4 節 3 項で論じてきた Mitwirkung に象徴される人間と神の関係と

質を同じくするものではないだろうか。本章を終えるに当たり、これまで展開してきた議

論を総括し、カント晩年の宗教思想を特徴づけるものを明らかにしておきたい。 

『遺稿』の第 1 束にある次の議論は、カント晩年の宗教思想を探る上で大変示唆に富む

ものである。 

 

  私の中にある存在がある。それは因果的／関係の有効性（因果の連鎖）にある私とは 

区別される。（中略）それは自由であり空間と時間の自然法則に依拠せず、内的に私を 

裁く（正当化や非難）。そして私は人間であり、この存在そのものであり、この存在は 

決して私の他の主体ではない[nicht etwa]
305

 

 

ここまでの議論では、私たちを内側から正しく判断したり、批判したりするのは、私たち

人間自身すなわち自律した人間によるものであることが読み取れる。しかし留意すべきは

これに続くカントの議論である。 

 

  しかしながら、人が自発性[Selbstthätigkeit]の原理に直接的に従って判断したときに、 

自由から自発性の法則を考えるのは完全に不可能である。なぜなら自由によるあらゆ 

る働きの行為は、原因がないからである。（中略）しかし、それは矛盾することなく真 

である定言命法の結果として間接的に認められ、また認められなければならない。そ 

してその結果、義務は神の命令として果たされなければならない306
 

 

自発性や人間の自律は、三批判書に於いては、カントの宗教思想を考える上での最重要な

論点であったはずである。人間の自律故の神の導出は、理性宗教・理性信仰と呼ばれるカ

ント独自の考えを構築していった訳である。反面で『遺稿』に於ける神による自由・自律

の導出は、一体何を意味するものなのだろうか。こうした議論を文字通りに受け取るので
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あれば、人間の自由・自律を担保するものは、神であり、神の保証に基づく、人間の自由・

自律（すなわち神による他律）という奇妙な結果を招きかねない。ここで今一度カントが

論じている義務に関して着目していきたい。『遺稿』第 1 束の別のところでは、カントは義

務を以下のように捉えている。 

 

  もし私が何かを為すべきであれば、それは私に可能でなければならない。私に必ず課 

されることは、私に為されなければならない307
 

 

私たちが仮に何かを課されたとしても、それを果たす力が皆無だとしたら、その課題を

行うことは不可能であろう。十全とは言えないにしても課題に向かう僅かながらの力があ

るからこそ、その解決に向けて前進することができるものと思われる。私たち人間が神の

命令を果たすということは、私たち人間の中に何らかの（完全ではない）神性を宿すから

ではないだろうか。人間は神性を宿しているものの、それを自らの力のみでは発揮するこ

とができない。その人間（神の力でもあるが）の力を外的な神の働きによって引き出すこ

と、ここに私たち人間と神の相互関係が見出される訳である。このように見ていくならば

『遺稿』の神概念は関係の相から捉えることができると言えるだろう。そして神を関係の

相から捉えるという視点は、『宗教論』第三編で論じられた人間と神の Mitwirkung の思想

的地平との類同性が看取されるのではないだろうか。 

実のところこうした関係の相に基づく神概念は、『宗教論』以降のカントの一貫した思

想ではないかとも考えられるのである。それというのも、1798 年に上梓された『諸学部の

争い』に於いても以下のような議論が行われているからである。 

 

  ある人間自身の行いが、その人間自身の（中略）良心にてらしてその人間を義と認め 

るのに十分でない場合、理性は必要とあれば、その人間の義の不足の超自然的補完（中 

略）を敬虔に受け入れる権能をもつ。この権能は自明である。というのも人間がみず 

からの使命にしたがって（中略）あるべき姿、これに人間は実際になることもできな 

ければならないのであり、もしそのことが自分の力によって自然的に可能でないなら 

外的な神の共働(Mitwirkung)によって（中略）それが起こるのを希望してよいからであ 

る308
 

 

ここで用いられている Mitwirkung の概念は、1793 年に上梓された『宗教論』、1798 年の『諸

学部の争い』そして 1800 年から 1803 年に執筆されたとする『遺稿』第 7 束と第 1 束に於

ける議論が連関していることを示すものではないだろうか。そこには、人間の内なる神と

外なる神ならびに、それに伴う人間の自律かつ他律の関係を見ることができるのである。

先にもカントによる「神は私の中に、私の周りに、そして私の上にある[ein Gott in mir um 

mich und über mir]」309という神概念に関する議論について言及したが、これまでの議論を

踏まえて、その内容を考察するのであれば、“in mir”とは内なる神、“über mir”とは、外

なる神そして、“um mich”私の周りの神とは、私たち人間と神との関係全体を包括するも

のとして考えられる。 

 さて、本章を終えるに当たって、何故私たち人間は神と関わりを持たなければならない
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のだろうか、という基本的な問題についても検討しておきたい。カントは『遺稿』第 1 束

の中で私たち人間の属性を次のように論じている。 

 

  私たちは本来的に神の種族である[wir sind ursprünglich göttlichen Geschlechts]
310

 

 

私たち人間は神の種族故に、内面に神性を宿し、そして決して完全ではない人間は外的

な神の働きによって、自らの神性でもある人間本来的な内面を引き出そうとする。カント

は『遺稿』ではそれを言わば理念的に語り、『宗教論』第三編では現実の人間社会の中で論

じようとしたのではないだろうか。両者に共通する内なるかつ外なる神、自律かつ他律の

人間と神の関係、そして人間と神の Mitwirkung の思想的地平は、理性宗教・理性信仰に収

斂することのないカント晩年の宗教思想を表わすものと言えよう。 
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結論――Mitwirkung の神と純粋宗教信仰について  

 

第 1 節 理性宗教か、既存の宗教思想か 

 本論は「カント哲学における宗教思想の展開」と題し、『純粋理性批判』をはじめとする

三批判書から『オプス・ポストゥムム』（以下『遺稿』）に至るまでのカントの宗教思想を

考察したものである。とりわけ、第 5 章から第 7 章にかけて見てきたように、『宗教論』を

端緒にするカント晩年の宗教思想は、所謂「理性宗教」の枠には収まることのない内容を

持つものであると考えるものであるが、こうした視点はこれまであまり論じられてこなか

ったのではないだろうか。本論の主張は、晩年のカントの思想の中にこそ、私たち人間と

神の豊かな関係があるものと考える訳であるが、先行研究を見ていく限りでは、カントの

思想を理性宗教の視点から捉えるか、もしくはそれを超えようとする試みが既存の宗教思

想に取り込まれ、独自性が失われているように思われるのである。 

 武藤一雄は、『神学と宗教哲学の間』の中でカントの宗教思想を次のように論じている。 

 

  カントは宗教（または神）は道徳の立場から必然的に要求され、或いは道徳が不可避 

的に宗教に導くと考えているけれども、それだけに宗教の道徳に対する独立性ないし 

は宗教それ自身の固有性はあきらかにされていない。神の表象――すなわちわれわれ 

が神を表象すること――が道徳の促進剤(Beförderungsmittel)のごとき役割を果たすに 

すぎないと考えられているように、宗教はいわば道徳に付随的に考えられるところの 

道徳の附録のごときものにすぎない311
 

 

確かに武藤が言うように、カントの宗教思想は道徳に依拠しているのであるが、とはいえ

宗教が道徳の付録であるという議論は、カントの宗教思想を概観して、妥当と言えるもの

なのだろうか。同様の議論は波多野精一の『宗教哲学序論』の中でも見られる。 

 

  カントに従えば宗教は飽くまでも独立性を主張し貫徹する道徳に更に外部より何もの 

  かが、即ちこの場合哲学的世界観の附録が、附加わることによって成り立つ派生的副 

  次的産物に過ぎぬ。（中略）かくて宗教はついに道徳に附随する理論的副産物のみすぼ  

  らしき地位に甘んぜねばならなかった312
 

 

武藤、波多野の両論に共通することは、その議論がカント三批判書の最高善思想のみに

依拠しているということである。私たち人間が道徳と幸福を求めて生きるに当たって、互

いに位相の異なるものの統一を図るには全能である神が必要とされるのであるが、最高善

思想を機縁とした神の導出は、人間が主であって神が補助的に要請されるのみであり、あ

くまでも自律した人間が主体なのである。故に「道徳の付録」という結論に至る訳である

が、こうした議論は、カント宗教思想を捉える上で一面的であると言わざるを得ないだろ

う。とりわけ三批判書より後の『宗教論』に於けるカントの議論は、理性宗教の枠内では

捉えきれないカント宗教思想の深化が見られるのである。 

 そうした中で三批判書と『宗教論』の関係に着目し、カントの宗教思想は理性宗教とい

う視点からのみでは捉えきることができないとしたパルムクィスト(Stephen Palmquist)の



93 

 

議論は興味深い。彼は Does Kant Reduce Religion to Morality?という論文の中で次のように

論じる。 

 

  カントはここで宗教に関する特別な批判的観点の根本的に純粋な超越論的性格を強調 

している。すなわち第一批判が経験的知識に超越論的基礎を置き、第二批判が道徳的 

行為に基礎を置いたように、『宗教論』は、その超越論的基礎を真の（経験的）宗教に 

置いた313
 

 

  悪は全ての人間にとって必然である。そういう訳で道徳だけでは不十分である。もし 

悪が必然でなければそのとき私たちはカントの体系の純粋で（道徳的）な部分に留ま

ることだけで、神が十分満足[well-pleasing to God]する目標を実現する。しかし、カン

トの宗教的体系に於いて、彼は私たちがこのように目標に到達することはできないと

主張する。私たちは道徳以上のものを必要とする。なぜなら完璧な人は誰ひとりいな

い訳である。私たちはみな根元悪によって堕落しているのである314
 

 

パルムクィストの議論は『純粋理性批判』が消極的な理念としての神を導出し、消極的な

神を『実践理性批判』が私たち人間の道徳性に基づいて位置づけようとするものである。

ここまでは何も目新しいことは論じられていない。しかし、人間の不完全性を踏まえて、

『実践理性批判』で論じられているような自律した人間の不可能性を示し、『宗教論』の議

論を踏まえた上での理性宗教とは異なるカントの宗教的体系を構築する必要性を主張して

いるのである。 

 

  『宗教論』のそのような詳細な研究を行った後で私自身の結論は（中略）宗教が道徳 

に隠れている[in disguise]だけという単純な考えを遥かに超えていることである315
 

 

『宗教論』の議論を踏まえつつ、私たち人間と神の関係は「善い行いと恵みの間の適切

な関係である」316とするパルムクィストの主張は、単に人間の自律のみに依拠した人間と

神の姿を論じるものではなく、人間と神の相互の関係を模索するものであり、本論の主張

と合致する所が多い。しかし反面で三批判書と『宗教論』の関係のみで議論が展開されて

いるが故に、『宗教論』をカントの宗教思想体系の中の異端と見る（バルト）批判に耐えう

るものではないと言える。また、論文の結論部に於いて以下のように論じているのは、『宗

教論』から始まるカント宗教思想の深化が、キリスト教思想との融合を図る向きもあり、

カントの宗教思想はキリスト教思想の亜流だとする（トレルチ）批判に耐えられないとも

考えられるのである。 

 

  カントは確かにキリスト教正統派の見解[the orthodox views]を擁護しないが、その厳格 

に修正した解釈は、多くの読者にカントがそうした教義の妥当性を否定していないと 

いうよりむしろ、その妥当性のより穏健な説明を提出しているのであるという事実を 

見えなくさせているのである317
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 いずれの事例に於いても、（中略）カントの説明は（いわゆる）一種の「キリスト教 

自由主義的保守主義[liberating conservatism]」や「保守主義的自由主義[conserving  

liberalism]」を促進する318
 

 

 本論では理性宗教の枠組みに括られるものでも、既成の宗教思想でもないカント宗教思

想を検討するものであるが、それはどのように見出されていくのであろうか。 

 

第 2 節 人間の原像（よい素質）の引き出しと Mitwirkung の神 

 カントの宗教思想がキリスト教思想の影響を受けながらも、その独自性を垣間見せるの

は、私たち人間の原像（よい素質）の引き出しと、Mitwirkung の神に見られる思想である

と考える。周知の通り、キリスト教信仰を支える大きな柱となるのは、私たち人間の原罪

とそこからの救済にある。 

 

  一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人 

  に及んだのです319
 

 

「ローマの信徒への手紙」では、最初の人間であるアダムが犯した罪がその子孫である全

人類に及び、私たち人間は生まれながらにして罪を背負っていることが論じられている。

そしてこの罪を贖う為に神の子イエスがこの世に送られ、その信仰を通じて、私たち人間

が救済されるという一連の考え方がキリスト教思想に含まれていると言ってよいだろう。
320

 

 さて、こうしたキリスト教思想に基づく人間像とカントの論じる人間像を比較して見る

ならば、次第にカント宗教思想の独自性が現れてくるのではないだろうか。勿論、三批判

書と『宗教論』とでは、前者が自律した人間で、後者が不完全さを備えた人間ということ

になるのだが、根元悪思想が論じられる『宗教論』に於いてすら、人間の本来持つ善い素

質（原像）は失われていないことに留意すべきだろう。 

 

  道徳的完全性のこの理想にまで、いいかえれば一点の曇りなき道徳的心術という原像 

にまで高まることは、人間の普遍的な義務であり、この理念は、それを追究するよう

に理性が私たちの前に置くわけであるが、理念そのものも、そこまで私たちが高まる

ように力を与えてくれることができるのである321
 

 

キリスト教思想に基づくのであれば、善そのものは神にあり、罪を背負った人間には、

善はないと考えられよう。反面、カントは『宗教論』で善そのものは神にあり、また人間

にもあると論じているのである。但し、私たち人間は自力ではその善そのものを引き出す

ことはできない。故に象徴的なイエス像や教会の働きを通じて、人間が本来備える能力を

発揮していくことが必要とされるのである。 

 

  人間が善に向かうように造られており、そのうちなる根源的素質は善だということ以 

上の意味ではありえず、それだけではまだ善であるというわけではなく、むしろ素質 
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にふくまれる動機を格率のうちに採用するか否かに応じて（中略）自分が善か悪にな 

るようにしていくのである。善になるためにせよ、よりよくなるためにせよ、超自然 

的な共働(Mitwirkung)がさらに必要だとすれば（中略）この援助を積極的に受け入れ 

なくてはならない322
 

 

カントはまさに『宗教論』に於いて、人間の単なる自律でも、または完全なる神への依拠

（他律）でもない、自律かつ他律の人間像そしてそれと関わる Mitwirkung の神という姿を

論じているのである。そして、こうした人間像ならびに神概念が『宗教論』のみで提示さ

れているのではなく、『諸学部の争い』そして『遺稿』第 7 束、第 1 束で論じられているこ

とは、晩年のカントの宗教思想が Mitwirkung の神概念を中心に構成されていることを表わ

すものと言えるのではないだろうか。 

 

  人間がみずからの使命にしたがって（つまり神聖な法に適合して）あるべき姿、これ 

  に人間は実際になることもできなければならないのであり、もしそのことが自分の力 

によって自然的に可能でないなら、外的な神の共働(Mitwirkung)によって（これがどの 

ようなやり方で行われようと）、それが起こるのを希望してよい323
 

 

 『遺稿』は、『宗教論』や『諸学部の争い』のように Mitwirkung という文言は現れない

が、内なる神と外なる神、そしてそれらと人間との相互関係を表わす議論が展開されてい

る。 

 

  神は私の外の実体としてではなく、むしろ私の中の最高の道徳原理として表わされる。 

しかし、間接的に私の中の力は（中略）力と知恵の理想であり、一つの概念の中では、 

それは私の外の実体として、私の神の遍在の決定根拠である324
 

 

  自身が創造者である存在の理念は、独自の存在であり、実践理性の産物（抽出物では 

ない）である。その概念（主体）は（客体）と同じであり、矛盾することなく超越的 

である325
 

 

  神は私の中に、私の周りに、そして私の上にある[ein Gott in mir um mich und über mir]
326

 

 

私たちの周りにある神は、私の中にある神と外にある神を包摂するまさに関係の神と考え

ることができよう。そしてその神は、私たち人間が本来的に備える善い素質を発揮させよ

うとするのである。 

 

  人間は責任を負わせることが可能な存在である。（中略）積極的に責任を負わせるだけ 

の存在は神である。責任をうけるに相応しい存在は人間である327
 

 

  もし私が何かを為すべきであれば、それは私に可能でなければならない。私に必ず課 

されることは、私に為されなければならない328
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 さて、なぜ私たち人間は神との関わりによって自らの善い素質を現していかねばならな

いのだろうか。そうした疑問に対し、カントは『遺稿』の中で論じている次の議論が参考

になる。すなわちカントは「私たちは本来的に神の種族である」329であるとしているから

である。神より生まれた人間であるからこそ、本来的に内なる神を持つ。しかし私たちは

神そのものではない。不完全たる人間は、常に周りの文化、社会などからの影響を受け、

神より与えられた自らの本来的なよい素質を見失いやすい。それ故に、絶えざる神との関

わりの中から与えられたよいものを明らかにしていく必要があると言えるのではないだろ

うか。Mitwirkung に表される神概念は、私たち人間と神との豊かな関係を想起させるもの

であると考える。 

 

第 3 節 純粋宗教信仰の思想的地平 

 純粋宗教信仰(reiner Religionsglaube)とは『宗教論』第三編にて散見される文言である。

宗教というと、カントもいうように、この人はイスラム教だとか、カトリックだとか、ル

ター派だとかが議論の中心になりやすい。そこには前節で述べたような、そもそも私たち

人間は神より生まれて、神から与えられたよい素質を持つものという視点はなく、ただ単

にどの宗教、どの宗派に属するかが議論の対象になる訳である。カントはこうした実状を

批判的に捉え、あれこれの宗教・宗派の議論よりも、私たち人間が本来的に備える内面的

なもの（神より与えられているので人間由来ではないが）に留意せねばならないことを主

張するのである。 

 

  ふつうの人にとって宗教といえば、つねに自分にとって明らかな自分の教会信仰のこ 

とであって、宗教が内面的に隠れていることとか、宗教で大切なのは道徳的心術だと 

いったことが、理解されているわけではない330
 

 

  この理念［実践的理念――引用者］が神のうちにあり神から出てくるものとしての原 

像を意味しており、他方では私たちのうちにあるものとしての原像を意味しており、 

しかしいずれの場合にも、この理念は私たちの生き方の基準となるような原像を意味 

しているからにほかならない331
 

 

 純粋宗教信仰が万人に通用するとカントが考えるのは、先の『遺稿』の議論で見たよう

に、私たち人間が神より生まれたものという考えがあるからに違いない。神より与えられ

た私たち人間一人ひとりのこの世での働き（常に社会一般の価値観などと合致するとは限

らない。私たち人間の必要性は、人間が考える必要と、神が考える必要は異なる。）を、絶

えまない神との関わりの中で広く社会に現していくことこそが、カントによる純粋宗教信

仰の思想的地平であると言えるだろう。 

 晩年のカントの宗教思想は、三批判書に於ける理性宗教の思想的地平を踏まえつつも、

それを乗り越え、私たち人間と神の豊かな関係を見せようとしたものなのである。 
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